
独立行政法人科学技術振興機構の概要 

 
1. 業務内容 

 
独立行政法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、「新技術の創出に資する

こととなる科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、基盤的研究

開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機

関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整

備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的」（機構法

第 4 条）としている。特に、 

・ 技術シーズの創出を目指した、基礎研究から企業化までの一貫した研究開発の推進 

・ 科学技術情報の流通促進等、科学技術の振興基盤の整備 

を総合的に行い、わが国の科学技術の振興を図ることを使命とする。 
  
2. 主な事務所の所在地及び所属部署   

 
・ 本部（企画評価室、総務部、経理部、システム・施設管理室、監査室、戦略的創造

事業本部） 

〒332-0012 埼玉県川口市本町 4-1-8 川口センタービル 

・ 東京本部（国際室、産学連携事業本部、情報事業本部、科学技術振興調整費業務室、

キーテクノロジー研究開発業務室） 

〒102-8666 東京都千代田区四番町 5－3 サイエンスプラザ 

・ 東京本部別館（科学技術理解増進部、研究開発戦略センター） 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 3 麹町スクエア 

・ 日本科学未来館 

〒135-0064 東京都江東区青海 2-41 

・ 社会技術研究開発センター 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-2 りそな・マルハビル 18F 

・ 科学技術連携施策群支援業務室 

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル 23Ｆ 

・ 原子力業務室 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1 パレスビル 9F 
 

 この他、情報提供部支所（中部、西日本）、海外事務所（パリ、ブリュッセル、マレー

シア、北京、ワシントン）、研究成果活用プラザ（北海道、宮城、石川、東海、京都、大

阪、広島、福岡）、ＪＳＴサテライト（岩手、新潟、高知、宮崎）がある。 
  
3. 資本金：1928 億 8165 万 237 円（平成 18 年 3 月 31 日現在） 
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4. 役 員 
・ 定員： 長である理事長及び監事 2 人を置く。また、役員として理事 4 人以内を置

くことができる。（機構法第 10 条） 

・ 任期： 理事長の任期は 4 年とし、理事及び監事の任期は 2 年とする（機構法第 12

条）。と定められている。 
  
5. 職 員： 466 人（平成 18 年 3 月 31 日現在） 
  
6. 基本法令 

 
  (1) 独立行政法人通則法（平成11年7月16日 法律第103号） 

  (2) 独立行政法人科学技術振興機構法（平成 14 年 12 月 13 日 法律第 158 号） 

  (3) 独立行政法人科学技術振興機構法施行令（平成15年9月25日 政令第439号） 

  (4) 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令（平成15年10月1日 文部科学省令第47号） 

  (5) 独立行政法人科学技術振興機構の計算証明に関する指定 

（平成 16 年 3 月 29 日 16 検第 221 号） 
  
7. 主務大臣：  文部科学大臣 
  
8. 沿 革 

 
- 1957 年（昭和 32 年）8 月： 内外の科学技術情報を迅速、的確に提供することを目的と

して東京都千代田区に日本科学技術情報センターを設立。 

- 1961 年（昭和 36 年）7 月： 国内の優れた研究成果を効率的に開発し、その成果を普及

することを目的として東京都港区に新技術開発事業団を設立。 

- 1981 年（昭和 56 年）4 月： 日本科学技術情報センターで、科学技術情報に関する我が

国で最初の公衆回線による漢字オンライン情報検索システムのサービスを

開始。 

- 1981 年（昭和 56 年）10 月： 新技術開発事業団に基礎的研究事業（創造科学技術推進

事業）を業務に追加。 

- 1989 年（平成元年）10 月： 国際研究交流促進事業に着手したことに伴い、法人名称を

新技術開発事業団から新技術事業団へ変更。 

- 1996 年（平成 8 年）10 月： 科学技術振興事業団法の施行により、日本科学技術情報セ

ンターと新技術事業団を統合して科学技術振興事業団を設立。 

- 2001 年（平成 13 年）7 月： 最先端の科学技術の展示、展示方法の開発、研究者の交流

等を通じて、科学技術の情報を発信していくことを目的として東京都江東区

に日本科学未来館を開館。 

- 2003 年（平成 15 年）10 月： 独立行政法人科学技術振興機構法の施行により、科学技

術振興事業団を解散し、独立行政法人科学技術振興機構が発足。 
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9. 組 織    
 
平成 18 年 3 月 31 日現在における機構の組織図を以下に示す。 

 
理事長     沖村 憲樹 
理 事     北澤 宏一 
        藤原 正博 
        細江 孝雄 
        永野 博 
監 事     板山 和彦 
監事（非常勤） 立石 義雄 
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（パリ、ブリュッセル、マレーシア、

 北京、ワシントン） 

システム・施設管理室 

科学技術理解増進部 

社会技術研究開発センター 

科学技術振興調整費業務室 

研究開発戦略センター 

戦略的創造事業本部 

産学連携事業本部 

情報事業本部 

日本科学未来館 

監査室

キーテクノロジー研究開発業務室 

原子力業務室 

科学技術連携施策群支援業務室 

研究企画調整室

研究推進部 

特別プロジェクト推進室 

先端計測技術推進室 

研究領域総合運営室 

研究支援部

産学連携推進部

技術展開部

開発部

地域事業推進部

研究成果活用プラザ 

（北海道、宮城、石川、東海、

 京都、大阪、広島、福岡） 

ＪＳＴサテライト 

（岩手、新潟、高知、宮崎）

知的財産戦略室

研究基盤情報部 

文献情報部

情報提供部

支所（中部、西日本） 

図 1. 組織図 
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業務実績報告（総論） 
 

● 業務運営について
 
 機構は、前年度から引き続き、独立行政法人という制度の趣旨を踏まえた各種改革を

積極的に進めている。国の科学技術政策を効果的・効率的に進めるべく、職員個々の意

識改革はもちろん、目標や手順の設定、現状把握や改善案の策定等の組織運用面の改善

も進みつつある。 
 
・ 経営におけるリーダシップ  

 機構の運営及び業務の実施に関して、役員及び職員間で日常的に報告、連絡、相談・

協議が行われることはもちろんであるが、組織的には、以下の対応がとられた。 

 理事会議及び業務運営会議（メンバーは役員及び部室長以上の職員）を定期的（第 2

及び第 4 火曜日）に開催し、経営面及び業務運営面での重要事項について審議、意思

決定を行うとともに、各部室の業務進捗状況が適宜報告された。 

 理事長は、四半期報告により各部室の業務状況について報告書の提出を受け、その

うち 2 回は直接ヒアリングを実施して問題点・課題の整理や指摘、今後の業務の方向

付けを行った。また、その中で特に重要な事項については「本中期目標期間における

重要業務課題」としてアクションプログラム等を作成させ、今後の対応方針や留意す

べき事項等を指摘するとともに、進捗状況を管理した。 

 また、調整費を設け、各事業の当初予算から 10 億円を留保して、その使用に関して

各部室から提案を募り、理事長が直接ヒアリングを実施した上で将来にわたり重要と

思われる案件の調査やフィージビリティスタディ、現行事業の更なる推進等のために

当該予算を配賦した。 

 その他、各事業本部連絡会を役員が主宰する等適切な対応が取られた。 

 

・ 諮問機関の運営  

理事長の諮問に応じ、機構の重要事項について審議することを目的とした「科学技

術振興機構運営会議」及び「科学技術振興審議会」を運営した。 

科学技術振興機構運営会議は、機構の業務運営に関する重要事項を審議することを

任務として、平成 17 年 6 月に開催された。当該会議においては、機構が推進している

事業個別の課題について意見交換した他、機構に求められているミッションを踏まえ

た事業の見直しについて議論があった。 

科学技術振興審議会は、業務実施に関する専門的重要事項について調査審議するこ

とを任務として、平成 18 年 3 月に総会が開催された。また、傘下の各部会は適宜開催
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され（基礎研究部会 2 回、技術移転部会 2 回、科学技術情報 2 回、科学技術理解増進

部会 2 回）、これに関連する委員会も多数開催された。これらの会議においては、事業

で採択される課題の事前評価、中間評価、事後評価等も実施された。 

 

・ 自己評価の実施 

 機構の推進する各事業及び機構全体の組織運営について、中期計画の達成状況を明

らかにするとともに、運営上の改善事項を抽出する等、より効果的な運営を図ること

を目的として「自己評価委員会」を設置し、各事業、あるいは機構全般にわたり評価

を行っている。 

当委員会には、効率的に評価を実施するため 5 事業に係る評価部会及び組織運営に

関する評価部会を設置している（図 2 参照）。自己評価委員会は基本的に機構の役職員

で構成するが、評価の厳格性・客観性を確保するべく外部有識者にも自己評価委員会

委員として参加いただいている。 

 

 
 

文 部 科 学 省
独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会

提出

JST自己評価委員会

　理事、審議役及び
その他役職員で構成。
委員長は理事長指名。
外部委員は部会にて審
議に加わる。
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 図 2. 自己評価委員会と評価体系図 
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● 事業の実施状況
 

 事業毎の、各計画に対する実施状況等の詳細は本報告書の「事業評価・総合評価」、「計

画項目評価」で示すとおり、中期計画の達成に向けて概ね着実に事業を進められた。 
  

・ 政策立案部門との連携  

 機構は科学技術基本計画等の国の政策を実施する機関としての位置付けにあり、文

部科学省等の国の政策立案部門との連携は非常に重要である。機構はこの点に留意し、

平成 18 年度の新規事業である産学共同シーズイノベーション化事業について文部科学

省等との連携に十分配慮して制度設計を進める等、必要な対応をとっている。また、

平成 17 年度は、従来から委託されている科学技術振興調整費の課題選考や管理等業務

に加えて、文部科学省より新たに 4 件の委託があった。これらの受託した事業につい

ても、委託元と綿密に連絡を取りながら事業の実施にあたった。 

一方、国の政策の執行機関として、日頃の事業運営を通して得られた事業参加者の

意見やコメント等を基に新規事業を提起する等、国の科学技術振興に貢献できるよう

努力することも重要である。特に、研究開発戦略センターは、機構の基礎研究事業の

戦略立案を基本的使命とするが、平成 17 年度は、戦略プロポーザルや海外のイノベー

ションに関する動向分析等により文部科学省等の行政機関にも有益な情報を提供した。 

 

・ 研究開発課題の推進  

 機構は、技術シーズの創出を目指した新技術の創出に資する研究から企業化までの

一貫した研究開発を推進している。 

平成 17 年度は、「第 2 期科学技術基本計画」（平成 13 年 3 月 30 日 閣議決定）の着

実な実行に資するため、企業化開発事業や研究交流・支援事業の一部に競争的資金制

度を導入し、併せて間接経費やプログラムディレクター（PD）及びプログラムオフィ

サー（PO）の配置等の措置を実施した。 

個々の研究課題の評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」や「文

部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等の国の方針に沿って適切に進め

ている。特に、平成 17 年度は戦略的な基礎研究の内容や科学技術振興上の意義、運営

の改善事項を明らかにするため、タスクフォースを組織し、評価方法を検討した上で

基礎研究事業国際評価委員会を開催した。研究開発成果や評価結果を広く公表するこ

とは、国民に対する説明責任を果たすとともに、研究開発評価の公正さと透明性を確

保するという点、研究開発成果や評価結果が社会や産業において広く活用されるとい

う点で極めて重要である。機構は、課題評価の結果をわかりやすく速やかに公表する

ことを基本方針としている。平成 17 年度も該当する全ての事業において、評価結果の

ホームページ等での公表に努めた。 
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・ 事業参加者等のインセンティブ配慮  

 事業実施にあたっては、それぞれの事業に参加する大学・企業等の機関や個人、機

構が提供する各種サービスのユーザ等の要望の把握に努めている。例えば、研究開発

に係る各種事業では、各研究開発課題（プロジェクト）に従事する研究者等の能力が

十分に発揮できるよう的確できめ細かな支援に努めた。 

平成 17 年度も、ユーザ等の意向を的確に把握するべく、多くの事業でアンケート調

査が実施され、事業評価等において支援対象者・事業参加者からの満足度等の情報を

活用している。 

 

・ 広報活動について  

 機構が事業の中で提供している各種サービスやプログラムが世の中に広く認知され

ることは、機構の円滑な事業実施にとって極めて重要である。 

 平成 17 年度においては、国民と機構との重要なつなぎ役である報道機関に対し、従

来から実施してきた論説委員懇談会、記者懇談会以外に、新たに全国地方新聞社連合

会意見交換会を 1 回、目覚ましい研究成果をあげた研究者による報道機関を対象とし

たレクチャー会を 3 回開催し、事業内容とその成果を積極的に紹介した。また、国民

が機構に直接アクセスできるホームページについては、利用しやすいようリニューア

ルを実施し、更に機構からユーザに対し定期的に発信する「ＪＳＴメールマガジン」

も創刊した。その他、外部ライターを活用し読みやすい文章による広報誌の発行等、

広報手法の強化を通じた積極的な情報発信を行った。 

 また、平成 17 年度は、基礎研究プロジェクト等の研究成果や研究内容をわかりやす

く一般国民に伝えることを目的として科学技術コミュニケーション・ディレクタを 2

名雇用し、研究者と国民との交流や研究者のアウトリーチ活動の企画立案を行った。 

 その他、大学、公的研究機関及び機構の各種事業により生まれた研究成果の実用化

を促進するために機構が開催している「新技術説明会｣に参加した企業に、機構の公募

情報をメール配信し、機構事業の周知を図った。また、地方自治体関係の財団法人（中

小企業振興公社等）に機構の活動を説明し、中小企業等に事業が周知されるよう努め

た。 

 - 8 - - 7 -



自己評価及び報告書の構成について 
 

● 自己評価の進め方について

 

平成 16 年度と同様、「自己評価委員会」（図 2 参照）にて評価を行う。当委員会におい

て中期計画の達成状況を明らかにするとともに、運営上の改善事項の抽出等を行う。 

自己評価委員会委員として外部有識者を招聘する他、自己評価を客観的に進める運営

上の工夫は以下のとおりである。 

1. 自己評価の透明性を高めるため、評価方法（視点、基準）は評価期間の早い時期に

決定する 

2. 定性的計画については、当該計画に対応する実施事項を具体化する 

3. 数値目標に対する評価基準は機構内で統一的に定める 

特に、事業の質を重視した評価の実施を目指し、評価視点はできるだけ多角的に設定

するよう留意している。また、定性的計画についても、できるだけ客観的に実績評価で

きるよう、ユーザへのアンケート調査等の導入を検討した。 

 

● 評価の視点、指標・基準について

 

多段階評価（SABF 評定）の全般的な基準は、文部科学省独立行政法人評価委員会科学

技術分科会の評価基準を採用している。 
 

S： 特に優れた実績を上げている 

A： 計画通り進んでいる、又は、計画を上回り、中期計画を十分に達成しうる可能

性が高いと判断される 

B： 計画通り進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中

期計画を達成しうると判断される 

F： 遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される 
 
各計画項目の評価視点・指標及び評価基準は、中期計画・年度計画の内容を踏まえて

個別に作成した。なお、定量的計画については、次の考え方で評価基準を設定している。 
 
・ 中期計画又は年度計画において目標値を明記したものについては、原則これを基

準とする。 
・ 但し、前年度（平成 16 年度）実績が上記目標値を大幅に上回る等、当該目標値

を用いることが不適当と考えられる場合は、事業の成果を厳格に評価すべく、平

成 16 年度実績を基準とする等の対応をとる。 
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また、目標値の 120%以上 → S、目標値の 100%以上 120%未満 → A、目標値の 90%

以上 100%未満 → B、目標値の 90%未満 → F を目安とした。 

 

● 報告書の構成

 

当報告書は以下で構成する（平成 16 年度版と同様）。 
 
 ○ 事業評価・総合評価 

  [評価の視点]   

自己評価（SABF評定＊及び事業全体の総評） 

 ○ 計画項目評価 

計画項目毎に作成 

 [中期計画] 

  [上記中期計画に対応する平成 17 年度計画] 

平成 17 年度実績（業務報告等） 

  [評価の視点・指標、基準]    

自己評価（SABF 評定及びその根拠） 
 
【事業評価・総合評価】 

 
 基本的に、各事業等において設けられた各計画の達成度・履行状況を基に評定する。

このとき、事業毎に定めた事業評価の視点及び全事業共通の視点から当該事業全体を

俯瞰し、どのようなアウトカムが得られたかにも可能な限り言及して総評を行う。 
 

    
  ・ 機構の他事業、関連する機構外部の機関との連携に配慮しているか 

  ・ 予算の執行・管理に問題はないか 

  ・ 事業内容や成果を一般向けに適切に公表しているか 

  ・ 事業参加者、支援対象者等のインセンティブに配慮しているか、ま

た、事業参加者、支援対象者等の意見を的確に把握して事業を運営

しているか 

 ○ 事業評価に関する共通的視点

 
 なお、計画に記されていない事項に対する創意工夫やその成果についても、該当す

るものがあればここで報告する。 

 

【計画項目評価】 
 
・ 年度実績： 当欄では、各計画に対する業務報告（具体的に何を行ったか）及び実績

（事業等で得られた結果・成果）を記述する。必要な情報は網羅するとともにその結
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果も記述し、特に計画に記された事項の実施状況の作文に終始しないように注意した。 
 
・ 自己評価： 自己評価委員会承認済の評価視点・指標、基準に上記実績を当て嵌め実

施する。SABF評定は、原則、当該基準から機械的に決定するものとするが、「～も参

考とする」とある場合等は、妥当とみなしうる客観的根拠を示せればその限りではな

い。自己評価の根拠として、事業遂行における考え方等主観的な見地（中期計画達成

への展望や、より良い成果獲得のためにどのような点に留意して事業を実施している

か等）からも記述できるものとする。 
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事業評価・総合評価 
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ⅠⅠⅠ ...   業業業務務務ののの質質質ののの向向向上上上ににに関関関すすするるる目目目標標標ををを達達達成成成すすするるるたたためめめにににとととるるるべべべききき措措措置置置    
 

  11..  新新技技術術のの創創出出にに資資すするる研研究究  
 

(1) 戦略的な基礎研究の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「戦略的な基礎研究の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各

計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 研究領域の設定・研究総括の指名、研究課題の公募・選定、研究体制の構築等

の事業プロセスが迅速かつ適切に行われているか 
○ 事後評価結果、研究成果及びその公表・普及状況は良好であり、戦略目標等事

業目的の達成に貢献しているか 
○ 公正で透明性の高い評価の実施、その結果の公表や必要に応じた研究計画への

反映等が効果的に行われているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  S 

 
〈事業概要〉 

 機構の基礎研究の大部分を占める戦略的創造研究推進事業は、新技術の創出に資する

こととなる科学技術に関する基礎研究を推進するもので、その特徴は、国が定める戦略

目標の達成に向けて設定された研究領域において、研究総括のマネジメントの下に産学

官の研究者が期限を定めて研究を推進することにある。 

 このための事業手法としてバーチャルラボ・時限付研究所形式を採用している。すな

わち、3 年～数年の間に戦略目標の達成に資する研究者を研究機関横断的に、あるいは拠

点を迅速に組織し、その分野のリーダーである研究総括が個人の裁量によって研究領域

を強力に運営するものである。 

 研究の進め方には、研究提案を公募し、研究総括の責任において選定された研究課題

を実施する公募型研究と、競争的に選定された研究総括が自らの研究構想の実現を目指

し、研究者を公募等により結集して実施する総括実施型研究がある。なお、創造科学技

術推進事業（ERATO）、国際共同研究事業（ICORP）、計算科学技術活用型特定研究開発

推進事業（ACT-JST）に関しては、平成 14 年度以降戦略的創造研究推進事業と一体的に

運営している。また、公募型研究には各研究課題の代表者がチームを編成して実施する

チーム型（CREST タイプ）と個人で実施する個人型（さきがけタイプ）があり、総括実

施型研究には ERATO タイプと ICORP タイプがある。 
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〈事業成果及び評価〉 

 
1) 研究成果の公表・普及に関して、平成 17 年度の論文発表件数は 6,256 件（平成 16 年

度：6,154 件）、口頭発表件数は 18,902 件（平成 16 年度：16,730 件）と極めて活発に

行われた。また、平成 17 年度に行った事後評価（創造科学技術推進事業 4 プロジェク

ト、国際共同研究事業 1 プロジェクト）では、総じて高い評価を得ている。 

2) 平成 17 年に発表された研究論文について、被引用数が上位 1%に入る日本の研究機関

が関与する論文 399 件（ISI Essential Science Indicators により検索）のうち、40 件（約

10%）が機構の基礎研究により支援されたものであった。これは日本全体の基礎研究費

（人件費を除く）に占める機構の基礎研究予算（除、人件費）の比率（約 2.55%）と比

較して約 4 倍に相当し、機構の基礎研究事業の成果の質の高さを示す一つの指標となる

と考える。 

3) ノーベル賞受賞候補予想として知られるトムソン･サイエンティフィック社の「引用最

高栄誉賞」として、自然科学分野にて 2005 年に発表された日本人 3 名（対象者は計 17

名）が、機構が支援している研究者であった。これは、機構の基礎研究が世界トップレ

ベルの研究者を支援している、あるいは創り出していることの証左と考える。 

  また、1 論文当たりの被引用回数に関する分野毎の国際比較は下表のとおりであり、

全分野において機構の研究の優位性が示唆される結果となった。また、全分野にわた

り日本平均の 1.5 倍～3.4 倍の被引用数を示し、7 割の分野において米国より被引用

回数が高い結果となっている。 

 

 

 

 

分野 ①戦略創造 ②日本 ③アメリカ ④イギリス ⑤ドイツ ⑥フランス ①/② ①/③ ①/④ ①/⑤ ①/⑥

分子生物学・遺伝学 17.61 10.72 16.01 16.55 14 12.95 1.64 1.1 1.06 1.26 1.36

生物学・生化学 10.75 6.35 10.48 9.56 8.75 7.23 1.69 1.03 1.12 1.23 1.49

化学 6.83 4.43 7.05 5.55 5.27 4.71 1.54 0.97 1.23 1.3 1.45

 臨

 

 

 

 

 

 

床医学 12.02 4.39 7.43 6.55 5.62 5.52 2.74 1.62 1.84 2.14 2.18

材料学 5 2.51 3.86 3.02 2.88 2.84 1.99 1.3 1.66 1.74 1.76

物理学 5.79 3.88 6.01 5.42 5.32 4.59 1.49 0.96 1.07 1.09 1.26

免疫学 36.12 10.78 12.35 10.96 10.49 10.75 3.35 2.92 3.3 3.44 3.36

神経科学・行動学 9.92 6.02 10.26 10.17 8.33 8.15 1.65 0.97 0.98 1.19 1.22

植物学・動物学 9.01 3.04 3.75 4.87 3.9 3.66 2.96 2.4 1.85 2.31 2.46

工学 2.84 1.55 2.13 1.85 2.19 2.08 1.83 1.33 1.54 1.3 1.37

薬学・毒物学 10.14 3.96 6.87 6.9 5.2 5.16 2.56 1.48 1.47 1.95 1.97

全分野 8.98 4.19 6.44 5.92 5.41 4.97 2.14 1.39 1.52 1.66 1.81

●１研究論文当たりの被引用回数の比較(2001-2005)(トムソンサイエンティフィック社 Essential Science 

Indicators(1995年1月～2005年12月)をもとに、科学技術振興機構が分析) 

 

  4)  公募型研究について文部科学省より戦略目標が通知されてから 1 ヶ月程度以内に、

研究開発戦略センターの協力を得ながら研究領域及び研究総括を決定し、その後領域

アドバイザーの選定、公募・選定、研究実施体制の構築、研究契約の締結等の手続き

を適切かつ迅速に進めた。研究総括は、産学、地域、男女共同参画の点から非常にバ
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ランスの良い選定ができた。総括実施型研究についても、研究総括選定後の委嘱手続

き、研究計画の策定、研究実施場所の設営、研究者の雇用等の必要な手続きを迅速か

つ適切に進めることができた。 

5)  公募型の研究総括を PO と位置付けるとともに、昨年度より外部の高い学識を有す

る者 3 名を研究主監（プログラムディレクター（PD）に相当）として委嘱している。

機構の理事 1 名を加えた 4 名の PD と戦略的創造研究推進事業の担当部長等により研究

主監会議を毎月 1 回開催し、本事業の全般に亘りその運営方針について討議し、さらに、

サイトビジットや研究総括へのインタビューにより事業運営の改善に努めている。 

6) 平成 17 年度は、研究者や研究機関の意向を踏まえ、以下の事業改善に取組んだ。これ

らの多くは年度当初の計画を超えて実現できたものであり、特筆に値するものと考える。 

- 総合科学技術会議の要請に従い、間接経費の拡充を図るべく、公募型研究（CREST

タイプ）の平成 16 年度発足領域より、原則として大学等に全額委託する方式を採用

している。併せて事務体制の抜本的軽減化のため、研究事務所を開設せず、機構本部

が直接支援・運営業務を行い、バーチャルラボの運営機能が低下しないよう適切な運

営体制を取っている。 

- 基礎研究制度の評価の全体計画、実施等に関する業務を行うために、基礎研究制度

評価タスクフォースを設置し、基礎研究事業国際評価委員会を開催した。真に客観的

な評価を行うために、評価委員との関わり、成果の質等も含めた評価方法を検討し、

実施した。 

7) 公募型研究の課題評価（事前・中間・事後）は研究総括が領域アドバイザーの協力を

得て行った。また、事前評価の結果不採択となった研究者に対しては、理由を付した通

知を送付するとともに、問い合わせに対し適切に対応した。評価結果は、全て機構ホー

ムページ等で公表しており、これを踏まえ必要に応じて研究実施体制、資源配分、業務

運営等に反映した。評価のプロセスや評価委員等についても公表し、透明性の確保に努

めている。 

8) 機構の基礎研究に携わる研究者の延べ 472 名が主要な国際会議等に招聘され、講演を

行った。これは、機構の支援する研究者が近年注目される分野にてインパクトのある成

果を挙げていることが国際的に認められていることの証左と考える。 

9) 本事業は、人材育成の面でも大きな寄与があり、例えば、平成 17 年度に研究終了し

た公募型研究（さきがけタイプ）の研究者 152 名のうち 72 名が助教授から教授といっ

たキャリアアップを果たしている。 

10) 本事業で得られた研究成果について未公開特許 51 件を研究成果総合データベース

（J-STORE）に搭載するとともに、日本科学未来館と連携して成果を分かり易く伝える

ための展示開発やシンポジウムを行う等、特に成果の公開において機構の他事業と効果

的に連携できた。 

11) 平成 16 年度に研究を終了した研究者（192 名）に対して制度内容（研究期間・研究

費予算額等）や機構の支援状況等に関するアンケート調査結果を基に、必要に応じて事

業運営等に反映させた。 
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12) 平成17年度の決算額は49,632百万円で執行残額は少なく、概ね適切に執行管理できた。 

 

以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、事業運営においては事業参加

者である研究機関や研究者の意向を十分に踏まえて当初計画以上の制度改革を実現でき

た点、研究成果についても例年以上の実績を上げている点から、事業評価の視点を十分満

足すると考え S 評価とした。 

 
(2) 社会技術研究の推進 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「社会技術研究の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各計

画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 自然科学と人文・社会科学の知見を統合することにより、社会の問題を解決す

ることを目指す技術の研究であるという特徴に見合った運営がなされているか 

○ 社会への適切な情報発信及び意見交換がなされ、成果が得られているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 社会技術研究開発事業では、自然科学のみならず、人文・社会科学、あるいは現場にお

ける様々な知見や経験を含む横断的・俯瞰的なアプローチにより、社会における具体的問

題の解決を図り、顧客である社会の安寧に資することを目的とする。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 社会技術研究開発事業は、ミッション・プログラム（計画型研究開発）、公募型プロ

グラム（公募型研究開発）により、それぞれ、自然科学のみならず、人文・社会科学、

あるいは現場における様々な知見や経験を含む横断的、俯瞰的なアプローチにより、現

実社会の諸問題の解決に向けた研究を行った。 

2) 社会技術研究フォーラム（社会技術フォーラム）において、ミッション・プログラム、

公募型プログラムの各々の成果等を広く発信するとともに、ユーザーの探索を行い、ま

た、社会において解決すべき諸課題についてオープンに議論を深める場とすることで、

広くその問題意識を社会に投げかけるとともに、社会の側のニーズを吸い上げるなど、

社会の問題意識に留意し、その解決を目指した運営を行った。 

3) センター長を中心とした一貫した研究マネジメントを確立し、これまで以上に機動的

な研究体制とするため、平成 17 年 5 月に機構内で社会技術に係る事業を改組し、社会
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技術研究開発センターとした。具体的には、研究スキーム（ミッション／公募）を中心

とした体制から、問題設定（研究開発領域）を中心とした構造とし、取り上げる課題（研

究開発テーマ）毎に最適な研究手法（ミッション／公募）を採用することとして、これ

まで以上にミッションと公募の連携が図られ、シナジー効果が得られる構造とした。 

4) ミッション・プログラム、公募型プログラムでは、それぞれ適切な場を設定し、研究

成果を発表した。またワークショップ等を適宜開催して、横断的な意見交換等を積極的

に進めた。また、社会技術研究フォーラムにおいて参加者と積極的に意見交換を行うこ

とで、社会技術研究が取組むべき課題（新規領域探索）や、社会技術の成果とその発信

や評価等について議論を展開した。 

  また、国際シンポジウムや国際ワークショップについては昨年度同様積極的に開催

し、特に国際的な視座での議論が求められる課題については、積極的に発表、議論の場

を設定すること等により事業を展開した。 

  各シンポジウム等においては、一般市民を含む様々なセクターから多くの参加があ

り、特に、民間企業や自治体など、社会技術研究のユーザーと想定される参加者を集め、

適切な発信が行われた。参加者へのアンケート調査等から、研究の取組や成果、研究の

アプローチ等に対し大いに賛同が得られた。また、今後の展開や進め方に対して期待と

要望が寄せられた。 

5) 本事業の推進にあたっては、社会の各セクターの代表からなる「運営協議会」におけ

る審議等に基づいた運営がなされている。 

6) 平成 13 年度に発足したミッション・プログラム I（「安全性に係わる社会問題解決の

ための知識体系の構築」：発足時は日本原子力研究所が担当）について、平成 17 年度に

研究終了を迎え、事後評価を実施した。また、平成 15 年度に発足したミッション・プ

ログラム II（「高度情報社会の脆弱性の解明と解決」）について、中間評価を実施した。

いずれも、評価は外部有識者を委員とする「評価委員会」が行い、研究成果や当初計画

の達成状況、また今後の展開方策等について、4 ヶ月にわたって議論・検討がなされ、

報告書としてまとめられた。評価委員会からの指摘事項について、事後評価における指

摘事項は今後の事業運営に、中間評価における指摘事項はミッション・プログラム II

の研究体制や研究運営の見直しに適切に反映することとした。また、評価結果の公表に

ついては、被評価者の意見等を踏まえ、速やかに実施する予定である。 

7) 公募型プログラムの平成 14 年度に発足した 9 つの研究課題については、平成 17 年度

中に研究終了を迎え、事後評価を実施した。事後評価は、研究領域毎に、研究総括と領

域アドバイザーに外部の専門家を加えて、各研究課題の主な研究成果や当初計画の達成

状況、また成果の今後の展開方策等について評価された。事業運営に係わる指摘事項に

ついて、翌年度以降の事業運営に適切に反映することとした。事後評価結果の公表につ

いては、速やかに実施する予定である。 

8) 社会技術に係る事業の仕組みを事業参加者や支援対象者にとってより良い制度とす

べく、研究者との日常的なやりとりや研究実施場所への訪問、意見交換、ワークショッ

プや領域会議等の場における事業運営に関する様々な意見の積極的な吸い上げに努め、
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恒常的な改善を図っている。 

9) 本事業の運営にあたっては、戦略的創造研究推進事業や革新技術開発研究事業、また

研究開発戦略センターと連絡・調整を密に行うなど、機構の他事業との連携に配慮して

事業を推進している。また、各シンポジウムやワークショップにおいては、文部科学省、

OECD、日本学術会議、三重県のほか、各大学や地元医師会などの共催や後援に基づき

開催するなど、関連主体と連携を図りながら推進した。 

10) 平成 17 年度の決算額は、2,640 百万円であり、執行残額は少なく、概ね適切に執行

管理できた。 

 

以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、かつ、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え、A 評価とする。 

 
(3) 対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の

達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点

に留意して行う。 
 

○ 地雷被埋設国等における実証試験に供しうる技術の開発という目的に沿って研

究開発が適切に実施されているか 

○ 地雷被埋設国の専門家と技術的な意見交換を行い、コメントを適切に反映しつ

つ研究開発を行っているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

  人道的対人地雷探知・除去研究開発推進事業は、世界の数多くの国に埋設された地雷が

その国の復興・開発上の大きな障害になっていることに鑑み、人道的観点からより安全か

つ効率的に実施できるよう、先端的な科学技術を駆使して研究開発を進め、地雷被埋設国

等における実証試験に、開発した技術を供することを狙いとしている。具体的には、短期

的研究開発課題（平成 17 年度を目途に現地実証試験に供しうる技術）として、地雷と土

壌の物性値の相対的な違いに着目し、対人地雷を安全、確実かつ効率的に探知可能なセン

シング技術や、地雷原に安全かつ効率的にセンサ、マニピュレータ等を持ち込むための遠

隔操作可能なアクセス機材や、それに装着するマニピュレータ及びその制御技術が含まれ
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る。また、中期的研究開発課題（平成 19 年度を目途に現地実証試験に供しうる技術）と

して、地雷に含まれる爆薬自体の性質にも着目し、対人地雷をより一層安全、確実かつ効

率的に探知可能なセンシング技術が含まれる。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 短期的研究開発課題においては、地雷被埋設国であるクロアチアにおける実証試験に、

技術を提供した。中期的研究開発課題においては、地雷被埋設国等における実証試験に

供しうる技術を開発すべく、NQR（核四極共鳴）センサ及び中性子センサに関し、原理

実証試験に加え、車載のための軽量化の検討等も行われ、概ね順調に研究開発が進めら

れた。 

2) 以下のとおり、地雷被埋設国の専門家をはじめ地雷探知・除去活動の専門家等との技

術的な意見交換の場を設けた。これらの意見交換の場で得られたコメントを適切に反映

しつつ、研究開発を行った。 

 - クロアチア地雷対策センター Oto Jungwirth 所長を招聘し意見交換を行った。  

  ［研究開発実施場所等（平成 17 年 6 月 20 日～24 日）］ 

 - IARP(International Advanced Robotics Programme)と共催で国際シンポジウム 

Robotics and Mechanical Assistance in Humanitarian Demining(HUDEM2005)を開

催［日本科学未来館、東京工業大学大岡山キャンパス（平成 17 年 6 月 21 日～23 日）］ 

 - Mine Action Strategy Meeting での研究総括による発表［米国 国連ニューヨ

ーク本部（平成 17 年 7 月 5 日）］ 

 - クロアチアでの公開ワークショップ［クロアチア ザダール（平成 18 年 2 月 16 日）］ 

3) 異分野の研究者及び他業種の技術者との連携により研究開発を推進してきている。 

4) 事業参加者や支援対象者にとってより良い事業とするべく、研究者との情報交換、各

研究チームとの打ち合わせを行い、事業の進め方に関する様々な意見を積極的に吸い上

げ、柔軟に対応を図っている。 

5) 文部科学省や外務省等と連携しつつ研究開発を進めており、関連機関との連携につい

て配慮している。また、クロアチアの実証試験にあたり、クロアチア地雷対策センター、

CROMAC-CTDT (Croatia Mine Action Center-Center for Testing, Development and 

Training) 、 ITEP (International Test and Evaluation Program for Humanitarian 

Demining)等の海外の機関との連携や情報交換を図った。 

6) 平成 17 年度の決算額は 716 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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(4) 革新技術開発研究の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「革新技術開発研究の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各 

計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 民間等の有する革新性の高い独創的な技術を、実用的な技術へ育成するという

目的に沿って、安全、安心で心豊かな社会の実現等に関連する技術開発が適切に

実施されているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

革新技術開発研究事業は、平成 15 年度まで「独創的革新技術開発研究提案公募制度」

として文部科学省により実施されてきた制度を平成 16 年度新規課題分から JST に移管し

実施しているもので、次代の産業の未来を切り拓くとともに、21 世紀の新たな発展基盤

を築く革新性の高い独創的な技術開発に関する研究を、提案公募の形式により民間企業か

ら幅広く募り、優秀な提案に対して研究を委託してより革新的かつ実用的な技術への育成

を図ることを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 経済の活性化、安全・安心で心豊かな社会の構築等の課題の解決に資するもので、ま

た、革新性が高く独創的な技術開発の研究課題を国内の民間企業から募集した。平成 17

年度は 325 件の応募があった。 

2) 外部の有識者から構成される評価委員会における事前評価を行い、課題の革新性・独

創性、目標・計画の妥当性、課題の社会性・市場性等の観点から平成 17 年度採択課題

を 26 件選定した。当該採択課題は事前評価結果を基に、機構と調整のうえ実施計画を

策定して技術開発を開始した。 

3) 平成 16 年度採択の 28 課題について、昨年度に引き続いて本年度も切れ目無く技術開

発を継続した。 

4) 各課題を担当するプログラムオフィサー10 名は現地調査等により進捗状況を的確に

把握するとともに、必要に応じ助言、指導を行った。 

5) 社会技術研究開発センターとの連携を密にし、安全、安心で心豊かな社会の実現等に

関連する人文社会科学等の知見を活用した調査研究を実施し、調査研究の成果を公募要

領に反映させた。 
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6) 事業内容や採択課題については、知的財産等に配慮しながら、プレス発表及び機構ホ

ームページにおいて、一般向けに適切に公表した。 

7) 本事業においては、日本版バイドール法に基づき本事業の成果である知的財産権を委

託先帰属とすることを可能とし、また間接経費を研究費の一部として支出することを認

め、委託先のインセンティブに配慮した運営を行った。 

8) 平成 17 年度の決算額は 1,926 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(5) 先端計測分析技術・機器の研究開発の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「先端計測分析技術・機器の研究開発の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の

達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点

に留意して行う。 
 

○ 先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの開発という事業の趣旨の達成

を目指した事業運営がなされたか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

  本事業は、「第 2 期科学技術基本計画」、「知的基盤整備計画（答申）」に則り、我が国の

知的基盤の１つの柱である計測分析技術・機器の整備を図り、最先端の研究ニーズに応え

るため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺

システムの開発を推進するために、平成 16 年度より開始された事業である。 

 本事業では、重点的な推進が必要なものとして文部科学省が特定した開発領域を中心に、

産と学・官の研究者が密接に連携した開発チームにより要素技術開発から応用開発・プロ

トタイプによる実証までを一貫して実施する「先端計測分析機器開発事業（機器開発プロ

グラム）」と、計測分析機器の性能を飛躍的に向上させることが期待される新規性のある

独創的な要素技術の開発を実施する「先端計測分析技術・手法開発事業（要素技術プログ

ラム）」の２つのプログラムを推進している。開発の進め方は、早急に実現すべき課題に

ついて公募を行い、外部有識者によって構成される評価委員会を組織し、開発課題の選
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考・評価を行う。また、必要に応じて中間評価を行い、実現可能性・今後の市場性等を勘

案して各課題の絞込みを行う。 

 開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、顕著な研究開発実績を有し、専門的な立

場から開発チームを支援・アドバイスできる研究者を開発総括（プログラムオフィサーに

相当）として委嘱し、事業全体並びに開発課題全体のマネジメントを行う。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 提案された研究開発課題は、機構の諮問機関である科学技術振興審議会基礎研究部会

の下部組織として設置した先端計測技術評価委員会において事前評価を行った。広範な

分野の提案に対応すべくさまざまな専門分野の有識者 57 名（平成 16 年度は 47 名）か

ら構成し、応募分野は多様であることが予想されたため、「物理的現象・手法・用途」、

「化学、物質、ナノテクノロジーに関する現象・手法・用途」、「生物的現象・手法・用

途」、「総合・環境・生体・その他」の 4 つの分科会を設け評価を行った。書類選考は 1

提案あたり 4 名以上（平成 16 年度は 1 提案あたり 3 名以上）の委員が査読を行った。

面接選考では当該分野の専門性を持った 10 名程度の委員によるヒアリングを行った。

特に、提案者と利害関係を持つ委員は評価に関与しないよう配慮した。また、文部科学

省「科学技術･学術審議会 技術・研究基盤部会 知的基盤整備委員会 先端計測分析

技術・機器開発小委員会」と今年度より新たに連携したことにより、事前評価の段階に

おいて十分な事業趣旨の徹底が図られ、適切な課題選定と評価体制の構築がなされた。 

2) 課題の新規性及び優位性、科学技術発展への貢献、研究開発計画の妥当性等の視点で

選考を行い、280 件の応募に対し 18 課題を採択した。 

3) 研究開発課題の選考過程において、基礎研究部門及び技術移転部門の担当部署と相互

に連絡を取り合い、重複調整等を行った。 

4) 開発実施計画の立案にあたっては、評価委員が決定した予算額範囲内において、必要

に応じ開発総括による開発実施計画の査定及び助言を受けながらチームリーダーが全

責任を持って行っている。また、事業の運営にあたっては、委員会や連絡会議、説明会

の場等で評価委員、開発総括、チームリーダー等から適宜意見を集め、事業運営の改善

に活かした。 

5) 平成 17 年 8 月 25 日の採択研究開発課題決定後、ただちに研究開発実施計画書の作成

を迅速に進め、チームリーダー説明会（平成 16 年 9 月 6 日）、事務処理説明会（9 月 14

日と 16 日）を開催し、10 月 1 日から開発を開始した。また、大学・研究機関のみなら

ず、開発企業についても適切な間接経費を支出し、インセンティブの向上を図るなど、

事業運営の改善に努めた。具体的には、平成 16 年度の業務間接費辞退企業は 30 社中 25

社であったが、平成 17 年度当初時点において 32 社中 7 社にまで減少した。 

6) 中間評価を厳正に実施し、その結果を翌年度以降の開発計画に大きく反映させた。平

成 16 年度中間評価実施対象課題（12 課題）のうち、特に成果が期待される 2 課題につ

いては開発費を重点的に配分し、また特に成果が進んでいる 1 課題については開発期間

を 1 年短縮し早期の実用化を促進した。一方で、3 課題について計画の見直しが必要と
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して開発費を大幅削減し、また 1 課題について当初目標の達成が困難と判断し開発を中

止する等、実質的・実効的な中間評価を行った。開発総括は中間評価に同席し、質疑応

答後の評価委員との討論に加わり必要に応じて開発チームの発表に対し適宜発言を行

った。 

7) 開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、開発総括を 6 名（平成 16 年度は 4 名）

に増員し、先端計測分析技術関連の調査等を実施しつつ、研究開発実施計画の査定と提

言、研究開発現場訪問、また事業全体のマネジメントを目的とした 5 回の開発総括全員

による会議を行った。機構本部においては開発総括と緊密な連携体制を構築し、開発チ

ームへの適切な指導・助言など、各課題の研究開発推進のために必要な支援を行った。 

8) 研究開発現場の訪問について、開発総括は開発チームの代表者が所属する機関のみな

らず、分担者が所属する機関についても積極的に訪問した（平成 17 年度実績延べ 87 機

関）。特に、大学研究者と企業関係者との連携や推進体制等について、本事業の目的で

ある計測分析機器およびその周辺システムの開発に向けて、責任ある立場で開発チーム

との意見交換や指導・助言を行い、円滑な研究開発の推進並びに取りまとめを行った。 

9) 知的財産権については産業活力再生特別措置法第 30 条（日本版バイドール法）によ

り発明者の所属する研究開発実施機関に帰属するが、チームリーダー等から特許出願に

関する相談を受けた際、適切なアドバイスを行った。また、論文・国内外の学会・新聞

発表等を通じた研究開発成果の積極的な社会還元を促した。その結果、論文発表件数が

130 件、特許出願件数が 51 件と、昨年度から比べて論文発表件数は約 3 倍、特許出願件

数は約 5 倍とそれぞれ大幅に増加した。 

10) 日本の各方面で進められている計測分析技術開発のうち、光計測分野に焦点を当てた第

1 回の公開シンポジウム「先端バイオオプティクス技術」を平成 18 年 3 月 14 日に開催し、

当事業のチームリーダー4 名並びに招待講演者 1 名による講演と質疑応答を行った。大

学・企業等の一般参加者から合計 335 名の参加者があり多大な注目と関心を集めた。 

11) まだ途中の段階ではあるが既に一部で市場化を見据えた動きが見え始めており、開発

課題「生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡」では医療機器メーカーや化粧品メ

ーカーが技術導入を検討している。また、開発課題「4 探針 STM の制御系および多機

能ナノチューブ探針の開発」では、参画機関の企業において 4 探針 STM 制御装置と多

機能ナノチューブについて製品化の目途が立ってきている等、開発開始 1 年半でこのよ

うな成果が得られていることは、今後さらに多くの成果が期待できる。 

12) 予算執行・管理について、各委託機関には予算の分割納入等、必要に応じてその都度

計画に沿った適切な額を納入し、予算執行上の効率化に努めた。また、年度途中で中間

検査を行い、執行額が計画を下回ると思われる機関からは開発費の減額変更を受け付け、

無用な予算執行のないよう配慮を行った。平成 17 年度の決算額は 4,446 百万円で、執行

残額はほとんどなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの開発という事業の趣旨の達成を

目指し、昨年に比べ開発実施体制を充実するとともに、事業の速やかな推進を図り、公募・
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選考、開発課題の推進を行っているところであり、特に開発課題の適正な事前評価、開発

企業へのインセンティブの向上、厳正・公正かつ実効的・実質的な中間評価の実施、開発

総括の積極的な活動など、事業評価の視点について特に優れた実績を上げていると考える

ものの、開発成果が得られていないことからＡ評価とした。 

 
(6) 研究開発戦略の立案 

 

 
 

[事業評価の視点] 
 

「研究開発戦略の立案」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各計画項

目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 研究者コミュニティ及び政府関係機関との連携により、研究開発戦略の立案を

行い、JST の研究開発事業の推進に貢献しているか、また、成果の有効活用を図

り、外部関係機関の業務にも貢献しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

【自己評価】  S 
 

〈事業概要〉 

研究開発戦略センターは、機構における研究開発戦略の立案機能を抜本的に強化す

ることにより、機構のファンディングエージェンシーとしての体制強化を図るととも

に、我が国全体の研究開発戦略の立案にも貢献することを目的としており、国内外の

研究開発動向等を調査分析し、社会的・経済的ニーズから今後重要となる研究領域・

課題及びその推進方法を体系的に抽出し、研究開発戦略として立案し提案を行うもの

である。 

センターは以下のビジョンとミッションを掲げ、研究開発戦略の立案に係る活動を

進めてきた。 

1.センターのビジョン： 

 社会ニーズを充足し、社会ビジョンを実現させる科学技術の有効な発展に貢献する 

2.センターのミッション： 

イ）科学技術政策立案者と研究者集団とのコミュニティを形成する 

ロ）科学技術の研究分野を俯瞰的に展望し、今後重要となる研究開発分野、領域、

課題、及びその推進方法等を系統的に抽出する 

ハ）海外の研究開発の状況との比較を行い、日本の国際的ポジションを明確にする 

ニ）機構の研究開発戦略を企画立案するとともに、我が国の研究開発推進に貢献する 

センターにおける調査分析等の活動については、第3期科学技術基本計画に示され

ている重点推進4分野に関して、上席フェロー等により構成されるグループを設置し

て研究開発戦略を立案するとともに、共通課題についても担当グループを置き、各分
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野グループと連携をとりながら活動を進めた。また、新規の課題についても、アドホ

ックな横断的グループを設置し柔軟に調査分析等を行った。 

1.生駒グループ  「電子・情報・通信」担当 

2.村井グループ  「ナノテクノロジー・材料」担当 

3.井上グループ  「環境・エネルギー」担当 

4.江口グループ  「ライフサイエンス」担当 

5.井村グループ  「臨床研究」担当 （平成17年度新設） 

6.永野グループ  「研究システム」及び「海外動向調査」担当 

7.浅見グループ  「経済社会」担当 （平成17年度新設） 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

  上記で述べたような方針と体制の下、研究開発戦略の立案を進め、平成17年度につい

ては、具体的には以下のとおり活動を行い、成果を得ることが出来た。 

1) 戦略的創造研究推進事業等への提案 

戦略的創造研究推進事業のチーム型研究、個人型研究における研究領域案・研究

総括案の提案、及び総括実施型研究における研究総括候補者の推薦、さらに戦略的国

際科学技術推進事業における研究協力国・研究テーマ案等の参考情報の提供を的確に

行い、各事業の推進に貢献した。 

特に、研究領域「実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブルオペレーテ

ィングシステム」について、科学技術イノベーション創出の観点からこれまでセンタ

ーで検討していた「プランド・イノベーション・アプローチ」と呼ばれる従来にない

新たな領域運営方式の提案（産学からそれぞれ1名研究総括を配置し、研究総括の強

力な指揮により個別の研究成果を統合して実用システムとして利用可能なことを実

証する研究を推進）を行ったことは特筆すべき実績と考える。 

また、次世代ロボット、バイオマス利活用、水素利用／燃料電池等の科学技術連

携施策群支援業務室に対して、業務遂行の参考として、この施策に関連するセンター

の成果を提供した。 

2) 関連事業との情報共有  

第3期科学技術基本計画の中心となるイノベーションに関して調査し、戦略的創造

事業本部をはじめ、その他関連する事業担当部署に対して、米国におけるイノベーシ

ョン創出につながる新たなファンディング制度としての「ハイリスク・ハイインパク

ト研究の推進」や米国科学技術の競争力の源泉確保する「分野融合研究システム」へ

の取組等の新たな動きの調査結果を提供した。 

また、中国の科学技術政策、研究開発成果の調査分析等を通じて、日中の相互理

解を図るための中国総合研究センターの設立準備作業を通じて、データベースを用い

た中国における動向の調査分析に関して、機構の情報事業本部との連携関係を構築・

強化した点は、機構内における他の部署との連携を拡大し、両事業を戦略的に推進す

るための基礎とした点で評価される。 
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なお、機構の海外駐在員事務所との連携により、事務所による情報収集機能を活

用した迅速な海外動向の把握とその情報を科学技術政策ウォッチャーによるニュー

ス・情報発信に活用し、海外の科学技術活動の調査の充実を図った。このことにより、

戦略立案機能の強化や文部科学省等における政策立案のための情報提供が一層迅速

で、現地の実情を直接反映したものとなるなど実効性がある新たな枠組みを構築する

ことが出来た。 

3) 戦略目標策定への参考資料の提供等 

文部科学省における、平成18年度戦略目標の策定に際して、重点推進4分野それぞ

れにおいて戦略プロポーザル等の参考情報を提供した。例えば、電子情報通信分野に

おいて「高セキュリティ等次世代基盤技術」、ナノテクノロジー・材料分野において

「革新的ナノ界面技術」、「ナノ材料製造技術」、ライフサイエンス分野において「シ

ステムバイオロジー」等に関し、センターでとりまとめた戦略プロポーザル等の情報

を提供した。 

また、分野融合分野において今後実施すべき研究開発課題に関する検討を行い、

医工連携、農工連携等を含む重要な分野融合研究領域をとりまとめ、文部科学省にお

ける先端融合領域イノベーション創出拠点形成に関する会議において発表を行い、科

学技術振興調整費による新たなファンディング制度の検討の参考として活用された

ことは特筆すべき実績と考えられる。 

4) 第 3 期科学技術基本計画策定に向けた参考資料の提供 

第3期科学技術基本計画の中心的な柱であるイノベーションに関して米国大統領

教書演説やそれに関連した法案等に関する動向分析、第7次フレームワークプログラ

ムやリスボン宣言の改訂等新たな研究投資の検討やその強化に関するEUにおける最

新の取り組みに関する動向分析等は、文部科学省や内閣府において注目され、センタ

ーから情報提供や説明を通じて、政策の検討等に役立てられた。 

また、総合科学技術会議に対して、第3期科学技術基本計画の中核となるイノベー

ションの具体化に向けた検討を行う「イノベータ日本勉強会」において「ナショナル

イノベーションエコシステム」の講演等を行い、計画策定に貢献した。 

さらに、分野別推進戦略プロジェクトチームによる検討において、情報通信分野、

ナノテクノロジー・材料分野においてセンターから委員として参加し、またライフサ

イエンス分野において有識者としてセンターから参加し、センターにおけるこれまで

の検討結果等につき説明等を行い、分野別推進戦略の策定に貢献した。また、分野別

推進戦略の検討に先立ち総合科学技術会議において検討が進められた重点分野推進

戦略専門調査会ナノテクノロジー研究開発ワーキンググループへセンターから委員

として参加し、同様の貢献を行った。 

分野別推進戦略策定の参考資料として「科学技術における重要研究領域の国際比

較（ベンチマーク）」資料の提供等も実施し、政策立案に貢献した。 

 

5) その他特筆すべき活動等 
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体系的に抽出された研究開発領域や課題等については、第3期科学技術基本計画策

定に向けた文部科学省の「安全・安心科学技術に関する検討会」においてセンターの

フェローが委員として委嘱され、また「地球環境科学技術委員会」においてセンター

のフェローが有識者として出席を依頼され、それぞれの成果の報告を通じて、各委員

会における具体的な施策の検討に活用された。 

また、社会的・経済的ニーズに関しては、本年度新たに経済社会グループを設置

し体制を整備するとともに、科学技術イノベーション創出と経済社会環境との関係に

ついてアンケート調査の実施や研究会の開催、さらに日本学術会議や経済社会総合研

究所等と連携したシンポジウムの開催等を実施し、産学官・文理連携によりイノベー

ションを巡る経済社会的条件に関する課題を抽出した。特に、調査・分析において、

これまでの機構の社会技術研究開発センターや科学技術政策研究所との連携のみな

らず、日本学術会議や経済社会総合研究所との連携を深めたことにより、センターの

活動の視点が広がるのみならず、その内容の深化という点からも評価される。 

さらに、総合科学技術会議のライフサイエンス分野別推進戦略において戦略重点

科学技術として位置づけられている臨床研究については、臨床研究グループを設置し、

井村裕夫京都大学名誉教授を首席フェローに迎え、専門家による委員会を発足させる

とともに、有識者へのインタビューを行い今後推進すべきテーマにつき大きな方向性

を抽出することができた。 

6) 平成 17 年度の決算額は 732 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

以上、年度計画は着実に達成・履行されており、研究者コミュニティと政策担当者の

参加を得たワークショップ等を通じてオピニオンの形成・集約の拡充に努め、それらの成

果の発信を通じて戦略的創造研究推進事業等機構の事業推進や文部科学省等政府機関に

おける政策検討に際して積極的に関与し貢献等した。事業の実施にあたり、機構の海外事

務所等や経済社会総合研究所等の機構外との新たな連携を構築し、活動の一層の充実を図

ったほか、様々の機会をとらえて機構内外への成果の活用を進めた結果、第3期科学技術

基本計画検討におけるイノベーションエコシステムの提言や分野別推進戦略策定への貢

献、文部科学省の戦略目標検討における戦略プロポーザル等の参考情報提供等優れた成果

を上げることができた。これらのことは特筆すべきことと考えており、事業評価の視点を

十分満足するものとしてＳ評価とした。 
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ⅠⅠ  --  22..  新新技技術術のの企企業業化化開開発発  
  

(1) 委託による企業化開発の推進 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「委託による企業化開発の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状

況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 国民経済上重要な研究成果であって特にリスクの大きいものの企業化開発を推

進するという事業の趣旨に沿った事業運営が行われ、成果が得られているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 委託開発は、大学、公的研究機関等の国民経済上重要な研究成果であって特に開発リス

クが大きく、経済的、社会的に大きな波及効果が期待できるものを対象として、技術開発

力、経営基盤等を有する企業等に委託して開発を実施することにより、新技術の実用化を

促進することを狙いとしている。開発が成功の場合は開発費の返済を求めるが、不成功の

場合は返済不要とし、開発リスクを機構が負担するものである。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 大学、公的研究機関等の研究者の訪問や公募説明会により、広く課題提案を募るとと

もに、年 2 回の募集を行い、外部の有識者からなる評価委員会での審査結果に基づいて

適切な課題を選定した。また、開発を希望する企業については、その技術的、経済的能

力等を調査・確認し、委託企業として選定した。このとき、特に技術開発リスクの大き

いものの企業化開発を推進するという事業の趣旨を踏まえて課題選定を行った。 

2) 開発が終了した課題について、評価委員会で事後評価を行い、それを踏まえて成功・

不成功の認定を適切に行った。開発期間が 5 年を超える課題については中間評価を実施

し、開発の進捗に関しても外部の有識者の適切な助言を得て、開発を進めた。 

3) 開発が成功した課題について、速やかに開発成果が実施できるように、開発企業に対

して成果実施に向けた取組等、状況の把握・確認を行った。平成 17 年度に 15 件の開発

成果実施契約を締結し、開発成果実施率が約 37%と、中期目標の 25%以上を現時点では

達成しており、今後とも成果実施を促進するように努めることにしている。 

4) 開発課題に関する評価の結果については、知的財産権等に配慮しながら、プレス発表

や機構ホームページにおいて公表した。 

5) 平成 16 年度からの制度変更により、実施料や原権利の扱いについては課題毎に柔軟
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に対応でき、さらに、一層のインセンティブ向上のために検討すべき点などについて、

引き続き検討を行っている。 

6) 事業運営にあたっては、特許化支援を受けた研究者、基礎研究の研究者、独創モデル

化の企業等の機構の制度利用者に本事業を紹介したり、募集案内を送付する等、研究成

果の実用化の観点から機構他事業の積極的なフォローアップに努めている。平成 17 年

度には地域事業等の研究成果を基にした課題の採択につなげる等他事業との連携を図

っている。また、物質・材料研究機構等の独立行政法人等に対し、制度紹介の説明会を

行う等、研究機関との連携の強化を図った。 

7) 平成 17 年度の決算額は 4,823 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(2) 研究成果の移転に向けた効率的な技術開発等の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「研究成果の移転に向けた効率的な技術開発等の推進」の評価は、年度計画の各計

画項目の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以

下の視点に留意して行う。 
 

○ 大学・公的研究機関等の研究成果の実用化を促進するための技術開発が適切に

行われ成果が得られているか 

○ 企業等に対する研究成果のあっせん・実施許諾が順調に実施されているか 

○ 大学知財本部の設置、TLO の活動活発化等の周辺状況の変化を十分把握して事

業運営を行っているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 本項目においては、大学、公的研究機関等の優れた研究成果の実用化を図るため、研究

成果の迅速な公開を行うとともに、企業において長年研究開発に携わり専門的な知識と経

験を蓄積した技術移転プランナー（目利き）のサポートの下、1.実用化プランの作成、2.

研究成果の特質に応じた最適な育成プログラムの実施、3.実施許諾、等により、研究成果

の迅速かつ効率的な社会還元を図ることを狙いとしている。なお、事業の効果的・効率的

な運営を期すため、平成 17 年度より 1.及び 3.については「技術移転支援センター事業」

に組み込み、2.については競争的資金制度として発足した「独創的シーズ展開事業」に再

編している。 
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〈事業成果及び評価〉 

 
1) 技術移転プランナーは、収集課題 618 件について課題評価・選別を行い、その中から

42 件の実用化プランの作成を行うとともに、追加の調査研究（データ補完（30 件）、技

術加工（22 件））を実施した。過去に支出した育成候補課題のうち 17 件は実施企業が見

つかった。 

2) 技術移転に関して経験を有する専門家等を活用したライセンス活動、大学・公的研究

機関等からの情報提供分を含んだ研究成果の J-STORE による迅速な公開、新技術説明

会や新技術フェアの開催等により、研究成果の開発あっせん・実施許諾を効果的かつ円

滑に実施した。その結果、特許ベースで 233 件、企業ベースで 71 件と、目標を上回る

実績が得られた。 

3) 事業内容や成果は機構ホームページや技術移転支援フェア等により、一般向けに適切

に公表した。 

4) 技術移転プランナーは、「新技術の企業化」関連部門との連携にとどまらず、基礎的

研究事業・地域事業等との交流や連携を図った。また、収集した課題の中から、機構の

委託開発や他の研究開発制度等の利用を勧奨する等、研究成果からの更なる展開に対す

る助言等を行った。 

5)  権利化試験については、平成 17 年度に新たに 5 課題を選定し、平成 15～16 年度に選

定された課題と合わせて、実用化に必要となる技術の体系図や競合・侵害となる技術を

把握するための権利化マップの作成を行った。 

 既に終了した平成 14 年度選定課題においては、1 課題が大学発ベンチャー創出推進

（独創的シーズ展開事業）につながったほか、参画企業等と連携して実用化に向けた取

組が行われている等、全ての課題について実用化に向けた研究開発を継続している（継

続率 100%）。 

 なお、平成 17 年度までに終了した 40 課題は、161 件の国内特許出願を行い、機構の

他の技術移転事業に 13 課題、ライセンスに 6 課題（契約協議中を含む）がつながり、

その他の課題も他のプログラムや事業につながる等、権利化試験終了後も実用化に向け

た研究が継続されている。 

6) 独創モデル化については、事前評価結果に基づき 16 課題を選定し、また、平成 16 年

度課題の事後評価結果に基づき 4 課題を継続課題として選定し、モデル化を実施した。

平成 16 年度モデル化終了課題においては、2 課題が実用化され、その他の課題において

もすべてが実用化に向けた研究開発を継続している（継続率 100%）。 

 なお、平成 17 年度までの終了課題 799 課題中、131 件はすでに製品化にこぎつけてお

り、その他の課題についても 31 課題が機構の他の技術移転事業につながる等、独創モ

デル化終了後も実用化に向けた取組が継続されている。 

7) 大学知財本部や TLO の設置、日本版バイドール法適用等、機構内外の情勢を考慮し

つつ、有用特許の発明者への返還、TLO を経由したライセンスなど機関支援を引き続き

進めた。 
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8) 平成 17 年度の決算額は 1,549 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(3) 大学発ベンチャー創出の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「大学発ベンチャー創出の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状

況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ ベンチャー企業の設立を促進するということを基本として事業運営が行われ、

成果が得られているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  Ａ 

 
〈事業概要〉 

 大学発ベンチャー創出の推進は、大学等の研究成果を基にした起業が実現されるため

に必要な研究開発を推進することにより、大学発ベンチャーが創出され、これを通じて

大学等の研究成果の社会・経済への還元を図ることを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 研究開発事務所等のサポートの下、起業化を目指した実施計画を策定して研究開発を

行い、市場ニーズを把握しベンチャー起業に向けた研究開発に対する今後の指針を各々

の課題で確認しつつ、事業運営にあたった。プレベンチャーの平成 14 年度採択課題に

ついては、10 課題中 5 課題で起業化が行われており、さらに 18 年度はじめに起業予定

である 3 課題を含めると起業率は 80％となる。また、平成 13 年度採択課題（終了）に

ついては、起業化及び事業展開の状況について追跡調査を実施し、10 課題中 11 社につ

いて既に起業し概ね順調に事業を進めている。このように、当事業は、国の政策として

大学発ベンチャーの創出が求められているなかで、着実にその一翼を担い貢献している。 

2) 事前評価、事後評価の結果及びベンチャー企業の設立状況について機構ホームページ

において公表した。 

3) 大学発ベンチャー創出推進では、大学等に委託して研究開発を行い、委託費の 30%を

間接経費として上乗せして機関に支出するとともに、特許権等は日本版バイドール法に

基づき機関帰属とすることを可能とし、機関のインセンティブに配慮して運営している。

また、当該課題の成果を基に新会社を興そうとする起業家を配置するとともに、プログ
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ラムオフィサー等により実施場所における研究開発の状況把握をし、助言等を行い連携

して研究開発を進めている。 

4) 研究開発の終了後においては、起業した企業及び研究者に機構の委託開発事業や他の

研究開発制度等の利用を勧奨する等、引き続き事業展開に対する助言等を行った。 

5) 平成 17 年度は、大学等から公募した課題を外部有識者による評価委員会において課

題の新規性及び優位性、研究開発計画の妥当性、起業の可能性・起業までの事業計画の

妥当性、新規事業創出の効果の観点から事前評価を行い、それに基づき平成 17 年 7 月に

新規 30 課題を採択し、大学等との委託研究契約締結を経て課題毎に順次研究開発を開始

した。事前評価の結果については機構ホームページ等で公表した。 

6) 平成 17 年度の決算額は 3,935 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、事業評価の視点を満足する成果が得

られていると考え A 評価とした。 

 
(4) 技術移転の支援の推進 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「技術移転の支援の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各

計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 関係機関の技術移転活動を効果的に支援しているか 

○ 国立大学の法人化等、支援対象機関を取り巻く状況の変化を十分考慮して事業

運営を行っているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 本項目は、大学、公的研究機関、TLO 等の研究成果の特許化を推進するため、海外特

許の取得支援を中心とする特許出願等を総合的に支援するとともに、技術移転のための目

利き人材の育成、技術移転相談窓口機能を整備することにより、大学等の活性化が図られ

るよう積極的に支援し、研究成果の技術移転の促進を図ることを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 特許出願支援制度による資金的な支援のほかに、大学知的財産本部と連携し、特許相

談・先行技術調査・発明の評価・技術移転相談・知的財産セミナーの開催等への対応（定
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期的かつ継続的に支援を行っている 78 の機関を含め延べ 110 の機関に対し人的支援を

実施）や、技術移転活動を行っている方のための人材育成プログラム研修の開催、大学

等の研究者への知的財産啓蒙のための知的財産研修会の開催等、技術移転関係者への支

援を行った。また出願支援について、申請件数の大幅な増加（発明ベースで昨年度の 3

倍強）に対応するため、目利きの人員を 10 名から 17 名に拡充するとともに、知的財産

委員会の分科会を 7 分科会から 9 分科会に増設するなど体制の見直しを行い、処理体制

の増強とともに効率化を図った。 

2) 特許出願支援制度への申請実績が比較的多い 27 大学知的財産本部等との意見交換で

は、機構の調査能力の高さや審議結果に対し、全ての大学から高い評価を得た。また審

議結果に対し機構に寄せられた個々の疑問についても説明を追加し、了承された。さら

にこれまでの特許化支援事務所を中心とした人的支援に加え、特許出願支援制度の審議

を通じて得られた大学共通の改善点について助言を出す等により、大学知財本部との連

携の拡充を図った。 

3) 大学知的財産本部の支援にあたっては、「知的財産推進計画 2005」に沿った大学から

の要請に対応するため、特許化支援事務所の特許主任調査員を 4 名拡充したほか、必要

に応じて別の地区の特許主任調査員を派遣する等、柔軟な支援を実施した。 

4) 人材育成研修プログラムにおいては、基礎研修、応用研修の他に大学との共同開催に

よる地域基礎研修を実施するとともに、新たに若手研究者向け研修及び技術開発型中小

企業向け研修について、ニーズ調査を行った上でカリキュラム設計を行い、下期より実

施した。さらに、研修参加者による研修後の情報交換の場として、インターネット上の

目利きフォーラムの運営や技術移転活動成果報告会を開催するなど、参加者間や講師と

の交流の場を広げた。今後も参加者のインセンティブに着目した更なる改善を図りたい。 

5) 技術移転相談窓口業務においては、フリーダイヤルや面接等により大学、TLO、公的

研究機関、企業及び一般からの技術移転に関する相談を受け付け、研究成果の実用化支

援に努めた。また、相談後の追跡調査等の結果を踏まえ、技術移転プランナー等との連

携により技術移転相談窓口業務の一層の充実に努めたい。 

6) 技術移転相談の件数や人材育成研修の参加者数について、目標を大きく上回る実績を

上げることができた。平成 18 年度以降についても開催件数の増加や研修内容の一層の

充実に努めていく。 

7) 大学見本市については、来場者数が当初計画を上回る実績（約 35,800 人）を上げるこ

とができ、118 大学が参加し、展示数の合計は 384 件となった。さらに、事後調査によ

ると昨年を大きく上回る 125 テーマ 426 件において具体的な進展があり、マッチングの

場として高い成果を収めている。また、来場者に対するアンケートの結果では、満足度

（77％）及び期待度（84％）ともに高い評価を得た。 

8) 平成 17 年度の決算額は 2,347 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、事業評価の視点を満たしつつ、特許出願支援において的確な目利きと迅速な処理

を行うとともに、技術移転相談及び人材育成研修において所期の目標を大きく上回る成果
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が得られたと考え A 評価とした。 

 
(5) 研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開」の評価は、年度計画の各計画項目

の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視

点に留意して行う。 
 

○ 各プラザは、機構の地域活動拠点として、地域における産学官交流、産学官に

よる研究成果の育成に貢献できているか 

○ 各地域の自治体やその他関係機関との連携は適切か、地域の現状を適切に把握

してプラザは運営されているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 重点地域研究開発推進事業は、大学等の研究成果の社会還元のための機構の活動拠点と

して、地域の独創的な研究成果を活用して「産学官の交流」及び「産学官による研究成果

の育成」を推進し、大学、国公立試験研究機関等の独創的研究者と地域との連携を図り、

技術革新による新規事業の創出を目指すことを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) プラザ及びサテライトで実施する育成研究において、プラザ及びサテライト事務局に

よる研究活動の支援、科学技術コーディネータによる研究方針の助言、終了後の事業化

計画の検討、及びライセンス契約での調整役としての関わりにより、円滑な企業化や企

業化開発の結びつけに貢献した。その結果として、平成 14 年度（一部平成 15 年度）に

開始し、平成 17 年度に終了した育成研究について、終了課題の 24％を、企業化又は企

業化開発に結びつけた。これにより、平成 17 年度までに終了した育成研究について、

24％が企業化又は企業化開発につながった。 

2) 平成 16 年度に内閣府主催で設置された「地域科学技術に係る関係府省連絡会議」の

下、全国 10 ブロックに設けられた「ブロック地域科学技術振興協議会」に、平成 17 年

度もプラザ館長が文部科学省を代表する形で加わり、協議会メンバーによる合同事業説

明会等にも積極的に参加した。また、各プラザ及びサテライトに設置されている運営委

員会により、自治体、関係機関と定期的な意見交換、情報交換等を通じて、相互の連携、
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意思疎通を十分に図ることにより、地域の現状を適切に把握してプラザ及びサテライト

運営を行った。 

3) プラザ及びサテライトに配置されている科学技術コーディネータが研究シーズ、ニー

ズ探索活動を行うとともに、プラザ、サテライト等において独創的な研究者を中心とし

た研究会、セミナー等を開催し研究者・技術者間の交流を促進した。また、地域におけ

る新産業の創出、技術革新を図るべく、企業、大学等と産学官連携による共同育成研究

を推進した。 

4) 機構の地域の活動拠点として全プラザ及びサテライトで、展示コーナーを設けて機構

各事業の紹介を行っており、情報提供部と協力し、各データベースの紹介、デモを行っ

たほか、理解増進部と協力し、科学教室等のイベントを行った。 

5) 各省庁、地方自治体等のコーディネータ等が発掘した大学等の研究シーズを実用化に

向け育成するとともに、コーディネータ等の活動を支援することを目的とした「シーズ

育成試験」を創設した。平成 17 年度は 510 課題を採択し、試験研究を実施した。 

6) 大学等に委託している試験研究（研究成果実用化検討）については、当該試験研究に

より生み出された特許権等は、日本版バイドール法に基づき機関帰属とし、機関のイン

センティブを引き出している。 

7) プラザ内の研究室の利用については、育成研究のほか、他事業との連携による活用を

図っており、今後も利用率を高めるために連携方策を進めていく。 

8) 事業内容、育成研究に係る事前評価の結果及び採択課題の概要、研究会・セミナー等

の開催案内等について、機構ホームページにおいて公表した。また、研究課題募集や報

告会等の開催では地域の自治体、財団等と連携してホームページ、メーリングリスト等

を活用して、周知を図った。 

9) 産学官連携ジャーナルの着実な刊行、産学官連携支援データベースの情報の充実・更

新、産学官連携に関する情報を網羅的に提供するポータルサイトの掲載情報の充実を行

うことにより、産学官連携に従事するものの活動支援を行った。また、機構内及び機構

外の関連機関の公募情報、イベント情報の当該サイトへの掲載を適宜行った。 

10) 平成 17 年度の決算額は 5,118 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理

できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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ⅠⅠ  --  33..  科科学学技技術術情情報報のの流流通通促促進進  
  

(1) 科学技術の研究開発等に関する情報の流通促進 
 

→ 注： ①、②、③、④、⑤～⑧の単位で事業評価を行う。 
 

① 研究開発活動等のデータベース化 
 

 
 

[事業評価の視点] 
 

「研究開発活動等のデータベース化」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履

行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意し

て行う。 
 

○ データベースの特徴を踏まえ、データの収集・更新が行われているか 

○ 利用者が利用しやすい形で情報が提供されているか 

○ データベース利用促進のための活動が適切に行われているか 

○ アクセス数が着実に増加し、研究開発活動の支援に貢献しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

【自己評価】  Ａ 
 

〈事業概要〉 

 本事業は、研究者等の研究開発活動の支援、多様なキャリアパスの開拓、研究開発成

果の迅速な展開等に資する情報の流通を促進するため、国内の大学・公的研究機関等に

ついて、研究機関、研究者、研究課題、研究成果、人材需給等に関する情報を収集、デ

ータベース化し、提供するもので、これらのデータベースの利用促進を通じて、研究開

発活動の支援に貢献することを狙いとしている。当項目は、「研究開発支援総合ディレク

トリデータベース」（ReaD）、「研究成果展開総合データベース」（J-STORE）、「研究者人

材データベース」（JREC-IN）の 3 つの事業で構成される。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) ReaD については、約 2,300 機関の国内の大学、公的研究機関等に対してアンケート

調査やデータ交換を実施し、研究機関情報、研究者情報等のデータの収集・更新を行っ

た。本年度は、特に ReaD の特徴である網羅的な研究者情報の公開をさらに進めるべく、

非公開研究者情報の公開化を働きかけ、研究者情報の公開率は 88.4%（平成 16 年度実

績 81.8%）と大幅に向上した。なお、研究者情報の登録数についても 204,560 人（平成

16 年度比約 112%）となった。 

2) パンフレット配布、フェア等への出展を通じた広報を積極的に行う等 ReaD の周知に

努めた結果、年間アクセス数は約 468 万件（平成 16 年度比約 109%）と着実に増加した。 
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3) J-STORE については、データベースの内容拡充のため、大学等の全国の科学技術関連

機関 644 機関に対して、本データベースへの掲載依頼を行い、新たに 23 機関を収録した。 

4) データベースの利用促進のため、多くの企業関係者の参加が見込まれるフェアに積極

的に出展（6 回）する等、効率的な普及を図った。また、デモ機を実際に操作した来場

者からの意見・要望を反映し、より高速で漏れの少ない検索システムとなるようシステ

ムの改良を行った。 

5) 年間アクセス件数は、昨年度は目標を達成しなかったが、本年度は、これまで継続し

て実施してきた主要検索エンジンに対応したデータベースの最適化だけでなく、機構の

特色を生かして技術の目利きを紹介する「テクニカルアイ」を開始する等内容充実に努

めた。これらの結果、年間アクセス数は約 420 万件（平成 16 年度比約 137%）と大幅に

増加した。 

6) JREC-IN については、求人情報の網羅性向上のため、インターネット上で研究者の公

募を行っている機関の調査を引き続き行う等、データベースの内容拡充に努め、8,783

件の求人公募情報を新規掲載（平成 16 年度比約 129%）、3,359 件の求職研究者情報（平

成 16 年度比約 150%）を新たに掲載した。また、求人・求職会員についても求人会員

6,728（平成 16 年度比約 122%）、求職会員 21,039（平成 16 年度比約 128%）と着実に増

加した。 

7) 効果的なデータベースの周知を行うため、利用分析の下、雑誌への広告掲載やパンフ

レット・ポスターの配布、フェア等への出展を行った。その結果、年間アクセス数は約

1,438 万件（平成 16 年度比約 123%）と着実に増加した。 

8) 機構の基礎研究事業で得られた特許等の成果のうち公開可能なものを J-STORE に掲

載する等、機構内の他事業との連携にも配慮している。また、有識者による委員会（科

学技術ポータルサイト委員会：黒川清委員長（日本学術会議会長）等）のご意見を踏ま

え、我が国の科学技術に関する情報を総合的・網羅的に案内する科学技術ポータルサイ

トにおいて、機構内の他事業及び機構外の関係機関と連携を図っている。 

9) 平成 17 年度の決算額は 608 百万円で、執行残額の 122 百万円は平成 18 年度に繰越し

た。これは、委員会の設置が遅れたことで、結果的に意見聴取及び仕様の策定が年度内

に全て終了しなかったことが原因である。執行残額のうち 71 百万円は既に契約済であ

る。未契約繰越分については同システム関連経費として適切に支出する。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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② 研究情報のデータベース化 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「研究情報のデータベース化」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況

（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ データベースの公開・運用が適切に行われ、公的研究機関の所有する研究情報

が有効に活用されているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 研究情報データベース化事業は、公的研究機関の所有する研究開発に関する情報の有

効活用に資するため、特に有用と認められるものについて、当該情報のデータベース化

に関する支援等を行い、研究成果である試験・研究データを広く流通させて知的研究情

報基盤として共有化を促進することを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 研究機関と共同で公開・運用中の 10 データベースについて、引き続き支援を行い、

データ拡充及びシステム改良を実施した。このうち 3 データベースは平成 17 年 9 月に、

さらに 3 データベースは平成 18 年 3 月に研究機関との共同運用を計画通り終了した。 

2) 各データベースについては、中長期的な安定運用及び利便性の向上という観点から実

施計画書を作成し、同計画書に基づき、運用体制の整備、データ拡充、システム改良等

が進められ、データベースの利便性を向上させることができた。 

3) データベースの公開・運用にあたって「共同運用会議」を開催し、研究機関との意見

交換の機会を設け、研究機関側の要望の把握に努めた。 

4) ヒトミトコンドリアゲノム多型データベースは、バージニア工科大学や理化学研究所

におけるバイオ研究に利用されるなど、公開中のデータベースは有効に活用されている。 

5)  平成 17 年度の決算額は 31 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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③ 技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供及び失敗知識データ

ベースの整備 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供及び失敗知識データベー

スの整備」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各計画項目の評価

結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 事業の目的にふさわしい内容のコンテンツが整備されているか 

○ 利用者が利用しやすい形で提供が行われているか 

○ 利用促進のための活動が適切に行われているか 

○ 提供を開始している部分について、利用者数が着実に増加し、技術者の継続的

能力開発に役立っているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 当項目は、次の２つの事業で構成される。 

 「技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供」事業は、技術者等に要求

される技術革新能力や技術管理能力等を含めた技術力の向上のため、インターネットを

利用した自習教材の開発及び提供を通して、技術者の継続的能力開発等に寄与すること

を狙いとしている。 

 「失敗知識データベースの整備」事業は、科学技術分野の事故や失敗事例の収集・分

析を行い、事例の分析で得られる教訓を共有できる知識として整理・公開することによ

り、科学技術分野の事故や失敗を未然に防止し、技術の信頼性と社会の安全性の向上に

資することを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 「技術者の継続的能力開発のためのコンテンツ開発・提供」事業（サービス名：Web

ラーニングプラザ）のコンテンツについては、平成 13 年度に機構が実施したニーズ調

査の結果に基づき、対象分野の選定を行い、委員会等の審議を踏まえて平成 17 年度に

は新たに 70 テーマのコンテンツを開発・整備するとともに、平成 16 年度に開発したコ

ンテンツ 57 テーマを提供システムに搭載し、インターネットにより提供を行った。コ

ンテンツの開発は、技術者の継続的能力開発に取り組んでいる学協会に委託するなど、

コンテンツ開発の正確さ、適正さの確保に努めた。 

2) 利用方法やリンク依頼等の利用者からの声に対して、迅速に対応を行った。問い合わ
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せ件数 105 件に対して、平均 1 営業日で回答している。また、システムの安定稼働に留

意している。 

3)  利用促進のため、平成 17 年度は 9 回のデモンストレーション等を実施し、来訪者か

らは概ね高い評価を得ている。 

4) 年間利用件数は 408,878 件（平成 16 年度比約 108%）と目標値を上回った。これは引

き続きこのサービスが技術士の試験対策に利用されていること、情報通信分野や電気電

子分野、技術者倫理分野等の新規教材に起因すると考えられ、本事業の趣旨である技術

者の継続的能力開発に寄与できていると考える。 

5) 「失敗知識データベースの整備」事業では、委員会による調査・審議に基づき、大学・

学協会に委託して失敗事例データの収集・分析を行い、データベースの一般公開を行っ

た。 

6) 収録した失敗事例データは 1,135 件であり、目標値 1,000 件を上回った。また、国内外

の代表的な事故・失敗事例を 100 例程度取り上げ、詳細に解説する「失敗百選」データを

追加し、平成 17 年度末には 98 件公開している。 

7) 利用者からは、「大変に興味深い」「業務での参考になる」旨の好意的な意見が寄せら

れているほか、データベースに搭載されている事例の引用、「失敗まんだらの解説」等を

技術講習会等で利用させてほしい旨の要望が多く寄せられており、高い評価を得ている。 

8) 平成 17 年度は、委員会での審議を踏まえ、英語版データベースの開発を実施し、大

学・学協会に委託して英語データの作成を実施した。 

9) 第 4 回失敗学会年次大会において展示を行う等、「Web ラーニングプラザ」など他の

サービスと併せて普及活動を実施し、利用者からの意見収集に努めている。 

10) 平成17年度の決算額は226百万円で、執行残額は少なく、概ね適切に執行管理できた。 
 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行され、また、上記の事業評価の視点を満足する

成果が得られていると考え A 評価とした。 

 

④ バイオインフォマティクスの研究情報基盤整備の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「バイオインフォマティクスの研究情報基盤整備の推進」の評価は、年度計画の各

計画項目の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、

以下の視点に留意して行う。 
 

○ 生命情報データベース等の高度化・標準化、研究開発によるデータベースの整

備等はそれらの独創性に留意しつつ適切に実施されているか 

○ データベースの活用・普及が適切に図られているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 - 40 - - 40 -



 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 バイオインフォマティクス推進事業は、ゲノム情報等の膨大な生物情報の中から有用

な知識・知見を見出すことによる新産業の創出等に寄与するため、新しい生物情報の研

究開発によるデータベースの整備及び普及を促進する等、バイオインフォマティクスに

関する研究情報基盤の整備を狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 統括、副統括の指導の下、各種データベースの整備・運用、及び研究開発の推進を活

動計画等に基づき実施した。平成 17 年度業務進捗状況報告について、外部有識者で構

成されるバイオインフォマティクス委員会からの意見を踏まえ、統括、副統括から妥当

と評価されており、適切に実施されたものと判断できる。 

2) 生命情報データベースの高度化・標準化では、KEGG（パスウエイデータベース）の

高度化に相当する２項関係データベース（BRITE）について、ゲノムから高次生命シス

テムの機能解読を行うシステムを開発した。これらのデータベースは、専門家からも世

界的なレベルで独創的であるとの評価を得ている。また、わが国と米国・欧州との三極

による国際蛋白質構造データバンクに対しても引き続き貢献した。 

3) 高機能生体データベースでは、一塩基多型データベース（JSNP）、ヒトゲノム情報統

合データベース（HOWDY）、真核生物比較ゲノムブラウザ等を引き続き提供し、バイ

オインフォマティクスの研究活動の推進に貢献した。 

4) データベースの活用事例として、例えば一塩基多型データベース（JSNP）は、海外

研究者により論文中に引用されるとともに、国内研究者により収録データを利用した研

究報告の発表が行われる等、その有用性が報告されている。また、JSNP は dbSNP（米

国）、HGVbase（欧州）と並び重要な多型データベースとして国内外で取り上げられて

いる。 

5) 研究開発課題の事前評価については、統括が、副統括及びバイオインフォマティクス

委員会分科会の協力を得て適切に実施した。 

6) 本事業で開発されるデータベースや解析ツールをはじめとした種々のバイオインフ

ォマティクス技術の活用・普及を図るため、研究に従事している生物系研究者や学生、

情報系技術者を対象として、最先端の知識・技術を有する研究者らを講師に招き、実習

を伴った実践的な研修会を 14 講義開催した。アンケート調査の結果では、参加者の反

応は好評であった。普及研修会の平成 17 年度活動報告に対して、バイオインフォマテ

ィクス委員会からも良好な評価を得ている。 

7) 国際的なプログラムである地球規模生物多様性機構（GBIF）の活動に資するため、

GBIF 技術専門委員会の事務局として、国内外関係機関と調整しつつ、GBIF プロジェ

クトの推進に貢献した。 
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8) 本事業において、基礎研究推進事業の成果であるデータベースの運用を行う等、機構

の他事業との連携にも配慮している。 

9) 平成 17 年度の決算額は 1,861 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理

できた。 

 
 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 

⑤ 国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用 他 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用」、「科学技術情報活動 

における国際協力、標準化」、「ITBL 材料アプリケーションの開発」及び「省際研究ネ

ットワーク（IMnet）の運用」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各

計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ データベースの作成が適切に行われているか 

○ システム開発を要する事項については、ユーザの意見を適切に反映しているか 

○ 提供しているデータベースに関して、利用促進のための活動が適切に行われて

いるか 

○ 電子ジャーナルの出版支援に関して、支援する学協会数やアクセス数が着実に

増加し、我が国の学協会誌の電子化、国際化に貢献しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  S 

 
〈事業概要〉 

当項目は、「国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用」のほか、複

数の事業で構成される。 

「国内外の科学技術情報に関する提供システム等の整備、運用」は、科学技術に関す

る資料の収集や書誌のデータベース化、電子ジャーナルの出版支援等、国内の科学技術

に関する文献を海外に発信すること等を通じて、国内外の研究開発動向の調査、研究者

等の行う研究開発の推進等に資することを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 研究者等の行う研究開発の推進等に資するため、科学技術に関する国内資料約 12,475

タイトル（平成 16 年度 12,017 タイトル）、国外資料約 4,687 タイトル（平成 16 年度 3,640
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タイトル）を収集し、約 99 万件（平成 16 年度約 96 万件）の書誌データベースを作成

した。 

2) 科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）の整備・運用については、投稿審

査システムについて、利用学会の方式に合わせたカスタマイズを行い、新たに 6 学会で

本運用が開始され、利用学会から、投稿から審査終了までの日数が大幅に短縮できたと

の好評を得た。 

3) J-STAGE の参加学協会拡大のため、学協会訪問、大会等への出展、広告掲載等を積

極的に行い、年間参加目標数 74 学会誌の約 1.4 倍である 115 誌（平成 16 年度 107 誌）

の参加を得た。この結果、参加学協会誌は 500 学会誌となり、中期計画最終年度の目標

学会誌数 500 学会誌を 1 年前倒しで達成した。 

4) J-STAGE の利用数拡大のため、関係機関と積極的に連携を進めた。今年度は、CrossRef 

Forward Linking を利用した海外出版社への被引用文献リンクの開始、Google による

索引と検索結果からのリンクの開始、また更に関係機関とのリンクを拡大するために

OpenURL 形式でのリンク対応を行った。この結果、JST リンクセンターを通じて外部

連携サイトからリンク経由で論文にアクセスした件数は年間 246 万件（平成 16 年度比

約 140%）と大きく伸びた。また、アクセス数についても、年間アクセス数約 520 万件

（平成 16 年度比約 150%）、論文自体の PDF ダウンロード件数も年間 451 万件（平成

16 年度比約 147%）と着実に利用が伸びた。さらに、J-STAGE 登載論文全体の利用から

見ても約 70%は海外 120 ヶ国からのものであり、日本の科学技術情報の国際発信に大い

に貢献した。 

5) 平成 17 年度に事業を開始した電子アーカイブ事業については、日本学術会議を始め

とした関係機関の協力を得て、今年度 74 誌の対象誌を選定し、平成 18 年 3 月に 53 誌、

約 3 万件の論文を登載した「journal@rchive」を公開した。 

6) 国内の科学技術に関する文献をインターネット経由で海外に情報発信するため、約

15.6 万件の英文データベース（平成 16 年度と同規模）を整備し、機構の海外事務所等

による紹介やリンク依頼、パンフレット配布等をはじめとした積極的な広報活動を行っ

た結果、年間の利用件数が約 13,000 件（平成 16 年度比約 120%）となった。 

7) 文献と特許の統合検索を民間事業者１社と連携し、民間事業者名のサービスとして平

成 17 年 9 月より、統合検索サービスを開始した。また、民間機関とのヒアリングの結

果、統合検索システムの利便性向上には、出願人名（機関名）を共通検索キーとするこ

とが有用であり、そのためには機関名の異表記を吸収する辞書（機関名辞書）の構築・

整備が必要であるとの見解を受け、国内 2 万機関（日英の異表記・略名・英語名 10 万

名称）を収録した機関名辞書を作成した。 

8) 国際協力については、モスクワで開催された国際科学技術情報委員会（ICSTI）等の

国際会議への出席や、アジア・太平洋地域諸国と科学技術情報活動についての情報交換

のためのワークショップ（第 7 回東南アジア科学技術情報流通（CO-EXIST-SEA））を

開催し、アジア諸国及び機関間のネットワークの構築を促進した。また、東南アジア 5

カ国から 2 名ずつの研修生を受け入れ、研修を通じて、科学技術情報事業機関関係者の
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人的ネットワークを構築した。 

9) 科学技術情報流通技術基準（SIST）の制定については、SIST02（参照文献の書き方）、

SIST05（雑誌名の略記）及び SIST06（機関名の表記）のほか、近年の電子ジャーナル

の急速な普及等を踏まえ、SIST02 補遺（電子参照文献の書き方）、SIST14（電子投稿規

定作成のためのガイドライン）の基準について説明会を実施した。説明会参加者へのア

ンケート結果では、説明を行った SIST02、SIST02 補遺、SIST05、SIST06、SIST14 につ

いて今後適用を検討するという回答が多く得られている。また、和文誌名の略記のルー

ルの必要性について肯定的意見が多く得られたため、今後検討を行う。 

10) ITBL 材料アプリケーションの開発については、ITBL 環境における複数機関のデー

タベースの共用利用システムを開発・公開し、複数機関の異種データベースの統合検索

を可能とした。 

11) 機構の基礎研究事業で得られた研究成果を J-STAGE に掲載する等、機構他事業との

連携にも配慮している。 

12) 平成 17 年度の決算額は 3,042 百万円で、執行残額は少なく、概ね適切に執行管理で

きた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、なおかつ電子ジャーナルの出版支

援に関して、支援する学協会誌を中期計画上１年前倒しで達成し、アクセス数も大幅に

増加する等大きな成果が見られ、我が国の学協会誌の電子化、国際化に大いに寄与した

と考え全体を S 評価とした。 

 

(2) 科学技術に関する文献情報の提供 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「科学技術に関する文献情報の提供」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状

況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 研究者等が科学技術文献を容易に利用できるように、網羅性の維持に努めつつ、

抄録、索引等を付与した文献情報データベースを整備しているか 

○ データベースの作成・提供にあたっては、収支改善計画に基づき収益性が改善

されているか 

○ データベースの品質維持に留意しつつ、速報性の向上等データベース作成工程

の改善が図られているか 

○ 利用者が利用しやすい形での情報提供やサービスが実施されているか 

○ 利用者層の拡大、利便性向上等の取り組みを進め、利用数の増加が図られているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 
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【自己評価】  Ａ 

 
〈事業概要〉 

文献情報提供事業は、研究者等が必要とする科学技術に関する文献を容易に利用でき

るようにするため、収益性を確保しつつ、抄録・索引等を付与した文献情報データベー

スを整備し、インターネット等の活用により、利用者に利用しやすい形で提供等を行う

事業であり、科学技術に関する研究情報基盤の整備を目的としている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 研究者等が科学技術文献を容易に利用できるように、抄録、索引等を付与した 99 万

件の文献データベースを整備した。 

2) 国内資料について網羅性向上を目的に発行機関ごとに刊行物の悉皆調査を実施した。 

3) 収支改善計画に基づき、データベース作成に関わる経費削減に資するため策定した

「データベース作成合理化計画」に沿い、英文著者抄録翻訳による和文抄録作成の拡大

と委託単価の引下げを実施したことにより、平成 16 年度比で経費を 130 百万円削減で

きた。平成 18 年度までにさらに 2.0 億円の経費削減を実施する計画であり、このため

平成 18年度に向け索引作業の効率化を目的とした新索引方式の準備及び平成 18年度抄

録索引作成業務の競争入札を実施した。 

4) 納期管理の徹底等による速報性改善策及び電子化された情報を活用した作成行程の

見直しとこれに伴うシステム改造を実施したことにより、情報の収集から抄録等提供ま

での期間を平成 17 年度目標の 39 日を更に短縮し 38.4 日とした。 

5) 「JOIS」と「JDream」を統合し、飛躍的に機能を向上させた文献検索サービス

「JDreamII」を開始するためのシステム開発を行い、当初計画通り平成 18 年 4 月 1 日

より本格サービスを開始した。 

 平成 18 年 1 月 5 日からは、試行サービスを開始するとともにユーザーの視点に立ち

発表会・無料研修会を開催した。発表会・無料研修会を通し、ユーザーからの要望事項・

意見等を伺い、平成 18 年度にさらなる機能アップを図ることとしている。その他各種

サービスに対する種々の問題点、利用者のニ一ズについては、ユーザー会議、アンケー

ト、ヒアリング調査を行い、顧客ニ一ズの把握に努めた。集約した要望事項を基に可能

なものから今後のサービス改善に反映させることとしている。 

6) 大学等教育研究機関・国公立試験研究機関等（独法を含む）における利用者数の拡大

を図った。 

7) 利用者層の拡大のために、データベースフェアや各種学会等の展示会への出展、種々

の媒体を活用して製品の広告等を実施した。 

8) 特許を主に利用するユーザー層を獲得するために、民間情報提供機関との連携による

特許情報との統合検索サービスを開始し、一部利用実績が現れた。 

9) データベースの利用件数は 3,223 万件（平成 17 年度目標 2,830 万件）となり、目標を

上回った。 
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10) 本事業の平成 17 年度の売上は平成 16 年度比 38 百万増加し 7,203 百万円となった（平

成 11 年度以降情報提供事業売上は、平成 16 年度まで減少してきたが、平成 17 年度は 7

年ぶりに減少に歯止めをかけることができた）。 

 事業収入は 7,146 百万円で、目標の 7,604 百万円を達成できなかったが、損益は計画

値△2,184 百万円に対して実績△2,100 百万円となり収益性が改善された。今後も速報性

の向上、新製品の投入等、サービスの質の向上に積極的に取り組み、引き続き増収につ

なげるために最大限の努力を行う。 

11) 平成 17 年度の決算額は 7,758 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理

できた。 

 

以上、各年度計画は着実に達成・履行され、また事業評価の視点を満足する成果が得

られた。平成 17 年度時点においては、売上の増加及び経費の削減により損益の改善が計

画値を上回っていること、利用者の利便性の向上を図った文献検索サービス「JDreamII」

を短期間で開発し、平成 18 年 4 月 1 日より本格サービスさせ、平成 18 年度以降のマー

ケット拡大の基盤を整備したことから A 評価とした。 
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ⅠⅠ  --  44..  科科学学技技術術にに関関すするる研研究究開開発発にに係係るる交交流流・・支支援援  
  

(1) 地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「地域における産学官等が結集した共同研究事業等の推進」の評価は、年度計画の

各計画項目の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、

以下の視点に留意して行う。 
 

○ 地域における産学官が結集した共同研究による新技術・新産業の創出に資する成果

が得られているか、また、地域の科学技術の振興に貢献できているか 

○ 参加した研究機関と研究者が研究を継続・発展させ、その成果を利活用させる

ような体制を整備しているか 

○ 地域毎の研究開発インフラの差異、社会経済状況等を踏まえて、柔軟に事業を

実施しているか 

○ 地方自治体等の事業参加者の意向を踏まえて事業を実施しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 地域結集型共同研究事業は、都道府県や政令指定都市（地域）において、国が定めた

重点研究領域の中から、地域が目指す特定の研究開発目標に向け、研究ポテンシャルを

有する地域の大学、国公立試験研究機関、研究開発型企業等が結集して共同研究を行う

ことにより、新技術・新産業の創出に資することを目的としている。また、各地域にお

ける事業終了後において、その成果を利活用するような体制（地域の COE）が整備され

ることを期待するものである。 

本事業は、研究成果の企業化がより強く求められて来たことを受けて、地域として企

業化の必要性の高い分野の個別的研究開発課題を集中的に取扱い、大学等の基礎的研究

により創出された技術シーズを基にした試作品の開発等、新技術・新産業の創出に資す

る企業化に向けた研究開発を実施する事業へと平成 17 年度発足地域よりスキームを変更

した。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 各地域とも地域の目指す研究開発目標に向けて産学官が結集した共同研究を行い、着

実に成果を上げている。平成 17 年度事業終了した 5 地域の平均として、参画機関数は

21 機関/地域、発表論文数は 26 件/年・地域、出願特許数は 8 件/年･地域、橋渡し・実
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用化・商品化件数は 13 件/地域であった。 

2) 具体的な実用化・商品化の例として、秋田県では「指ネットシステム」、福井県では

「金属光造形複合加工機」、静岡県では「高ピークパワータイプＬＤ励起全固体フェム

ト秒レーザー」、横浜市の「マイクロメタルチップ」等が挙げられる。 

3) 各地域とも、本事業の成果を利活用させるような体制整備を行っている。具体的には、

秋田県における「産業系研究会連絡協議会 ものづくり実用化研究会」の設置、福井県

における「最先端技術メッカづくり基本指針」に基づく「レーザー高度利用研究会」の

設置等が挙げられる。また、静岡県では、浜松工業技術センターにおいて光技術を利用

しようとする企業活動支援を行っている。横浜市では、木原記念横浜生命科学振興財団

を事務局とする「Y-CREATE 研究会」が継続的な研究開発フォロー行い、「機能性食品

プロジェクト」等の戦略プロジェクトにより市の施策とも有機的な連携を図っている。

神戸市では、関西の主だった大学・研究機関・医療機関・民間企業・関係省庁から組織

された「神戸健康科学（ライフサイエンス）振興会議」が平成 17 年 8 月に設置され、

同会議で神戸医療産業都市構想の将来像を検討する「神戸健康科学（ライフサイエンス）

振興ビジョン」の策定を進めている。 

4) 機構としては、日本版バイドール法に基づき特許権等を地域に帰属させることを可能

とし、地域のインセンティブを高め、地域の方針で研究成果を利活用できるよう配慮し

ている。この日本版バイドール法については、地域の希望に応じて適用しており、平成

17 年度末現在、事業実施 16 地域中 10 地域で適用している。 

5) 地域振興事業評価委員会による事前評価及び中間評価の結果が良好な地域に対して

は、事業費を増額しており、事業参加者のインセンティブに配慮した運営を行っている。

また、評価においては地域の研究開発インフラの差異や社会状況を考慮しており、地域

の実情に合わせて柔軟に事業を実施している。 

6) 地域の主導性による地域振興を支援するという当事業の本旨を踏まえ、地方自治体等

の事業参加者の意向を最大限に尊重しつつ的確に助言することに努めた。 

7) 各実施地域は、地域で行われる成果報告会等のイベントへ関連機関の参加を働きかけ、

また、関連機関のイベントへ参加することで関連機関との連携強化に努めた。さらに、

機構が主催した会議等に、機構の他事業や文部科学省事業の関係者を招いて意見交換を

行う場を設ける等、機構内外の関連事業との連携にも留意した。 

8) 経済産業省と文部科学省が共催した地域発先端テクノフェア 2005 や機構等が主催し

たイノベーション・ジャパン 2005 をはじめ、地域の行政機関主催のフォーラム等に新

技術エージェント等が参加し、事業や成果を一般向けに積極的にアピールすることによ

り事業化を推進した。 

9) 機構は、パンフレットやホームページ等用いて事業内容や成果を一般向けに公表した。

また、機構が運用する特許公開データベース（J-STORE）への特許の掲載を積極的に行

い、成果の公開に努めた。 

10) 平成 17 年度の決算額は 4,607 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 
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 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(2) 地域における研究開発促進のための拠点への支援の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「地域における研究開発促進のための拠点への支援の推進」の評価は、年度計画の

各計画項目の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、

以下の視点に留意して行う。 
 

○ 地域におけるコーディネート活動により、研究成果を育成・活用しているか 

○ 地域毎の研究開発状況、社会経済状況等を踏まえて、柔軟に事業を実施してい

るか 

○ 地方自治体等の事業参加者の意向を踏まえて事業を実施しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 地域研究開発促進拠点支進事業は、各地域において得られた独創的新技術を利用して

新規事業の創出に資するため、大学等の研究成果を育成し、さらに実用化につなげるた

めの体制整備の促進活動を行うものである。地域の科学技術活動の活性化を図るために

設立された財団等をコーディネート活動の拠点として都道府県が整備するにあたり、国

全体の科学技術基盤形成の視点から、科学技術振興機構が科学技術コーディネータを委

嘱し、係る拠点の活動支援を行う。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 科学技術コーディネータは、自治体や連携拠点機関、TLO 等と協力・連携してシー

ズ・ニーズ調査や育成試験の実施、他事業への橋渡し等のコーディネート活動を通して、

研究成果を育成・活用した。 

2) 平成 17 年度事業終了した 4 地域の 5 年間の成果を平均すると、シーズ・ニーズ調査

件数は 249 件/年・地域、育成試験実施数は 11 件/年・地域、出願特許件数は 14 件/年・

地域、橋渡し・実用化・商品化件数は 16 件/年・地域であった 

3) 群馬県では不織布の抗菌加工、三重県では活性酸素分析用発光剤、熊本県ではガラス

面に半透明金コーティングを施した熱輻射炉、高知県では魚類冷水病の経口ワクチン、

魚類・生肉等の鮮度保持シート及び医療用シーツ等が商品化された。また、ベンチャー
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企業の設立例として群馬県は株式会社リアライズが、三重県は株式会社医用工学研究所

が、高知県は有限会社知能システム開発が、熊本県は有限会社熊本熱学があげられる。 

4) 地域振興事業評価委員会において、地域の研究開発インフラの差異や社会状況を考慮

して評価を行っており、指摘を踏まえて地域の実情に合わせて柔軟に事業を実施してい

る。 

5) 地域の主導性による地域振興を支援するという当事業の本旨を踏まえ、地方自治体等

の事業参加者の意向を最大限に尊重しつつ的確に助言することに努めた。 

6) 各実施地域は、地域が自ら行う成果発表会に限らず発表の機会を捉えて、事業や成果

を一般向けに公表した。機構もパンフレットやホームページ等を用いて事業評価報告書

や成果を一般向けに公表した。 

7) 機構としては、地域の希望に応じて日本版バイドール法に基づき特許権等を地域や育

成試験実施機関に帰属させることを可能とし、事業参加者、支援対象者等のインセンテ

ィブを高め、地域や育成試験実施機関の方針で研究成果を利活用できるよう配慮してい

る。 

8) 機構は、事業終了の区切りとして科学技術コーディネータ会議 RSP 事業ファイナル

を開催し、コーディネータの活動の重要性と本事業の意義を示した。また、この会議で

はコーディネート活動のノウハウ等の意見交換を行うなど、機構の他事業や文部科学省、

経済産業省事業の関係者と意見交換を行う場を設定し、機構内外の関連事業との連携に

留意した。また、各実施地域は、地域で行われる新技術フォーラムや成果発表会等のイ

ベントへ関連機関の参加を働きかけ、またこれら機関のイベントへ参加する等、連携強

化に努めた。 

9) TLO 等との協力・連携については、三重県ではメディカル研究会等の会議を共同で

開催し、また熊本県では TLO の技術審査会にコーディネータが参加する等して、個人

間の連携に留まらず組織レベルでの連携を強化している。また、高知県でも特許出願や

研究のフォローアップ等について TLO 等と打合せを積極的に行って共同で推進した。 

10) 機構は、パンフレットやホームページ等を用いて事業内容や成果を一般向けに公表

した。また、機構が運用する特許公開データベース（J-STORE）への特許の掲載を積極

的に行い、成果の公開に努めた。 

11) 平成 17 年度の決算額は 331 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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(3) 戦略的な国際科学技術協力の推進 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「戦略的な国際科学技術協力の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履

行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意し

て行う。 
 

○ 事業の対象とする相手国及び実施分野に関し、共同研究の推進や研究集会の開催等

を通じて、国際研究交流の促進に貢献できているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

戦略的国際科学技術協力推進事業は、政府間合意等に基づく科学技術分野における重

要分野のうち、今後両国で協力を進めることが特に重要であるとして文部科学省が設定

した国・分野について、機構と協力対象国の適切な機関が共同して両国の研究者の交流

を積極的に推進し、交流課題に係る具体的な成果を得ることを目的とするものである。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 文部科学省が設定した国・分野における協力について、平成 17 年度協力開始対象国

である仏国（国立科学研究センター）と実施内容を協議の上、合意内容に基づき研究交

流を開始した。また、平成 15、16 年度協力開始対象国である中国（科学技術部、国家

自然科学基金委員会、科学院等）、韓国（科学技術企画評価院）、米国（国務省等の米国

政府機関）、英国（バイオテクノロジー・生物科学研究会議）及び瑞国（戦略研究財団、

イノベーションシステム庁）とは引き続き共同研究等を推進するとともに、研究集会（ワ

ークショップ）を開催すること等により、更なる研究交流の推進を図った。なお、印国

については情報通信分野での共同研究協力に関して協議を開始し、先方からの回答を待

っている状況である。 

2) 文部科学省が、本事業により実施することが適当と判断した、南アフリカ共和国との

国際交流に関しても支援を行った。また、同様に、日中韓の国際交流に関しても引き続

き支援を行った。 

3) ワークショップについては、参加者間で今後実施すべき協力内容等を発表・討論する

等公開形式の直接参加型とし、トレーニングコースでは、実用的なスキルの習得ができ

るように PC を用いた実習等の時間を多く取る等、各種の工夫を行った。 

4) 本事業の概要についての日英語のパンフレットを作成し、内外の研究機関、研究者、
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関係機関等へ配布・説明を行う等、事業の広報に努めた。また、本事業について平成

17 年版科学技術白書に掲載されたほか、支援課題等事業の内容・成果については機構

のホームページ等で一般向けに適切に公表されている。 

5) 社会技術研究開発センター等へ積極的にワークショップの開催等を案内し、他部門か

らの参加を得た。 

6) 平成 17 年度の決算額は 537 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

以上、文部科学省及び相手国・関係機関等と適切に協議しつつ、各年度計画は着実に

達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視点を満足する成果が得られて

いると考え A 評価とした。 

 
(4) 国際シンポジウムの開催、外国人宿舎の運営等 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「国際シンポジウムの開催、外国人宿舎の運営等」の評価は、年度計画の各計画項

目の達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の

視点に留意して行う。 
 

○ 国際シンポジウムの開催、海外事務所や外国人研究者用宿舎の運営を通じて、

全体として国際交流の促進に貢献できているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

国際科学技術協力基盤整備推進事業は、科学技術分野における国際交流の推進を目的

とし、(1) 国際シンポジウム開催等を通じた内外への情報発信、(2) 海外事務所等の運営

による海外の関係機関との連絡・情報収集体制の充実、(3) 高い入居率の維持等による外

国人研究者宿舎の効率的な運営を実施するものである。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 4 件の国際シンポジウム等の開催により、我が国と外国の研究者間の交流を促進し、

同時に我が国の研究情報を発信すること等を通じ、多角的な意見交換を進め海外の関連

機関とのネットワーク構築の強化に努めた。 

2) 機構他部署からのシンポジウム等への参加、機構が運営するオンラインジャーナルシ

ステム（J-STAGE）への報告書搭載等により、シンポジウム等で得られた情報を機構内
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外で活用できるよう情報提供に努めた。 

3) 国際シンポジウム等の開催による参加者間の研究交流を通して、新しい視点・発想を

促す等、参加へのインセンティブに配慮した。また、アンケートを実施する等、参加者

の意向の把握を行い、今後の事業へ反映するよう努めた。 

4) 海外事務所は、海外の科学技術情報の収集・分析により、機構の研究開発戦略立案機

能の強化に貢献するとともに、戦略的国際科学技術協力推進事業をはじめとする機構諸

事業の実施支援等を行った。これらの業務を通じ、海外主要関連機関や研究開発人材等

との協力関係の構築、ネットワーク形成等を支援することにより、海外との研究交流・

協力促進に大きく貢献した。 

5) 外国人研究者の生活基盤整備を目的として外国人宿舎を運営し、国際研究交流の基盤

整備に努めたが、入居率が年度目標を若干下回った。他方、引き続き研究者の家族のケ

ア、語学研修、入居者間・地元住民との交流促進等きめ細かいサービスや、英語版パン

フレット作成、ホームページへの掲載等による積極的な広報活動に取組むなど、宿舎の

安定的な経営に配慮しつつ適切に事業を実施した。 

6) 平成 17 年度の決算額は 374 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理で

きた。 

 

 以上、各年度計画は概ね着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価

の視点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(5) 異分野交流の推進 
 

（平成１６年度で事業終了） 

 
(6) 研究協力員の派遣を通じた研究支援 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「研究協力員の派遣を通じた研究支援」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・

履行状況（計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意し

て行う。 
 

○ 研究協力員受け入れ機関である国立試験研究機関及び独立行政法人研究機関の

研究計画を反映して支援業務を実施しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 
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【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

重点研究支援協力員派遣事業は、自然科学系の研究を実施している国立試験研究機関

及び独立行政法人研究機関における研究内容や研究者のニーズに合わせて、高度な知識

や技術を持つ者を重点研究支援協力員として派遣し、研究活動を支援するものである。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 平成 12～14 年度に採択した 52 課題について、国立試験研究機関等から提出される研

究計画に基づいて支援協力員を派遣した。 

2) 平成 17 年 12 月をもって 3 年を経過した平成 14 年度採択の 10 課題全てについて、国

立試験研究機関等から提出される中間報告書を取りまとめ、ホームページ上に公表した。 

3) 平成 16 年度終了課題（22 課題）について、外部専門家による成果報告書等の査読結

果を参考に、重点研究支援委員会が事後評価結果を取りまとめ、ホームページ上に公表

した。また、平成 17 年度終了課題（28 課題）について、外部専門家による成果報告書

等の査読を開始した。 

4) 平成 16 年度終了課題の事後評価において「各研究機関では当初計画していた重点研

究を推進し十分な成果を上げるとともに得られた成果を積極的に公表しており、総じて

各課題の達成度は高い」と評価された。加えて「支援協力員は機器操作やデータ収集・

整理、実験結果の解析、試料作製などの支援業務を行い、重点研究を推進する上でその

貢献度は高い」と評価された。 

5) 事後評価の一環として行った国立試験研究機関等へのアンケートでは、「支援協力員

は研究機関における人的資源の不足を軽減した」、「支援協力員の持つ技術が他の研究に

も寄与した」などの意見が多く、研究機関において支援協力員が有効に機能したといえ

る。 

6) 平成 17 年度の決算額は 1,255 百万円で、執行残額はなく、適切に執行管理できた。 
 

 以上、年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視点

を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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ⅠⅠ  --  55..  科科学学技技術術にに関関すするる知知識識のの普普及及、、国国民民のの関関心心・・理理解解のの増増進進  
  

(1) 科学技術に関する学習の支援 
 

 
 

[事業評価の視点] 
 

「科学技術に関する学習の支援」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状

況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 学校教育の場で有効に活用されることを基本とし、教師や児童生徒の視点に配

慮して、児童生徒の科学技術に関する理解や志向が一層高まるように事業運営が

行われているか 

○ 関係者への事業の認知度向上のための努力が行われているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

【自己評価】  A 
 

〈事業概要〉 

 科学技術学習支援推進事業は、青少年の科学技術に対する関心と科学技術分野への志

向を喚起するとともに、将来有為な科学技術系人材の養成を図るため、学校における科

学技術学習の充実に資する先導的、重点的な取組を支援・実施する他、科学技術理解増

進事業全体を通して得られた成果を学校、教育委員会等へ普及することを目的としてい

る。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 文部科学省が指定する科学技術・理科・数学教育を重点的に実施する高等学校等「ス

ーパーサイエンスハイスクール」における取組について、学校からの要請に応じ支援を

行った。 

2) 平成 17 年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会を、生徒、教員等、保

護者・教育関係者等の参加により、平成 17 年 8 月に開催した。発表会では、生徒の課

題研究の発表と審査を行い、選出された代表校生徒の全体会におけるプレゼンテーショ

ン、文部科学大臣奨励賞、科学技術振興機構理事長賞の審査・授与等により、科学技術

に対するより一層の研究意欲の向上及び問題意識の喚起等を図った。研究会参加者に対

するアンケート結果も極めて好評であった。 

3) スーパーサイエンスハイスクールに対する支援に係る問題点を把握するべく指定校

への事務処理に関するアンケートを実施した。その結果を踏まえ、指定校の取組支援方

策、調整基準の緩和、処理体制の一層の整備に努めた。 

4) 「先進的科学技術・理科教育用デジタル教材」については、教員の授業アイデア、監

修の下に開発が進められており、共同研究地域における実証的試験においても高い評価
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を得た。また、デジタル教材を活用した授業事例を、科学技術・理科学習において活用

しやすい形で教員等へ提供した（デジタル教材の提供システム「理科ねっとわーく」の

登録者数： 17,541 名※）。※H18 年 3 月末日現在 

5) モデル地域でのデジタル教材実証試験におけるアンケート調査等による評価等も踏

まえ、デジタル教材の開発・提供手法の改善を行った。 

6) 児童生徒の自宅学習でのデジタル教材の利用についての必要性に鑑み、外部専門家・

有識者からなる委員会等の意見も踏まえ「理科ねっとわーく」の一般公開版システムを

構築し、順調に運用した。 

7) 学校や教育委員会等に対して、科学技術理解増進事業における各事業の成果報告会へ

の参加要請や成果報告書の配布を行うとともに、成果報告会等の番組制作と配布、新

聞・雑誌等のメディアやインターネットによる成果発信及びイベント出展等を行うこと

により、成果の普及・活用を図った。 

8) 平成 17 年度の決算額は 1,820 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理

できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(2) 地域における科学技術理解増進活動の推進 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「地域における科学技術理解増進活動の推進」の評価は、年度計画の各計画項目の

達成・履行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点

に留意して行う。 
 

○ 地域において科学技術理解増進活動を担う科学館、学校等の組織、ボランティ

ア等の人材がより効果的に活動できる環境の整備に貢献しているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  A 

 
〈事業概要〉 

 地域科学技術理解増進活動推進事業は、全国各地域における科学館等の活動や、実験・

工作教室の講師等として活躍するボランティア等の活動、及び地域において活用できる

学習メニューや教材等の開発を支援するとともに、地域における科学技術理解増進活動

関係者・機関間の連携を図ることにより、青少年をはじめとする国民が地域において科

学技術を体験し、学習する機会の充実を狙いとしている。 
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〈事業成果及び評価〉 

 
1) 地域の科学館と学校が共同で企画する「実験学習」、「野外観察」、「出前授業」、「巡回

科学展示」等における機器・物品等の整備、児童生徒がものづくりのおもしろさを体験

することができるロボットの製作に係る学習メニューの開発の支援を行った。 

2) 児童生徒に実験教室、工作教室、自然観察教室、天体観測教室等の体験の場を提供す

る地域のボランティアの活動に対し、実験や科学工作に使用する消耗品や会場費等の経

費を支援した。また、ボランティア入門講座の開催や、理科大好きボランティアデータ

ベースの提供などにより、ボランティア人材の確保及び活用がスムーズに行えるよう整

備した。 

3) 本年度から理数大好きモデル地域事業を発足させ、選定された 15 地域・269 校に対

し、活動に必要な消耗品、旅費、講師謝金、車両雇上等に係る支援を行った。地域の教

育委員会を中心として、対象となる複数の小・中学校と、大学等の地域の科学技術理解

増進リソースとのネットワーク構築による取組が幅広く行われ、児童・生徒にとってこ

れまででは得難い各種の理科・算数（数学）教育が推進された。 

4) 国際的な青少年向けの科学技術コンテストへの支援等を行うことで、コンテストへの

参加生徒及び教育関係者等を中心とした、地域における科学技術理解増進を進める環境

の整備に資することができた。とりわけ、国際化学オリンピックを 2010 年に日本招致

することができ、青少年向けの学習機会の充実を図る上で大きな前進を果たすことがで

きた。 

5) 各事業の成果についてはインターネットを通じて情報発信を行うとともに成果報告

会を行い、サイエンスチャンネルへの収録、成果報告書の配布等により、その普及に努

めた。 

6) 各事業において、学校や科学館等の機関、ボランティアの要請に応じて支援を実施で

きた。また地域科学館連携支援、理科大好きボランティア支援についての申請は、イン

ターネットを通じて可能とし、対象者の負荷を軽減するように努めた。 

7) 平成 17 年度の決算額は 948 百万円で、執行残額は少なく、概ね適切に執行管理でき

た。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 
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(3) 全国各地への科学技術情報の発信 
 

 

[事業評価の視点] 
 

「全国各地への科学技術情報の発信」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履

行状況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意し

て行う。 
 

○ 外部機関とも協力してニーズに応じ適切な情報の発信を行っているか、また、

発信情報の普及のための努力が行われているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 

【自己評価】  A 
 

〈事業概要〉 

 科学技術情報発信推進事業は広範囲に効果的に情報を発信できる放送メディアやイン

ターネットの活用、イベントの開催、最先端の科学技術を身近に感じ体験できる展示物

の開発等、最先端から身近な分野まで幅広く科学技術情報を全国各地域に発信すること

を通して、科学技術に対する関心と理解を深めることを狙いとしている。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 情報の発信にあたっては、第一線で活躍する研究者の協力や研究成果の活用、放送メ

ディアやインターネットの活用、研究者のアウトリーチ活動のモデル開発、さらには音

楽等文化とのコラボレーション等様々な手法を採り入れ、放送・通信番組等制作、イベ

ントの開催及び先駆的展示開発等により広範囲に青少年をはじめとする国民の関心を

喚起するよう留意して事業を推進した。 

2) 放送・通信番組等の制作及び先駆的展示開発にあたっては、テーマに関係する国内外

の研究機関や科学館等との協力、研究者等の参画を得て開発を進めた。 

3) 機構の事業に参加する研究者等を取り上げた番組制作、戦略的創造研究推進事業及び

委託開発事業と協同した番組制作、国内外の研究機関や科学館等と連携した番組制作及

びボランティア等の人材に関する番組制作を昨年度に引き続き着実に実施した。 

4) 本年度は新たに、研究者による優れたアウトリーチ活動を支援し、大学等の研究者と

国民とのコミュニケーションの機会を充実させるため、手法のモデル開発を推進した。

これらモデル開発の選定については、外部専門家による審議を経て決定した。 

5) 科学技術講演とコンサートを一緒に開催する「科学と音楽の集い」、日本学術会議と

の共催イベント「子どものゆめサイエンス」、世界物理年日本委員会との共催イベント

を開催して、科学技術について理解してもらう機会の充実を図った。 
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6) 先駆的展示開発にあたっては、先駆的な手法を用い「深海掘削からわかる地球のしく

み」「加速器で探る素粒子と宇宙」等の展示物を開発した他、民間企業と連携して制作

した映像コンテンツを各地の科学館へ巡回した。 

7) 事業の利用者や参加者に対し、イベント実施時にはアンケート調査等を実施し、関心

やニーズを把握に努めた。番組制作では、モニター調査等による視聴者等ニーズへの対

応を可能な限り実施した結果、制作番組数が増加し再放送率が減少（平成 16 年度 264

番組・再放送率 94.8%→平成 17 年度 302 番組・再放送率 92.8%）等することとなった。

また、制作番組については THE NEW YORK FESTIVALS、科学映像祭等の国内外の映

像祭で受賞するなど制作水準の高さが評価されている。 

8) 放送・通信番組等や先駆的展示物の開発にあたっては、外部専門家・有識者の意見を

踏まえ実施した。 

9) 事業における取組については、新聞、雑誌等の媒体を通じて積極的な広告等を行い、

事業の普及に向けた活動を実施した。 

10) 平成 17 年度の決算額は 624 百万円で、執行残額の 102 百万円は平成 18 年度に繰越し

た。これは、仕様検討・調整、仕様策定に時間を要したことで、契約要求が遅れ、制作

等を年度内に終えることができなかったことが原因であるが、既に契約済みである。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成・履行されており、また、上記のとおり事業評価の視

点を満足する成果が得られていると考え A 評価とした。 

 
(4) 日本科学未来館の整備・運営 

 

 

[事業評価の視点] 
 

「日本科学未来館の整備・運営」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状

況（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 来館者の満足度を向上させることを基本にして館の運営が行われているか 

○ 館長等の主体的な活動をはじめとする各種取り組みを通して、未来館のブランド

イメージの確立、認知度の向上のための広報活動等の努力が適切に行われているか 
 

※ また、全事業共通の評価視点（9 頁参照）についても考慮する。 

 
【自己評価】  S 

 
〈事業概要〉 

 日本科学未来館は、最先端の科学技術に関する総合的な情報発信拠点として、特に参

加体験型の展示や科学者・技術者、インタープリター（展示解説員）、ボランティア等と
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の交流を通して、科学をひとつの文化として身近に感じてもらうというコンセプトに基

づき運営している。 
 

〈事業成果及び評価〉 
 

1) 来館者の満足度の向上を目指し、アンケート調査やアンケートボックスの設置、来館

者に接するスタッフを通じ、展示や施設環境についての来館者の要望の把握に努め、来

館者本位の魅力ある運営を行った。また、事業運営にあたっては、研究者・技術者等の

有識者の意見を聴取し、その反映について検討した。（以下具体例） 

・アンケート調査で要望の多かった「生活やニュースに密着した話題」については、野

口宇宙飛行士帰還後すぐに、スペースシャトル飛行再開（STS-114 ミッション）の概要

と野口宇宙飛行士の船外活動を展示パネルや映像で紹介するとともに、平成 17 年 12 月

15 日に発表された新型 ASIMO を平成 18 年 2 月 18・19 日に Honda の関連施設以外の

施設としては初めて未来館で一般公開を実施した。 

・同様に要望の多かった「科学に関連したアートや音楽」については、科学者から提供

されるデータを基にアーティストが作品を製作、逆にアーティストの創り出すフィクシ

ョンの世界に科学者がデータを提供するというユニークな手法による「サイエンス+フ

ィクション」展を実施した。このような魅力ある展示を提供し、来館者への満足度の向

上を図る取組を実施した。 

・来館者の要望に対応するため、当日参加が可能であるイベント「夏休みサイエンス・

サプリ」、「冬休みサイエンス・サプリ」等を実施した。 

・正面エントランス前広場の外構サイン設置、初の試みとして連続 5 日のメンテナンス

休館による展示ゾーンの一斉清掃、１階外構床サイン滑り止め工事、5 階サイエンスギ

ャラリーカフェのカーペットの張り替えなど来館者の利便性を図るための施設の改

善・改修を行った。 

・MEGASTAR-2cosmos 新規コンテンツ「暗やみの色」については、多くの来館者に観

覧してもらうため、希望者がいた場合には開館時間を延長し、追加上映を行うなどの対

応を行った。また、GW 期間、お盆休み期間及び土日祝日についてはエントランスに並

ばれている来館者が少しでも早く館内に入れるよう開館時間を 15 分早めるなどの対応

を行った。 

・最先端の科学技術の動向を調査するため、未来館のスタッフである科学技術スペシャ

リスト等が研究者等への訪問を 1,767 件行い、調査結果を研究者の監修の下、展示開発

へ反映するなどの活動を行った。 

2) 他の科学館にはない独自の取り組みを以下のように強化し、ブランドイメージの確立

を図った。 

・ノーベル賞受賞者である白川博士と未来館スタッフが、今年度新たに共同でプログラ

ムを 1 テーマ開発し、白川博士本人による実験教室を開催する等、来館者等にとって他

の科学館にはない、より質の高い展示やイベント等を実施している科学館というブラン

ド構築に努めた。 
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・海外の科学館との情報交換基盤の確立と連携強化を目指し、国際会議等での情報発信

や、昨年に引き続きオリジナル企画展「時間旅行展」の海外巡回（ポーランド）を実施

した。また、「日本におけるドイツ年」イベントの一環として、日本では初公開となる

マックスプランク協会監修・企画の「サイエンス・トンネル」展、フォルクスワーゲン

財団監修・企画の「サイエンス+フィクション」展を開催した。これらの活動により海

外での未来館の認知度の向上を図るとともに、国際性のある科学館としての独自性を強

めた。 

・FM 局 J-WAVE との共催によりドームシアターガイアにおいて「J-WAVE SLOW LIFE 

GALLERY 2006@Miraikan」を開催した。これは期間中、J-WAVE と協同でオリジナル

コンテンツを制作し、音楽と自然音によるサウンド・スケープとメガスターの競演をス

ペシャル企画として一般上映したものである。マス・メディアとの連携でコンテンツ制

作を行ったことは他館に例を見ない取り組みであり、独創的な未来館のコンセプトを訴

求力のある形で情報発信することにより、ブランド構築を図ることができた。 

・スーパーサイエンスハイスクール（SSH）校と連携し、大学等との調整を未来館が行い、

新規学習プログラムを他の科学館に先駆けて開発するとともに、メーカーのロボット開

発者の協力による「高校生ロボット講座」を開発・実施し、参加した SSH 校の生徒に

プレゼンテーションの指導を行う等、質の高い学習プログラムの提供等により中高生等

の校外学習の場として未来館が大変有効であることが認知された。 

・毛利館長、美馬副館長が主体となってテレビ、ラジオへの出演や新聞、雑誌への執筆

等の活動を積極的に行い、日本科学未来館の広報に大きく寄与した。また、テレビ・新

聞等に対し取材誘致や素材提供等の協力を積極的に行う等の広報活動を行った結果、日

経新聞等、産業界に対しても影響力のあるメディアに紹介されるとともに、フジテレビ

「SMAP×SMAP」、日本テレビ「おもいッきりテレビ」等の高視聴率番組においても

紹介される等、日本科学未来館の認知度の向上に向け大きな効果があった。 

3) 全国科学館連携協議会の会長館として、国内科学館相互の連携のためのネットワーク

の構築や科学館人材の育成に努めるとともに、国立科学博物館や科学技術館との連携方

策の検討を行った。 

4) 展示解説や来館者対応の支援を行う登録ボランティアの確保に努めるとともに、未来

館活動の充実やボランティアの活動意欲の向上を図るためボランティアによる自主企

画イベントの開催を支援した。また、再来館者の増大を図るため、友の会会員の増加に

努めた結果、会員数は 3 万 5 千人以上となった。 

5) 前述した様々な活動を推進した結果、来館者数は 712,426 人で目標（50 万人）の 4 割

増を達成した。また、アンケート調査の結果でも、未来館における来館者の満足度は非

常に高い結果を得ることができた。 

6) 平成 17 年度の決算額は、3,085 百万円で、執行残額はほとんどなく、適切に執行管理

できた。 

 

 以上、各年度計画は着実に達成されており、また、来館者数の増加はもちろんのこと、
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来館者本位の運営やブランドイメージの確立、認知度の向上等のための各種様々な活動を

通じ、事業評価の視点を満足する運営が行われていることに鑑み S 評価とした。 

 

 

 

ⅠⅠ  --  66..  そそのの他他行行政政等等ののたためめにに必必要要なな業業務務  
  

(1) 関係行政機関の委託等による事業の推進 
 
→ 年度計画は唯一であり、「計画項目評価」の評価でもって当該「事業評価」とする。 
  本報告書の 335 頁～342 頁を参照されたい。 
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ⅡⅡⅡ ...   業業業務務務運運運営営営ののの効効効率率率化化化ににに関関関すすするるる目目目標標標ををを達達達成成成すすするるるたたためめめにににとととるるるべべべききき措措措置置置    
 

1.  組織の編成及び運営1. 組織の編成及び運営  
  

 
 

[総合評価の視点] 
 

「組織の編成及び運営」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況

（各計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意し

て行う。 
 

○ 独立行政法人の理念に基づき、理事長のリーダシップの下に組織運営が

行われているか、また、それを可能とする体制整備等が進められているか 
○ 効率よく事業を実施するために、適切な範囲で権限委譲が進められてい

るか、また、個々の職制の責任と権限の明確化が図られているか 
○ 情報収集（ヒアリング）を基に、組織編成、人事配置に配慮したか 
○ 職員の自己啓発及び能力開発のための研修を検討・実施したか、また、透

明性・公平性の観点から業績評価等の制度整備が順調に進められているか 

【自己評価】  A 
 

1)  独立行政法人の理念に基づき、理事長のリーダシップの下に組織運営が行われる体制

の強化を図った。具体的には、理事長自らが各事業担当に対してヒアリング等を行って

各業務の進捗状況を把握し、中期目標・中期計画をより効果的・効率的に実施する提案

に対して当該予算の配賦を行う等、機構運営においてリーダシップを発揮できた。 

2)  権限委譲については、昨年度に引き続き、業務運営の健全性確保と効率化の双方の観

点から検討を行い、研究成果活用プラザ館長等への権限委譲等を実施した。また、個々

の職制の責任と権限については関係例規において規定しているところであるが、17 年度

においてもさらなる明確化を図るため、関係例規の改正を実施した。 

3)  事業の状況等の情報収集を目的とした各部室長からのヒアリングを実施し、それを基

に組織の再編成を行い、平成 18 年 4 月に発令した人事異動において反映することがで

きた。 

4)  人材育成の研修に関しては、業務上必要とされる知識、技術の取得に対応できるよう

に、職員の自己啓発の促進や能力開発のための研修制度を実施した。その結果、概ね研

修の受講目的を達成し、研修で培った知識等を業務遂行にあたり活用することができた。 

5)  業績評価等の制度整備については、人事制度検討委員会等を通じて、新規人事制度の

詳細設計を行い、職員への周知を行うとともに、管理職に対して目標設定編、評価編の

2 種類の研修を実施した。また、平成 17 年 10 月からの試行的実施にあたり、各職員が

目標管理シートを作成、かつ発揮能力評価項目についての理解を深めるとともに、次年

度からの本格的稼働に向けた準備が整った。 
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 以上、各計画項目は着実に実施されており、また、上記のとおり総合評価の視点も満

足していると考え A 評価とした。 

 

2.  業務運営の効率化2. 業務運営の効率化  
 
 

 

[総合評価の視点] 
 

「業務運営の効率化」の評価は、年度計画の各計画項目の達成・履行状況（各

計画項目の評価結果を基に判断する。）をもとに、以下の視点に留意して行う。 
 

○ 中期計画で定める経費の削減目標を達成するため、明確かつ現実的な削

減計画を作成し、それを実施に移しているか 
○ 各種事務処理の簡素化・迅速化は適切に進められているか 
○ 文献情報提供事業について、利用者の需要分析、収支バランス等の分析

をもとに事業の見直しが適正に進められているか、 

 
【自己評価】  A 

 
1)  一般管理費削減に係る中期計画を達成するべく独法化後早々に設定した削減計画に

沿って経費節減を推進した。本年度については昨年度に引き続き、平成 16 年度の決算

数値等を踏まえ、削減計画の見直しを実施した。 

2)  平成 17 年度の一般管理費（公租公課を除く）の実績は、計画額 3,303 百万円（内訳：

人件費 1,598 百万円、物件費 1,704 百万円）に対し 3,038 百万円（内訳：人件費 1,357

百万円、物件費 1,681 百万円）であった。 

3)  一般競争入札の導入を推進し、契約件数比率は前年度を上回った。また、随意契約に

よることとする基準等を機構ホームページにおいて公表するなど、公共調達の適正化に

努めた。 

4)  各事業の研究等終了後の物品情報を機構内で積極的に公開し、その利活用を積極的に

推進した。その結果、募集件数は平成 16 年度 370 件から平成 17 年度 542 件に増加した。 

5)  事業費削減に関して、戦略的創造研究推進事業において、チーム型研究の新規発足領

域については研究事務所を開設しないことに加え、業務量に応じて既存事務所の人員配

置を見直し、あるいは領域事務所の閉鎖時期の早期化を進めることで事務所に係る人件

費及び維持管理等経費削減を図った。 

6)  昨年度に引き続き、不要時の OA 機器の電源断を徹底し、業務に支障のない範囲で

昼休みの消灯を推奨する等、光熱水費の節約に努めた。その結果、本部執務室において

平成 16 年度と比較して 2%程度の節約効果があった。また、什器や備品等で反復使用可
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能なものについては再利用を推進する等の節約にも努めた。 

7)  文献勘定事業においては、収支改善を一層推進するため、第 1 期（平成 16 年～18 年

度）文献事業経営改善計画に基づき、データベース作成合理化（削減効果 130 百万円）、

システム運用経費の見直し（削減効果 90 百万円）を行った。また、平成 18 年度に向け

文献抄録作成の契約にあたり、委託機関の選定として 12 月に一般競争入札を実施し、

抄録作成経費の削減を図った（削減効果 31 百万円）。さらに、JOIS 運用経費を見直し、

平成 18 年度からの大幅節減（節減効果 550 百万円）の見通しがついたことは特筆に値

する。 

8)  事務の電子化については、電子決裁システムの運用を開始することにより、意思決定

の迅速化、省資源化、文書管理の効率化を図った。また、公募事業については、順次電

子申請の受付を開始し、研究者の申請に係る負担を軽減させるとともに、機構内部業務

の効率化を図った。 

 

以上、各計画項目は概ね着実に実施され、また、上記のとおり削減効果も明確に提示

できる等、総合評価の視点を満足していると考え A 評価とした。 
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Ⅲ.   予算、収支計画及び資金計画ⅢⅢ.. 予予算算、、収収支支計計画画及及びび資資金金計計画画    
 
 

 

[総合評価の視点] 
 

○ 一般勘定について、予算、収支計画、資金計画とそれぞれの実績の間に

大きな乖離はないか 
○ 文献勘定事業について、収支改善計画に基づき収益性が改善されているか 
○ 総事業費に占める固定的経費の割合は昨年度より減少しているか 

 
【自己評価】  A 

 
1)  一般勘定について、予算執行状況を客観的に示す「執行残額」は、平成 17 年度は 4,487

百円（平成 16 年度：6,052 百万円）であった。一部の事業で未契約繰越が生じたものの、

総事業費に占める執行残額の割合は平成 17 年度 4.17%であり、概ね計画通りに執行で

き、大きな乖離はなかった。 

2)  文献勘定事業について、平成 17 年度の損益は計画値△2,183 百万円に対して実績△

2,100 百万円であり、収益性が改善された。これは、経営改善計画に沿ったデータベー

ス作成合理化等の推進の他、提供事業の増収を図るべくサービスの質の向上等を実施し

た結果である。 

3)  平成 17 年度の総事業費に占める固定的経費の割合は 5.23%であり、平成 16 年度

（5.93%）より減少させることができた。これは、光熱水費の節約等、一般管理費及び

事業費の削減のための各種取組等によるものと考えられる。 

 ※ ここで「固定的経費」は次の a、b、c の和とする。 

a. 当該年度の決算報告書における経常費用の「一般管理費」全て 

b. 当該年度の決算報告書における経常費用の「業務費」のうち、「水道光熱費」 

c. 当該年度に支出された業務費のうち、経費区分が「土地建物等借料」のもの 

 

以上、評価の視点を満足すること、また、独立監査人からも財務諸表等について財政

状態、運営状況等を適正に表示しているものと認める旨の監査報告が示されている（平

成 18 年 6 月 14 日）ことから A 評価とした。 

 

ⅣⅣⅣ ...   短短短期期期借借借入入入金金金ののの限限限度度度額額額    
評価対象外 

 
ⅤⅤⅤ ...   重重重要要要ななな財財財産産産ををを譲譲譲渡渡渡ししし、、、又又又ははは担担担保保保ににに供供供しししよよようううとととすすするるる時時時ははは、、、そそそののの計計計画画画    

評価対象外 
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Ⅵ.   剰余金の使途ⅥⅥ.. 剰剰余余金金のの使使途途    
  

 

[総合評価の視点] 
 

○ 目的積立金を取り崩している場合、その使途は中期計画に定めた方針に

則った適切なものであるか 

 
平成 17 年度は目的積立金を取り崩しておらず、評価の対象外とする。なお、平成 18

年 3 月末において、目的積立金は 12 百万円である。 

 
ⅦⅦⅦ ...   そそそののの他他他主主主務務務省省省令令令ででで定定定めめめるるる業業業務務務運運運営営営ににに関関関すすするるる計計計画画画    

 
11..  施施設設及及びび設設備備にに関関すするる計計画画  

評価対象外 
 

2.  人事に関する計画2. 人事に関する計画  
 
 

 

[総合評価の視点] 
 

○ 研究評価の充実の観点から、研究経験を有する者を積極的に登用できたか 
○ 業務の効率化を進め、常勤職員数及び人件費総額は見込み通りであったか 

 
【自己評価】  A 

 
1)  平成 17 年度末において、プログラムディレクター（PD）を 11 名（理事 1 名を含む）、

プログラムオフィサー（PO）を延べ 129 名登用している。ここで、上記人数は戦略的

創造研究推進事業、社会技術研究開発事業、革新技術開発研究事業、先端計測分析技術・

機器開発事業、研究開発戦略センター、独創的シーズ展開事業、重点地域研究開発事業、

及び地域結集型共同研究事業を対象としている。なお、関係行政機関の委託による事業

（科学技術振興調整費、キーテクノロジー研究開発の推進、原子力システム研究開発）

における PD、PO を含めると、延べ PD 27 名、PO 189 名である。 

2)  各事業で登用した PO、PD は、大学や民間企業等での自らの研究開発経験を活かし

つつ、各課題の研究開発推進及び成果の取り纏めの他、事業運営に助言を適宜行う等、

競争的研究資金制度の運営に大きな役割を果たしている。 

3) 競争的資金制度における PD 及び PO の要件、任務等を定めた規則を制定するととも

に、研究経験を有する者の PO への登用を促進するため、PO 資格認定制度を定め、PO
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育成を推進している。 

4)  平成 17 年度末の常勤職員（任期の定めのない職員）数は、年度計画の 473 名に対し

て 466 名であった。一方、人件費（上述常勤職員）総額は、年度計画の 4,884 百万円に

対して 4,520 百万円であった。 

5) 平成 16 年度における機構職員と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標を公表

した。指標は 100 を上回ったが、これは、事務所の多くが大都市中心部に所在している

こと、並びに高度かつ複雑化する業務や今後一層重視される国際的な業務に対応しうる

人材が求められているため、優秀な実務経験者を積極的に採用していること等に起因す

る。中途採用により雇用した職員が前職の経験を活かしつつ業務を行うことにより、結

果的に業務の質が向上し、業務効率化にも寄与するものと考えている。また、平成 17

年度は、平成 18 年度に実施する給与改定等措置に向けた分析及び検討を行った。 

6)  「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）に基づく総人件費改革つい

て、平成 18 年度からの取組に向け、中期計画の改定等の措置を講じた。 

7)  前年度同様、全部室長へのヒアリングを通して業務量の変動や職員個々の適性・能力

を的確に把握し、これを踏まえて適切に組織編成・人事配置を行った。 

8)  外部の機能を活用して業務の効率を高めるため、前年度同様、事業支援業務（謝金の

支払い等）、施設管理、給与計算業務、システム運用管理、データ入力・管理、イベン

ト開催支援等、機構事業全体について外部に委託できる業務は、極力アウトソーシング

を行った。 
 
 

以上、中期計画に記された人事に関する方針、ひいては評価の視点を満足することか

ら A 評価とした。 

 
33..  中中期期目目標標期期間間をを超超ええるる債債務務負負担担  

評価対象外 
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計画項目評価 
（実績報告及び自己評価） 
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ⅠⅠ－－１１．．新新技技術術のの創創出出にに資資すするる研研究究  

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

社会経済や科学技術の発展、国民生活の向上に資するため、新技術の創

出に資する基礎研究及び基盤的研究開発に係る業務を行う。 

（１）戦略的な基礎研究の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

  競争的環境下で基礎研究を推進し、文部科学省が社会的・経済的ニーズ

に基づき設定する戦略目標の達成に資する研究成果を得る。 

  研究の推進に当たっては、戦略目標の達成に向けた最適な研究領域を設

定し、それぞれの研究領域毎に研究総括を置いて、国内外の産学官の研究

者により適切な研究体制を構築する。 

  また、卓越した人物を総括責任者とする独創性に富んだ基礎研究、基礎

的分野における世界の英知を集めた国際共同研究、特定分野におけるシミ

ュレーション等計算科学技術を活用した研究開発などについては新たな課

題の採択は行わないものの、既に研究を開始している課題についてはそれ

ぞれの研究目的を達成する。 

  これらの研究成果については公表、普及するとともに、研究の推進に当

たり、公正で透明性の高い評価を実施し、研究計画の見直し及び資源配分

への適切な反映による効果的・効率的な研究管理を行う。 

① 国が定めた戦略目標の達成に向けた基礎研究の推進 
 

イ．研究領域、研究総括の選定 
 

中期計画 (A01) 

  研究領域、研究総括の選定は、機構による内外の研究動向等の調査・分析をもとに、

戦略目標の達成に向けた多様なアプローチを確保することに留意しつつ、外部専門家の

評価を踏まえてこれを行う。また、評価の結果を公表する。 

● 年度計画 (17a01) 

  機構による調査・分析をもとに研究領域、研究総括を外部専門家の評価を踏まえ選定

し、その評価結果を公表する。 
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【年度実績】 

・ 公募型研究では、国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズを踏まえ、社会的インパクト

の大きい目標（戦略目標）を国が設定し、その下に推進すべき研究領域を機構が定め、研

究総括の下で戦略目標の達成を目指した基礎研究を進める。 

・ そのため、戦略目標の下にどの様な研究領域を設定し、どういった研究総括を選定するか

が非常に重要でありこの点に十分に留意して研究領域の設定・研究総括の選定を進めた。 

・ 研究総括の条件は以下のとおりである。 

1. 当該研究領域について、先見性及び洞察力を有していること。 

2. 研究課題の効果的・効率的な推進を目指し、適切な研究マネジメントを行う経験、能

力を有していること。 

3. 優れた研究実績を有し、関連分野の研究者から尊敬・信頼されていること。 

4. 公平な評価を行いうること。 

・ 研究領域及び研究総括は以下の選考プロセスにより設定・選定した。 

1. 研究開発戦略センターの協力を得ながら研究領域及び研究総括候補の調査を開始 

2. 有識者へのヒアリングを通じて各研究領域について 2～3 名程度に候補者を絞り込み、

担当役員・理事長・研究主監（PD に相当）等の了承を得る 

3. 候補者本人への依頼・内諾を経て研究領域案及び研究総括候補者を決定 

4. 科学技術振興審議会基礎研究部会への諮問・答申（平成 17 年度分：平成 17 年 3 月

28 日、平成 18 年度分：平成 18 年 4 月 20 日）、理事長決裁（平成 17 年度分：平成 17

年 3 月 28 日、平成 18 年度分：平成 18 年 4 月 20 日）を経て研究領域及び研究総括を

決定（平成 17 年度分：9 領域（9 名）、平成 18 年度分：8 領域（9 名）） 

5. 選定の結果については、プレス発表及び機構ホームページにおいて公表した（平成

17 年度分：平成 17 年 3 月 29 日、平成 18 年度分：平成 18 年 4 月 24 日）。 

・ 総括実施型研究 ERATO タイプでは、科学技術の新しい源流となり得るような研究構想を

もつ研究総括をいかにして的確に選定し、その研究者の構想の実現に向けた研究の支援をい

かに行うかが重要となる。そのため、研究総括となるべき研究者を広範な母集団から絞り込

んでいく際の指針を明確にして選定の手続きを進め、以下の選考プロセスにより選定した。 

 （ERATO タイプ） 

1. 推薦公募、研究開発戦略センターによる調査、シンクタンクへの委託アンケート調査

等により候補者の一次候補者の母集団を作成（平成 17 年度発足分候補者 1,141 名） 

2. 有識者による絞り込み（1,141 名→108 名）＜機構の基礎研究事業を理解している有

識者（科学技術振興審議会基礎研究部会の専門委員に委嘱。情報・電子・機械、物質・

材料、ライフサイエンスの 3 分野に、各 3 名）の意見による絞り込み＞ 

3. 外部専門家によるレビュー、専門委員による絞り込み 

絞り込み後の候補者に研究構想の提案提出を打診（108→36 名のうち 25 名が提出） 

4. 科学技術振興審議会基礎研究部会における書類審査（25 名→9 名） 
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5. 面接審査（9 名→4 名）を行い、審議により 4 名の研究総括を決定 

6. 選定の過程及び結果については、プレス発表及び機構ホームページにおいて公表した

（プレス発表：平成 17 年 8 月 23 日）。 

7. 総括実施型研究 ICORP タイプでは、平成 17 年度より、一般公募方式に改め、面接選

考時に相手国総括も招聘し、評価を行い、以下の選考プロセスにより選定した。 

 （ICORP タイプ） 

1. 研究提案募集 

初めて電子公募システムを利用し、募集受付を行った。 

※研究費枠は、5 ヵ年あたり (i) 4 億円タイプと(ii) 8 億円タイプの選択制。 

2. 提案受付［応募者（44 名）］  

44 名の研究者より研究提案の提出があった（4 億円タイプ 30 件、8 億円タイプ 14 件）。 

3. 科学技術振興審議会における選考 

上記 44 件の提案について、科学技術振興審議会基礎研究部会に諮問し、書類審査

（44 名→7 名）と面接選考（7 名→2 名）を行い、審議により 2 名（各研究費枠 1 名

ずつ）の研究総括及び研究領域を決定した。 

4. 選定の過程及び結果については、プレス発表及び機構ホームページにおいて公表した

（プレス発表：平成 18 年 2 月 20 日）。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

新規発足した研究領域・研究総括の選定はどの様な手法・アプローチで行われたか、

また、その時の外部専門家の位置づけ、役割などを勘案して総合的に評価する。 

また、評価結果が公表されたかについても考慮する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 公募型研究、総括実施型研究各々について、機構による調査・分析を基に研究領域、研究

総括を設定・選定した。特に、平成 18 年度新規発足領域の調査に関しては、戦略目標通知

日以前にあらゆる可能性を考慮し開始した。 

・ その際、透明性の確保及び公平・公正の観点から、有識者たる外部専門家（科学技術振興

審議会）の評価を踏まえて設定・選定を行った。 

・ 評価過程及び結果についてはプレス発表を行うとともに、機構ホームページにより公表した。 

・ また、機構のシンクタンクである研究開発戦略センターの調査・分析機能を活用し、緊密

に打合せ等情報交換を行い、協力しながら選定作業を進めるとともに、研究主監（PD に相

当）の意見も踏まえて設定・選定を行った。 

・ 特に、研究領域の運営を行う研究総括については、顕著な成果を挙げ、運営能力に長けて

いる理想的な人材を選定した。結果として、産学、地域、男女共同参画の点から非常にバ

ランスの良い選定ができたことは、特筆すべきことと言える。 
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・ 総括実施型研究 ICORP タイプでは、平成 17 年度より、透明性、公正性をより高めるため

選考方法を見直し、一般公募方式に改めた。さらに、選考においては、面接選考時に相手

国総括も招聘し、人柄、研究実績、協力関係構築の実現性について、より具体的に評価を

行い選定したことは、特筆すべきことと言える。 

 

ロ．研究領域の迅速な立ち上げ（バーチャルラボの構築） 
 

中期計画 (A02) 

公募型の研究領域及び研究総括を戦略目標の通知を受けてから1ヶ月程度以内に選定する。 

● 年度計画 (17a02) 

公募型の研究領域及び研究総括を戦略目標の通知を受けてから1ヶ月程度以内に選定する。 

 

【年度実績】 

・ 公募型研究の研究領域を迅速に立ち上げるため、文部科学省から戦略目標が通知された後

の研究領域設定、研究総括選定に関する調査、社内外の手続きを速やかに進める体制を構

築し対応にあたった。 

・ また、研究開発戦略センターとの連携をとりつつ、協力しながら対応を行った。 

・ 平成 18 年度新規発足研究領域に関しては、戦略目標の通知日が平成 18 年 3 月 6 日に対し、

研究領域及び研究総括選定日（理事長決裁日）が平成 18 年 4 月 20 日であり、1 ヶ月程度以

内に選定を終了した。 

・ なお、平成 18 年度の既存研究領域の募集については、戦略目標の通知が 3 月と昨年度よ

り 1 ヶ月遅れたため、新規研究領域の募集とは切り離して、3 月 16 日より開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

戦略目標の通知を受けてから 1 ヶ月程度以内に公募型の研究領域及び研究総括を

選定できたか。 

また、選定に至るプロセスについても参考にする。 

S A B F

 （なし）  選定できた  不満足な点が認められる  選定できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 18 年度の新規発足研究領域、研究総括を、戦略目標の通知を受けてから 1 ヶ月程度

以内に選定することができた。 

・ 平成 18 年度発足分は 8 領域あり多少時間がかかったが、適切な研究領域を設定し、先の

年度実績に示した条件を満たす優れた人材を研究総括として選定することがより一層重要
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であり、結果として外部有識者や研究開発戦略センターの意見を踏まえて適切な研究領域

及び理想的な人材を選定できた。 

 

 

中期計画 (A03) 

  研究総括のイニシアティヴの下、産学官の研究者から研究課題又は研究者等を公募す

るなどにより適切な研究体制を迅速に構築し、研究に着手する。 

中期計画 (A05) 

  適切な研究準備期間の確保のため研究領域、研究総括の決定及び公募の早期化の推進

等を行う。 

● 年度計画 (17a03) 

  公募型の平成17年度発足研究領域及び既存の研究領域において、平成17年度に採択し

た研究課題について、採択決定後速やかに研究に着手するため、研究計画の策定、研究

代表者説明会の開催、研究契約の締結等を進める。 

 

【年度実績】 

・ 公募型の研究領域においては、平成 17 年度発足の 9 領域及び平成 16 年度までに発足した

7 領域において、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て事前評価を行い、1,761 課題の

応募に対して 116 課題を採択した（プレス発表：平成 17 年 8 月 19 日）。 

・ 課題の採択（事前評価）の際は、戦略目標や研究領域から見て適当か、先導的・独創的な

基礎研究であるか、今後の科学技術に大きなインパクトを与える可能性を有しているか等

の視点で選定を行った。また、採択されなかった課題に対しては、不採択理由を添付して

通知した。 

・ 採択課題決定後は、各々の担当部署が研究総括と連携を取りつつ、研究計画の確認及び研

究費予算額の決定、研究者をサポートする本部担当・領域スタッフ・領域事務所の設置、研

究代表者及び個人研究者に対する事務処理説明会の開催、研究者の所属機関との研究契約の

締結、研究者等の雇用手続き等を速やかに進め、全課題について 10 月に研究を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

採択決定後速やかに研究に着手できるよう、研究開始に至るまでの各プロセスが無

駄なく手順を踏んで行われているかなどを勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、公募型研究については研究総括のイニシアティブの下で研究課題を

選考・採択した。 

・ 課題採択後は研究開始に必要な体制の構築や手続きを速やかに進め、当初予定どおり全課
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題について 10 月に研究を開始した。 

 

 

● 年度計画 (17a04) 

  総括実施型の平成17年度発足研究領域については、採択決定後速やかに研究に着手する

ため、研究計画の策定、研究実施場所の設営、研究者等の雇用手続等を進める。 

 

【年度実績】 

・ 総括実施型の研究領域においては、科学技術振興審議会での審議を経て、ERATO タイプ

について 4 領域（プレス発表：平成 17 年 8 月 23 日）、ICORP タイプについて 2 領域（プレ

ス発表：平成 18 年 2 月 20 日）を選定した。 

・ 研究総括の決定後は、研究開始に必要な手続きである、研究総括の委嘱、研究計画の策定、

研究者・事務スタッフの採用、研究実施場所の設営、研究設備購入等を速やかに進め、各

プロジェクトが速やかに研究に着手できるよう努めた。 

・ ERATO タイプは、選考過程を効率化した結果、前年度より研究開始時期を 1 ヶ月早め、

全 4 プロジェクト（「浅田共創知能システム」「上田マクロ量子制御」「岩田ヒト膜受容体構

造」「長谷部分化全能性進化」）が 9 月 1 日に研究を開始した。 

・ ICORP タイプは、2 プロジェクト「超短パルスレーザー」「時空間秩序」が 3 月 1 日に研

究を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

採択決定後速やかに研究に着手できるよう、研究開始に至るまでの各プロセスが無

駄なく手順を踏んで行われているかなどを勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、早期に研究に着手できるよう速やかに必要な手続きを進める等適切

な支援を行った。 

・ ERATO タイプについて選考過程を効率化した結果、前年度より研究開始時期を 1 ヶ月早

めることができた点は、研究領域の早期立ち上げ及び適正な研究期間確保の点から特筆す

べき成果と考えている。 

 

 

中期計画 (A04) 

  研究課題の事前評価は、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て行う。 

● 年度計画 (17a05) 

  公募型の研究課題の事前評価は、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て行う。 
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【年度実績】 

・ 平成 17 年度は 16 領域において公募を行い、1,761 件の研究提案に対して 116 件の研究課

題を採択した。 

・ 研究提案は、研究領域毎に、研究総括が領域アドバイザー（※）等の協力を得て、書類選

考（一次審査）、面接選考（二次審査）等を行い、その結果に基づいて研究代表者及び研究

課題を選定した。選考の結果については、応募者に理由を付して通知し、不採択者からの

問い合わせに対しては、機構が適切に対応した。 

※当該研究領域又は研究領域の研究に関し学識を有する者の中から、研究総括等の要請に

基づき理事長により委嘱又は任命された者であり、研究総括の求めに応じ、研究領域にお

ける研究代表者、研究者、研究課題の選考に関し選考アドバイザーとして意見を述べる。 

・ 研究課題の重複申請の把握、不合理な複数課題獲得の排除を行い、採択した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

公募型研究の研究課題の事前評価はどの様な手法・アプローチで行われたか、ま

た、その時の研究総括及び領域アドバイザーの位置づけ、役割などを勘案して総

合的に評価する。 

募集期間の確保など、課題募集の周知徹底が図られているかについても参考とする。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 公募型研究の研究課題について研究総括が領域アドバイザーの協力を得て事前評価を適切

に行った。 

・ 機構ホームページ上で課題募集の事前告知及び募集開始告知を行うとともに、メールマガ

ジン登録者への募集開始の旨の配信、研究機関へのポスター・募集要項の配布、学会誌や

新聞への募集関係記事掲載、募集説明会を行う等、課題募集の周知徹底を図った。また、

募集期間は平成 17 年 3 月 30 日～5 月 23 日と十分な期間を確保した。 

・ 研究総括及び領域アドバイザーに対し、課題採択における機構のポリシーを伝え、公平、

公正、透明に選考を行うこと、知り得た秘密は厳守することを徹底し、厳格に評価、選考

を行った。 

 

 

中期計画 (A06) 

  公募による研究提案の受付について平成 17 年度を目途に、電子システムの導入を図る。 

● 年度計画 (17a06) 

  平成17年度に公募を開始する公募型の研究提案の受付について電子システムを利用し

た受付を適切なものから開始する。 
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【年度実績】 

・ 電子公募システムの開発が完了し、平成 17 年 6 月 30 日に納品された。 

・ 総括実施型 ICORP タイプより、研究提案の受付に電子公募システムを利用し、平成 17

年 9 月 26 日より募集を開始した。 

・ チーム型研究 CREST タイプ既存領域において、研究提案の受付に電子公募システムを利

用し、平成 18 年 3 月 16 日より募集を開始した。 

・ 電子公募システムの導入により、従来書面で行っていた提案書の提出手続きがインターネ

ットを利用して行うことができることにより利便性が出るとともに、提案書の受付処理作

業においても効率化が図れた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

平成 17 年度に公募を開始する研究提案の受付について電子システムを利用した

受付を開始できたか。 

電子システム導入による業務効率化等の状況も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  開始できた  不満足な点が認められる  開始できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、研究提案の受付について電子公募システムを利用した受付を開始した。 

・ 電子公募システムを大きな問題もなく運用した。 

・ 電子公募システムを導入することによりペーパーレス化を実現し、受付手続きの利便化、

作業量の削減等効率化が図れた。 

 

ハ．研究領域の効果的運営（バーチャルラボの効果的運営） 
 

中期計画 (A07) 

 研究者個人で行う小規模な研究から共同研究チームや米国をはじめとする海外との連

携を含んだプロジェクトを編成して行うものまで、様々な研究実施体制を考慮した運営

に留意する。 

● 年度計画 (17a07) 

  既存の公募型46領域及び平成17年度に発足する新規領域について、並びに既存の総括実施型

18領域及び平成17年度に発足する新規領域について、研究を推進する。 

 

【年度実績】 

・ 機構は迅速な事務処理等の必要な支援を行い、公募型 55 領域及び総括実施型 24 領域につ
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いて研究を推進した。 

・ 平成 17 年度は、3 名の研究主監（PD に相当）を非常勤で招致した。この 3 名と常勤 PD

（北澤宏一・機構理事）、関係部長が集まる研究主監会議を毎月 1 回開催し、戦略的創造研

究推進事業の全般に渡りその運営方針について討議し、事業運営の改善に努めた。また、

研究主監は、サイトビジットや研究総括へのインタビューにより研究及び事業の実施状況

の把握に努めた。 

・ 公募型研究の研究総括は、各課題毎の研究計画立案時の助言や、サイトビジット・領域会

議の場での研究実施についての助言、研究の進捗状況を踏まえた予算配分調整、研究課題

評価、領域シンポジウムの主催等を通じて研究領域の効果的運営に努めた。 

・ 公募型研究のうちチーム型研究については、引き続き採択テーマ数、研究費配算、各研究

テーマの研究期間等の決定に際しての裁量を研究総括に委ねることにより、効率的・効果

的なバーチャルラボの運営を推進した。 

・ また、研究事務所や機構本部においても、研究総括の活動を補佐するとともに、事務所ス

タッフや本部職員が研究者を訪問した際に出た要望を吸い上げ、事務所あるいは本部で検

討の上、対応すべきものについて適宜対応を行い、研究者が効率的に研究を推進できるよ

う支援を行った。 

・ 総括実施型の研究総括は自らプロジェクト（研究領域）を牽引し、機構本部及び事務所が

必要なサポートを行うことにより、両者が連携して円滑に研究を推進した。 

・ さらに、技術参事や機構本部による特許出願支援を行う等、研究者ができるだけ研究に集

中できるように、様々な側面から研究の側面支援を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究総括及び機構本部のバーチャルラボの運営は効果的かつ適切であったか、円滑

な研究推進のための支援を行うことができたか等を勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 機構は迅速な事務処理や研究者からの要望等への適切な対応等、円滑な研究推進のための

支援を行った。また、研究総括の補佐も適切に行うことができた。 

・ また、総括実施型研究では、研究総括は自らプロジェクト（研究領域）を牽引し、円滑で

着実な研究推進に努めた。 

・ 研究主監会議の場で戦略的創造研究推進事業の全般に渡りその運営方針について討議し、

さらに研究主監自らがサイトビジットや研究総括へのインタビューを行い、円滑な研究推

進のための事業運営の改善に努めたことは、特筆すべきことと言える。 

・ また、公募型研究のうちチーム型研究については、引き続き採択テーマ数、研究費配算、

各研究テーマの研究期間等の決定に際しての裁量を研究総括に委ねることにより、研究総

括を基本としたバーチャルラボ運営を効率的・効果的に進めた。 
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中期計画 (A08) 

 研究総括が研究代表者等とのコミュニケーションを通じて、研究の進捗状況等の把握

を行うとともに、研究の進め方、方向性等について助言等を行う。 

● 年度計画 (17a08) 

  研究総括が研究代表者等とコミュニケーションを図り、研究に関して、進捗状況等の

把握、助言等を行う。 

 

【年度実績】 

・ 公募型研究の研究総括の業務には、研究領域（＝バーチャルラボ）の運営責任者として、

研究領域全体の運営方針決定及びマネジメント、研究進捗状況の把握と助言・指導、研究

費の配分決定、研究課題の中間・事後評価の実施等があり、研究総括は研究代表者等との

十分なコミュニケーションに留意しつつ研究領域運営を行った。 

・ 個人型研究では 1 研究領域当たり年 2 回の領域会議を開催し、研究の進捗状況の発表やそ

れに対する助言や議論等を行った。 

・ 領域会議の概要は以下のとおりである。  

1. 研究領域毎に年 2 回開催する。 

2. 研究総括、領域アドバイザー、個人研究者、領域事務所スタッフ、本部担当者が一堂

に会し、2～3 日程度の合宿形式で行われる。 

3. 各研究者の研究進捗状況の発表が行われ、それに対して研究総括や領域アドバイザー

からの助言やその他参加者も含めた議論が行われる。 

4. 会議終了後も懇親・議論の場が設けられコミュニケーションが図られる。 

・ チーム型研究では領域毎に行うシンポジウムや随時行うサイトビジット等の機会に研究の

進捗状況の把握や助言等を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究総括と研究代表者等とのコミュニケーションはどの様に行われたか、また効

果的なコミュニケーションを図ることができたかなどを勘案して評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績のとおり、研究総括は領域会議・サイトビジット等を通じて研究代表者等とコミュニ

ケーションを図り、研究に関して、進捗状況等の把握、助言等を行った。 

・ チーム型研究においては、研究領域毎に年 1 回程度行われる研究成果報告会やシンポジウ

ム等での意見交換（研究総括、領域アドバイザー、研究代表者が参加）、さらにサイトビジ

ットの場で研究の進捗状況の把握や助言、議論等を行うとともにコミュニケーションを図

っている。 
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・ 特に個人型研究で行われている領域会議は、機構独特のユニークな制度であり内外から高

い評価を得ている。合宿形式の領域会議において、研究の進捗の発表を行うとともに、研

究内容について活発に議論し、今後の研究の進め方等について研究総括の適切なアドバイ

スを得る等、研究総括と研究者等の効果的なコミュニケーションが図られている。 

 

 

中期計画 (A09) 

  研究総括のマネジメントの下、研究者の属する組織を越えた柔軟かつ機動的な資源配

分を行うため原則として機構が予算を直接執行する。 

● 年度計画 (17a09) 

  研究総括のマネジメントを確保しつつ、平成16年度以降に発足したチーム型研究の研

究領域については、原則として研究機関が予算を執行し、それ以外については原則とし

て機構が予算を直接執行する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 16、17 年度に発足したチーム型研究の研究領域は、原則として研究者の所属する研

究機関と委託研究契約を締結して研究を推進した。 

・ 平成 16 年度以降に発足したチーム型研究を除く研究領域については、総括のマネジメン

トの下で、機構が直接執行し、研究課題の進捗等による必要性に応じて必要な予算を措置

できるよう弾力的な運営を行った。 

・ 総括のマネジメントによりバーチャルラボを効果的かつ効率的に運営するため、総括裁量

経費（研究進捗状況等に応じた、総括の判断による研究期間途中での研究費の追加配賦等）

を予め予算化し、研究計画、研究体制等について、研究総括の裁量を発揮した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 平成 16 年度以降に発足したチーム型研究の研究領域について、原則とし

て研究機関が予算を執行したか 

指標β： 上記以外について、原則として機構が予算を直接執行したか 

研究機関への委託方式に切り替えたことにより、機構の事務経費を削減することが

できたか、研究総括の裁量はどのように発揮されたかについても考慮する。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 16、17 年度に発足したチーム型研究の研究領域は、原則として研究者の所属する研
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究機関と委託研究契約を締結して研究機関が予算を執行した。予算は研究マネジメント・

評価等の経費や事務経費を除いた研究費を全額委託し、委託研究費の 30%を上限とする間

接経費を研究機関に支出した（指標α：○）。 

・ 平成 16 年度以降に発足したチーム型研究を除く研究領域については、原則として機構が

予算を直接執行した（指標β：○）。 

・ 研究機関への委託方式に切り替えたことにより、事務所経費をはじめとする機構の事務経

費を削減した。 

・ 各研究課題への予算配分については、研究総括のマネジメントの下で年数回の見直しを行

うことにより、必要な研究課題に必要な予算を措置できるよう弾力的な運営を行うととも

に研究総括裁量経費による裁量を発揮した。 

 

 

中期計画 (A10) 

  公募による研究課題を推進する研究機関に対しては、十分な直接研究費を確保しつつ、

研究費総額の 30%の間接経費に相当する経費を措置できるよう努力する。 

● 年度計画 (17a10) 

 研究の推進に当たっては、委託により研究を実施する際は、委託研究費の30%を上限

とする額を間接経費として支出する。また、必要に応じて使用する研究施設の借料・光

熱水料等、研究環境に係わる経費を研究機関に支出する。 

 

【年度実績】 

・ 委託により研究を実施する際には、間接経費として委託研究費の 30%を上限とする額を、

さらに、研究者の研究環境を整備するための経費（例：研究実施場所借料・光熱水料・研

究者受入経費等）を研究機関に対して支出した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 委託研究費の 30%を上限とする額を間接経費として支出したか 

指標β： 必要に応じて研究環境に係る経費を研究機関に支出したか 

間接経費措置に向けてどのような対応を行ったのか等についても参考にする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 委託により研究を推進する場合においては、原則として委託研究費の 30%を上限とする間

接経費を措置した。ただし、民間企業等については、機構の規程や研究契約締結の際の協
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議により委託費率を決定した（指標α：○）。 

・ 研究者の研究環境を整備するための経費（例：研究実施場所借料・光熱水料・研究者受入

経費等）を、研究機関に対して支出した（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (A11) 

 外国の研究機関との共同研究については、主要国の科学技術に関する動向を把握して、

カウンターパートと連携してプロジェクトを構築することに留意する。 

● 年度計画 (17a11) 

  総括実施型の研究領域のうち、外国の研究機関と共同して研究を実施するものについ

ては、当該研究機関と連携して研究を推進する。 

 

【年度実績】 

・ ICORP タイプにおいて、継続 6 プロジェクト（「膜機構」、「量子スピン情報」、「超分子ナ

ノマシン」、「ナノ量子導体アレー」、「計算脳」、「器官再生」）について、外国の研究機関と

の間で締結した共同研究合意書及び研究基本計画に基づき、引き続き研究を推進した。 

・ 研究の推進にあたっては、各プロジェクトの研究進捗及び実行予算の希望を年 2 回聴取し、

運営に反映させた。また、事務参事会議を年 2 回開催して情報交換を行い、円滑な研究推

進のための支援に努めた。 

・ 平成 17 年度の新規採択プロジェクトについては、研究構想提出のあった 44 件の最終候補

課題について、科学技術振興審議会基礎研究部会において審議の結果、「超短パルスレーザ

ー」、「時空間秩序」の 2 件の研究領域の選定及び研究総括の指定を得、平成 18 年 3 月 1 日

に発足した。また、相手国側研究機関との研究協力体制について、調整・交渉を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

外国の研究機関と研究の役割分担・体制など調整し、円滑な研究推進のための支

援ができたかなどを勘案し総合的に評価する。 

   

【自己評価】  Ａ 
  実績に示したとおり、外国の研究機関と研究の役割分担・体制等、調整した上で円滑な研

究推進のための支援を行った。 

 

ニ．研究の評価及びフォローアップ 
 

中期計画 (A12) 

  研究課題については、研究総括及び研究総括に協力する領域アドバイザー又は外部専
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門家が中間評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見直しや資源配分へ反映させる

とともに、事後評価を行い、当初の研究目的の達成状況を明らかにして公表し、事業運

営の改善に資する。 

● 年度計画 (17a12) 

  公募型の各研究領域の研究総括及び領域アドバイザー、さらに必要に応じて外部専門

家を加え、チーム型研究においては、平成14年度採択の116課題および平成15年度採択の

5課題について中間評価を行うとともに、平成17年度終了の42課題については事後評価に

着手する。また、平成17年度終了の個人型研究146課題について、事後評価に着手する。 

 

【年度実績】 

・ 研究総括が領域アドバイザー、必要に応じて機構が選任する外部の専門家の協力を得て、

平成 14 年度採択のチーム型研究 116 課題及び平成 15 年度採択の 5 課題について中間評価

を行った。平成 17 年度終了のチーム型研究 42 課題について事後評価に着手した。また、

平成 17 年度終了の個人型研究 146 課題について、事後評価に着手した。 

・ 中間評価は、研究の進捗状況と今後の見込み、研究成果の現状と今後の見込み等の視点か

ら行い、事後評価は、外部発表、特許等の研究成果の状況、得られた研究成果の科学技術

への貢献といった視点から実施した。 

・ 事後評価については、制度運営改革の一環で研究期間を平成 18 年 3 月末まで延長可能と

したため研究期間の終了時期に合わせて実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 対象課題について中間評価を適切に実施できたか 

指標β： 対象課題について事後評価に着手できたか 

課題評価に携わった研究総括及び領域アドバイザー、外部専門家の役割及び評価結

果についても参考にする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、対象課題全てについて中間評価を実施した。研究領域毎に研究総括

が領域アドバイザー、必要に応じて機構が選任する外部の専門家の協力を得て、研究課題

毎に、研究者との面談、研究実施場所での調査等により適切に行った（指標α：○）。 

・ 中間評価結果は、「非常に質の高い研究成果が得られている」、「優れた成果を挙げつつあ

り、その成果が実用に供され始めている」、「国内外の類似の研究に比較してトップグルー

プを行く成果が得られていると認められる」、「高く評価される」、「予想以上な速度で進展
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し、ベンチャーへの展開にまで進んでいる」等、概ね高い評価を受けた。 

・ 実績に示したとおり、対象課題全てについて事後評価に着手した（指標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17a13) 

  公募型の研究課題の評価結果は当年度或いは翌年度に必要に応じ研究チーム編成の見

直し、資源配分、事業運営の改善等に反映させる。 

 

【年度実績】 

・ 中間評価（121 件）の結果を受け、必要に応じてチーム編成の見直しや資源配分へ反映さ

せた。その反映状況は以下のとおりである。 

1. 研究費の増額（200 万円～4,750 万円） 19 件 

2. 研究費の減額（-300 万円～-3,500 万円） 9 件 

3. 研究計画、研究体制の見直し等（研究内容の選択・集中、共同研究） 32 件 

4. その他（研究代表者の急逝による研究終了） 1 件 

・ 事後評価結果についても必要に応じてその後の事業運営に反映させた。 

・ また、事後評価を実施した際の研究総括の見解は、各研究者にフィードバックされ、研究

者のその後の研究活動に活かされている。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

評価結果を元に、必要に応じてチーム編成の見直しや資源配分、事業運営の改善

等に反映できたか。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  必要に応じて反映できた  不満足な点が認められる  反映できなかった
 

 

【自己評価】  Ｓ 
  実績に示したとおり、評価結果は必要に応じてチーム編成の見直しや資源配分、その後の

事業運営に反映している。研究費について、研究の進捗、成果に応じメリハリのある配分

を行い、厳格に評価結果を反映しており、特筆すべきことと言える。 

 

 

中期計画 (A13) 

  優れた成果が期待されかつ発展の見込まれる研究課題については、当初の研究期間終

了の 6 ヶ月以上前から引き続き新たな研究期間を設定するための評価を行った上で、当

初の研究期間を越えて切れ目無く研究が継続できるよう措置する。 
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● 年度計画 (17a14) 

  平成18年度に研究が終了する研究課題の研究代表者等より研究提案を募り、外部専門

家による評価を踏まえ、研究期間終了後に発展研究へ移行する研究課題を研究期間終了6

ケ月以上前に決定する。 

 

【年度実績】 

  発展研究については、戦略的創造研究推進事業の予算を圧迫し始めていることや応募でき

る研究者が極めて限られる等の問題点を解消すべく発展研究としては平成 18 年度募集分よ

り新規の採択は行わないとする制度変更を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究を継続する課題の決定が、研究期間終了の何ヶ月前であるかについて評価する。 

決定に至るプロセスや継続割合についても参考とする。 

また、制度変更結果も考慮する。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  6ヶ月以上前  4ヶ月超 6ヶ月未満前  4ヶ月未満前
 

 

【自己評価】  

   実績に示したとおり、新規募集・採択は行わないこととしたため、評価対象外とする。 

 

 

中期計画 (A14) 

  研究領域の外部専門家による中間・事後評価により、研究成果及び戦略目標の達成状

況を明らかにするとともに、事業運営の改善に資する。 

  さらに、研究領域終了後 5 年後を目途とした追跡調査により、研究成果の社会還元の

状況等を明らかにし、これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

● 年度計画 (17a15) 

  公募型の平成13年度発足の4領域および平成14年度発足の9領域について中間評価に着

手するとともに、平成17年度終了の12領域について事後評価に着手する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 13 年度発足の 4 領域及び平成 14 年度発足の 9 領域について中間評価に着手した。 

・ 平成 17 年度終了の 12 領域について事後評価に着手した。 

・ 中間評価、事後評価とも平成 18 年 3 月までに評価会を開催した。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

対象領域について中間評価、事後評価に着手できたか。 

評価が終了した領域については、その評価結果も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  着手できた  不満足な点が認められる  着手できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、対象領域全てについて中間評価、事後評価に着手した。 

 

 

● 年度計画 (17a16) 

  公募型の研究領域の評価結果は当年度或いは翌年度に必要に応じ資源配分や事業運営

の改善等に反映させる。 

 

【年度実績】 

  平成 16 年度研究領域の中間評価結果を基に、「生物の発生・分化・再生」、「植物の機能と

制御」の 2 領域について、資源配分や事業運営の改善に反映した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

評価結果を元に、必要に応じて資源配分や事業運営の改善に反映できたか。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  必要に応じて反映できた  不満足な点が認められる 反映できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、評価結果を基に必要に応じて資源配分や事業運営の改善に反映した。 

 

 

● 年度計画 (17a17) 

  総括実施型の平成14年度発足の6領域について中間評価を行う。 

 

【年度実績】 

・ 総括実施型の平成 14 年度発足の 6 領域（ERATO タイプ 4 領域、ICORP タイプ 2 領域）

について中間評価会を実施した。 

・ 中間評価は、研究の進捗状況と今後の見込み、研究成果の現状と今後の見込み等の視点か
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ら実施した。 

・ ICORP タイプの「ナノ量子導体アレープロジェクト」、「超分子ナノマシンプロジェクト」

については、それぞれ「全体としては極めて独創性に富む優れた研究成果を継続的に発信

し、国際的にも非常に高い評価を受けている」、「世界をリードする研究成果であると評価

する」等高い評価を得た。 

・ ERATO タイプの「大野半導体スピントロニクスプロジェクト」、「八島超構造らせん高分

子プロジェクト」、「審良自然免疫プロジェクト」、「山本環境応答プロジェクト」について

は、それぞれ「内容は独創的でかつ波及性が高く、ERATO の趣旨にまさに適合している」、

「常に質の高い研究成果を発信する、非常にアクティビティの高い研究グループである」、

「研究は世界の最先端を走っているといっても過言でない。将来へ向けて新たな研究分野

の創成も期待される」、「独創的で十分な広がりを持った構想による研究を実践している」

等高い評価を得た。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象領域について中間評価は適切に実施できたか。 

評価結果についても参考にする。 

S A B F

（なし）  実施できた  不満足な点が認められる  実施できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、中間評価を実施した。 

・ 評価結果は必要に応じて研究体制や予算配分に反映した。 

 

 

● 年度計画 (17a18) 

  総括実施型の研究領域の評価結果は当年度或いは翌年度に必要に応じチーム編成の見

直しや資源配分等に反映させる。 

 

【年度実績】 

   中間評価の結果を受け、必要に応じて研究計画の見直しや資源配分へ反映させた。大きな

成果と認められたプロジェクトに対しては、さらに研究を推進するため計画変更、予算の

増額を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

評価結果を元に、必要に応じて資源配分や事業運営の改善に反映できたか。 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  必要に応じて反映できた  不満足な点が認められる 反映できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、評価結果を元に研究計画、資源配分の見直しを行った。良い評価を

受けたプロジェクトに対しては、研究をさらに促進させるための支援を行った。 

 

 

● 年度計画 (17a19) 

  平成11年度に終了した個人型研究3領域（93課題）について、追跡調査に着手する。 

 

【年度実績】 

   平成 11 年度に終了した個人型研究 3 領域（遺伝と変化、知と構成、場と反応）（93 課題）

について、追跡評価に着手した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象領域について追跡評価に着手できたか。 

調査が終了した領域については、その調査結果も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  着手できた  不満足な点が認められる  着手できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、該当課題の追跡調査に着手した。 

 

 

● 年度計画 (17a20) 

  研究課題及び研究領域の中間、事後評価、並びに追跡調査については、結果がまとま

り次第、当年度或いは翌年度にホームページ等により公表する。 

 

【年度実績】 

  対象課題及び対象領域について実施した中間評価（課題：134 件（H16 年度 ERATO:4

件、ICORP:2 件 SORST:7 件、H17 年度 CREST:121 件）、領域：2 件（H16 年度 CREST:2

件））、事後評価（課題：192 件（H16 年度 CREST:43 件、さきがけ:142 件、SORST:7 件）、

領域：5 件（H16 年度 CREST:4 件、さきがけ:1 件））の結果について、結果がまとまり次
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第速やかに公表した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究課題及び研究領域の中間・事後評価、追跡調査について、結果がまとまり次

第速やかに評価結果を分かり易く公表できたか。 

公表までのプロセス（速報性等）や、結果の取り纏め状況も参考とする。 

S A B F

（なし）  公表できた  不満足な点が認められる  公表できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
  平成 16、17 年度に実施した中間評価、事後評価結果を取りまとめ次第速やかに公表した。 

 

 

中期計画 (A15) 

  研究課題が終了した研究者に対してアンケート調査を実施し、その結果を制度の改善

に反映させる。 

● 年度計画 (17a21) 

  研究課題が終了した研究者に対してアンケート調査を実施し、当年度或いは翌年度に

必要に応じてその結果を制度の改善に反映させる。 

 

【年度実績】 

・ 制度運営改革の一環で研究期間を平成 18 年 3 月末まで延長可能とした。研究課題終了後

にアンケートを実施するため、当該期間はアンケート実施対象者がなかった。 

・ 平成 16 年度のアンケート結果を基に、平成 17 年度は、研究準備期間の十分な確保、機構

が雇用する研究員等の処遇に関する基本ルールの策定、委託研究費実績報告書の様式を科

学研究費補助金を参考に改訂等の対応を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 研究課題が終了した研究者に対して、アンケートを実施したか 

指標β： アンケート結果の取りまとめ・分析を行ったか 

指標γ： 分析結果を元に、必要に応じ制度改善に反映できたか 

また、機構に対する研究者の満足度も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α：○、指標β、γ：不
 満足な点が認められる

 指標α：実施しなかった
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【自己評価】  

・ 実績に示したとおり、アンケート実施対象者がなかったため、実施していない。平成 17

年度研究課題が終了した研究者に対しては、平成 18 年度に実施する。 

・ 平成 16 年度に実施したアンケート結果を基に、必要に応じ制度改善に反映した（指標γ：○）。 

・ 以上より、評価対象外とする。 

 

② 卓越した人物を総括責任者とする独創性に富んだ基礎研究の推進 
 

中期計画 (A16) 

  研究主題毎に各界から優れた研究者の参加を求め、総括責任者の下に創造的な研究を

推進する。なお、新たな課題は採択しない。 

中期計画 (A17) 

  研究主題については、外部専門家が中間評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の

見直しや資源配分へ反映させるとともに事後評価を行い、当初の研究目的の達成状況を

明らかにして公表し、事業運営の改善に資する。 

● 年度計画 (17a22) 

  継続8プロジェクトについて研究を推進し、平成17年度終了する4プロジェクトについ

て事後評価に着手する。 

 

【年度実績】 

・ 機構は、研究員の雇用、研究実施場所の借用事務、研究物品等の購入、管理事務、安全指

導等を行い、継続 8 プロジェクトについて引き続き研究を推進した。なお、契約・会計・

労務管理等を司る事務参事、広報・成果管理・安全管理等を司り研究総括を補佐する技術

参事をプロジェクト毎に置き、円滑かつ効率的、適正な運営を行った。また、平成 17 年度

には事務参事会議を 5 回、技術参事会議を 1 回実施し、情報交換を行うことで円滑な研究

推進のための支援に努めた。 

・ 平成 17 年度終了の 4 プロジェクト（「今井量子計算機構」「相田ナノ空間」「小池フォトニ

クスポリマー」「関口細胞外環境」）について、外部評価者 3～4 名を選任し、平成 17 年 10

月から 12 月にかけて評価会を開催し、事後評価を行った。 

・ その結果、「この分野における日本の研究の存在感を示し、これからの研究を担う有望な

若手を育成したと高く評価する」「いずれの研究成果も独創性に富み、その多くは画期的で

ある」「本研究は ERATO に相応しい成果を得ており、日本発『知の創成』に大いに貢献し

た」「ERATO プロジェクトの設定目標は既に達成点を超え、もはや国家プロジェクトに展

開する必要があるような様相を呈している」等の高い評価を得た。 

・ 事後評価については、予め評価者にプロジェクトが作成した評価用資料を送付し、査読の

後、評価者が一同に会し総括責任者及び研究員の説明を受ける評価委員会を開催すること
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で、適正な評価が行われるよう配慮した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 各継続プロジェクトについて、円滑な研究推進のための支援を行うこと

ができたか 

指標β： 対象プロジェクトについて事後評価に実施できたか 

評価が終了したプロジェクトについては、評価結果についても参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、適切に支援を行い継続プロジェクトの円滑な研究を推進した（指標

α：○）。 

・ 平成 17 年度終了の 4 プロジェクトについて事後評価を実施した（指標β：○）。 

・ いずれのプロジェクトについても高い評価を得た。 

 

 

● 年度計画 (17a23) 

  評価は外部専門家により行い、事後評価の結果は当年度或いは翌年度に必要に応じ事

業運営の改善に反映させる。 

 

【年度実績】 

   事後評価については、外部専門家 3～4 名を選任して行った結果、適正な運営を行ってお

り、事業運営の改善に反映すべき具体的な提言はなく、この結果による事業運営の変更は

行っていない。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 評価は外部専門家により行われたか 

指標β： 事後評価結果を元に、必要に応じ事業運営の改善に反映できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 予定どおり、評価は外部専門家により行った（指標α：○）。  
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・ 事後評価については、事業運営の改善に関する具体的提言はなかったが、引き続き研究者

に対してきめ細かい支援が行えるよう努めたい（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (A18) 

  研究終了後 5 年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らか

にし、これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

● 年度計画 (17a24) 

  平成12年度終了4プロジェクトについて、追跡調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 追跡調査は、研究終了後一定期間を経た後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者

の活動状況等について調査し、事後評価を補完するとともに基礎的研究の事業に係る評価

に資することを目的として実施した。 

・ 追跡調査については、インタビュー調査をプロジェクト内（総括責任者、研究員等）及び

プロジェクト外の有識者、それぞれ 5～6 名を対象に行った。また同時に、アンケート調査

を行った。 

・ 平成 12 年度終了 4 プロジェクト（「舛本単一量子点」、「加藤たん白生態」、「土居バイオア

シンメトリ」、「御子柴細胞制御」）について、平成 17 年 10 月から平成 18 年 3 月にかけて

追跡調査を実施した。 

・ その結果、「本研究が量子点の物理を掘り下げることによって基礎的な理解に貢献し、そ

の流れを確かなものにした」「他に先んじてこのような研究方法論の有効性を、実例をもっ

て示したことは確かであり、その点で現在の『逆遺伝学的な研究の流れ』を誘起する一因

になった」「理論的計算もユニークで、その後の蛋白質化学に影響を与えた」「Ca2+ の関わ

る生命現象は非常に広汎で普遍性が高いため、周辺研究分野にも高いインパクトを与えて

いる」ということを明らかにできた。一方で「蛋白質ネットワークの体系的な整理や方法

論確立の段階には至っていない」「バイオアシンメトリが概念的で、未だ進路がよく定まっ

ていなかった」という問題点も挙げられた。 

・ アンケートについては、「新たな科学技術分野の開拓」「当該分野の研究水準・技術水準へ

の寄与」「ERATO プロジェクトを経ての総括責任者に対する評価の変化」に関し、1 プロ

ジェクトではあまり肯定的な回答は得られなかったものの、3 プロジェクトでは肯定的な回

答が得られた。特にそのうち 1 プロジェクトでは非常に肯定的な回答が得られた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象プロジェクトについて追跡調査を実施できたか。 

評価結果についても参考にする。 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  実施できた  不満足な点が認められる  実施できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   予定どおり、対象全プロジェクトに対して追跡調査を実施した。 

 

 

● 年度計画 (17a25) 

 事後評価及び追跡調査については、結果がまとまり次第、当年度或いは翌年度にホー

ムページ等により公表する。 

 

【年度実績】 

   事後評価及び追跡調査に関し、結果がまとまったものについては、結果の取りまとめ後 1

ヶ月程度のうちにホームページ上で公表した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

事後評価、追跡調査の結果は、結果がまとまり次第速やかに分かり易く公表できたか。 

公表までのプロセス（速報性等）や、結果の取り纏め状況も参考とする。 

S A B F

（なし）  公表できた  不満足な点が認められる  公表できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   結果がまとまったものについては、比較的速やかに公表できた。また、ホームページ上で

公表することにより、誰でも簡単に評価結果を入手できるようにした。 

 

③ 基礎的分野における世界の英知を集めた国際共同研究の推進 
 

中期計画 (A19) 

  我が国の得意な研究分野と外国の得意な研究分野とをそれぞれ持ち寄って、一体的に

国際共同研究を実施し、基礎的研究分野において国際貢献を果たすとともに、複合化、

学際化が進む基礎的研究の効率的推進を目的として国際共同研究を推進する。なお、新

たな課題は採択しない。 

中期計画 (A20) 

 研究課題については、外部専門家が中間評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の
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見直しや資源配分へ反映させるとともに事後評価を行い、当初の研究目的の達成状況を

明らかにして公表し、事業運営の改善に資する。 

● 年度計画 (17a26) 

  継続2プロジェクトについて研究を推進し、平成17年度終了する1プロジェクトについ

て事後評価に着手する。 

 

【年度実績】 

・ 継続 2 プロジェクト（「カルシウム振動」「エントロピー制御」）について引き続き研究を

推進した。 

・ 研究の推進にあたっては、各プロジェクトの研究進捗及び実行予算の希望を年 3 回聴取し、

必要に応じて資源配分に反映させた。また、事務参事会議を年 2 回開催して情報交換を行

い、円滑な研究推進のための支援に努めた。 

・ 平成 17 年度に終了した 1 プロジェクト（「カルシウム振動」）について、事後評価を外部

有識者 4 名の協力を得て平成 17 年 12 月 14 日に実施した。 

・ その結果、「質的はもとより量的にも卓越したものであり、これらの独創性の高い研究は、

世界のこの分野における牽引役になるとともに、世界の科学技術の発展に多大な貢献をす

るもの」と高い評価を得た。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 各継続プロジェクトについて、円滑な研究推進のための支援を行うこと

ができたか 

指標β： 対象プロジェクトについて事後評価に着手できたか 

評価が終了したプロジェクトについては、その評価結果も参考にする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、各継続プロジェクトについて、円滑な研究推進のための支援を行っ

た（指標α：○）。 

・ 予定どおり、1 プロジェクト（「カルシウム振動」）について事後評価を実施し高い評価を

得た（指標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17a27) 

  評価は外部専門家により行い、事後評価の結果は当年度或いは翌年度に必要に応じ事
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業運営の改善等に反映させる。 

 

【年度実績】 

・ 先に報告したとおり、評価は、機構が選任する外部専門家 4 名の協力を得て実施した。 

・ 事後評価結果について、外部専門家より事業運営の改善に反映すべき具体的な提言はなく、

この結果による事業運営の変更は行っていない。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 評価は外部専門家により行われたか 

指標β： 事後評価結果を元に、必要に応じ事業運営の改善に反映できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、評価は外部専門家により行った（指標α：○）。 

・ 平成 17 年度に行われた事後評価において、評価委員より事業運営の改善に関する具体的提言

はなかったが、引き続き研究者に対してきめ細かい支援が行えるよう努めたい（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (A21) 

 研究終了後 5 年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らか

にし、これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

● 年度計画 (17a28) 

  平成12年度終了2プロジェクトについて、追跡調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 12 年に終了した 2 プロジェクト（「心表象」「神経遺伝子」）について、外部調査会社

に委託して実施した。 

・ 追跡調査では、論文等の調査、プロジェクト参加者及び外部有識者等に面接を実施し、研

究成果の発展状況や活用状況、参加研究者の活動状況等という視点でプロジェクトの波及

効果を調査した。 

・ その結果、心表象プロジェクトについては「日米の脳科学と言語学の先端研究者が協力し

て、従来人文学のものとされた言語イメージと視覚イメージを科学的に取り扱う新分野を

切り開き、世界的な関心を高めた。」、神経遺伝子プロジェクトについては「日加の共同研

究によって、脊髄性筋萎縮症原因遺伝子(NAIP)と筋萎縮性側索硬化症（2 型）の原因遺伝
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子とその遺伝子産物の働きを解明することに成功し、ベンチャーや研究所の設立など、こ

れらの成果を臨床に生かすための動きにつながった。」等とされた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象プロジェクトについて追跡調査を実施できたか。 

評価結果についても参考にする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  実施できた  不満足な点が認められる  実施できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   予定どおり、対象プロジェクトについて追跡調査を実施した。 

 

 

● 年度計画 (17a29) 

 中間・事後評価及び追跡調査については、結果がまとまり次第、当年度或いは翌年度

にホームページ等により公表する。 

 

【年度実績】 

   事後評価及び追跡調査に関し、結果がまとまったものについては、結果の取りまとめ後 1

ヶ月程度のうちにホームページ上で公表した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

中間・事後評価及び追跡調査の結果は、結果がまとまり次第速やかに分かり易く

公表できたか。 

公表までのプロセス（速報性等）や、結果の取り纏め状況も参考とする。 

S A B F

（なし）  公表できた  不満足な点が認められる  公表できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   対象プロジェクトについて予定通り事後評価、追跡調査を実施し、結果がまとまったもの

については、ホームページに公表した。 
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④ 特定分野におけるシミュレーション等計算科学技術を活用した研究開発の推進 
 

中期計画 (A22) 

  公募により発足した課題についてシミュレーション等計算科学技術を活用した研究開

発を実施する。なお、新たな課題は採択しない。 

● 年度計画： （平成 16 年度で終了） 

 

 

中期計画 (A23) 

  研究課題については、外部専門家により、事後評価を行う。評価の結果に基づいて当

初の研究目的の達成状況を明らかにするとともに、事業運営の改善に資する。 

● 年度計画 (17a30) 

  平成16年度に終了した21課題について、外部専門家による事後評価を行う。 

 

【年度実績】 

・ 平成 16 年度に研究開発が終了した 21 課題全てについて、外部専門委員の協力を得て開催

した計算科学技術委員会（平成 17 年 1 月 25 日、1 月 27 日、2 月 2 日、2 月 3 日）による事

後評価結果の取りまとめを実施した。 

・ その結果、ほとんどの課題で「当初計画の達成度は高く、外部発表についても積極的に行

われている」と評価された。また、研究成果として材料設計、医療診断、教育、災害予測

などへの応用が期待されるプログラム等も創出された。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象課題について、計算科学技術委員会および外部専門家により事後評価を実施

したか。 

評価結果についても参考にする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  実施した  不満足な点が認められる  実施できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、全ての課題について事後評価の取りまとめを実施した。 

・ 「国際コンテストで高い評価を得た」「研究開発成果を公開しているホームページのアク

セス数が月 3 万件を越える」「文化的教育普及への意義が大きい」「ワークショップの開催

により、学生や企業技術者の習熟を図っている」など高い評価を受けた。 
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● 年度計画 (17a31) 

  事後評価については、結果がまとまり次第、ホームページ等により公表する。 

 

【年度実績】 

   事後評価を実施した全ての課題について、結果がまとまり次第ホームページで公表した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

事後評価結果について、結果がまとまり次第速やかに評価結果を分かり易く公表

できたか。 

また、公表までのプロセス（速報性等）や、結果の取り纏め状況も参考とする。 

S A B F

（なし）  公表できた  不満足な点が認められる  公表できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、事後評価結果がまとまり次第すぐに公表した。 

 

 

中期計画 (A24) 

  研究終了後 5 年後を目途に追跡調査を実施し、研究成果の社会還元の状況等を明らか

にし、これらの結果を国民に分かりやすい形で公表する。 

● 年度計画 (17a32) 

  研究終了後5年を経過した課題について、追跡調査を開始する。 

 

【年度実績】 

・ 追跡調査は、研究終了後 5 年を経過した後、研究成果の発展状況や活用状況、参加研究者

の活動状況等を調査し、事後評価を補完することを目的として実施した。 

・ 平成 10 年度採択課題（基本型 17 課題、短期集中型 50 課題）について、代表研究者へア

ンケート調査を行い、その結果に対する計算科学技術委員の意見の取りまとめを行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象課題について追跡調査を開始できたか。 

調査が終了した課題については、その調査結果も参考にする。 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  開始できた  不満足な点が認められる  開始できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、平成 10 年度採択課題について追跡調査を開始した。 

 

⑤ 総合的な評価 
 

中期計画 (A25) 

  海外の有識者を含む評価委員会を開催し、機構が実施する基礎研究事業全体について

の総合的な評価を中期計画終了時までにとりまとめる。 

● 年度計画 (17a33) 

  評価委員会の開催に向け、評価委員の選定や評価方法等について検討を開始する。 

 

【年度実績】 

・ 基礎研究制度の評価の全体計画、実施等に関する業務を行うため、6 月 1 日付で基礎研究制度

評価タスクフォースを設置し、基礎研究事業国際評価委員会の開催に向け、体制を構築した。 

・ 基礎研究事業国際評価委員会の評価委員を選定し（委員長 1 名、国内委員 7 名、海外委員

5 名）、評価の視点、方法等を検討・策定した。 

・ 基礎研究事業における研究成果とそのインパクト及び制度設計と運営方法を評価するため

に必要となる各種データを収集、アンケート調査を実施し、資料を作成した。 

・ 国内委員による予備会議を 12 月 24 日に実施した。 

・ 海外委員への事前説明を実施した。 

・ 基礎研究事業国際評価委員会を平成 18 年 1 月 25～27 日に開催した。 

・ 基礎研究事業国際評価委員会は、報告書の取りまとめに着手した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 評価委員会の開催に向け、適切な体制を構築できたか 

指標β： 構築した体制の下で評価委員の選定や評価方法等必要な検討を開始できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α：○、指標β：不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 評価委員会の開催に向け、適切な体制を構築した（指標α：○）。 
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・ 構築した体制の下で評価委員の選定、評価の視点、方法等を検討した（指標β：○）。 

・ 真に客観的な評価を行うために、制度評価に特化したタスクフォースという体制を構築した

こと、評価委員との関わり等も含めた評価方法を検討したことは、特筆すべきことと言える。 

・ 従来の評価方法と異なり、成果の質を測る評価方法を検討し、論文等従来用いていたデー

タに加え研究者へのアンケート等を取り入れ 

1. 研究開発におけるインパクト 

2. 研究コミュニティーに対するインパクト 

3. 科学技術、社会、産業へのインパクト 

 を導き出したことは、特筆すべきことと言える。 

 

⑥ 研究成果の公表、普及 
 

中期計画 (A26) 

  研究成果は、レベルの高い国際誌を中心に研究論文として積極的に投稿し、公表する。 

● 年度計画 (17a34) 

  研究成果は、レベルの高い国際誌（国内学会が発行している英文誌を含む）を中心に研

究論文として積極的に投稿し、公表するとともに、研究者による研究成果の公表を機構と

して支援する。また、研究成果としての特許件数等をホームページ等を通じて公表する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度の研究論文発表件数は 6,256 件（平成 16 年度：6,154 件）、口頭発表件数は 18,902

件（平成 16 年度：16,730 件）であった。 

・ 平成 17 年度の機構による研究成果のプレスリリースは、56 件（平成 16 年度：51 件）で

あった。 

・ 1 論文当たりの被引用件数に関する調査は、他の競争的資金による例が公表されていない

ので、正確な比較は出来ないが、2001 年～2005 年における分野毎の 1 論文当たりの被引用

数（出典：ISI 社 ISI Essential Science Indicators により検索）は、日本全体の平均の 1.5 倍

～3.4 倍と大幅に上回っている。特に免疫学では日本平均の 3.4 倍、植物学・動物学では 3.0

倍、臨床医学では 2.7 倍、薬学・毒物学では 2.6 倍と機構の優位性が顕著であった。 

・ また、海外との比較においても、脳神経科学・行動学、物理学、化学でアメリカの 0.9 倍

であった以外は、各分野毎にアメリカとの比較では 1.0 倍～2.9 倍、脳神経科学・行動学で

イギリスの 0.9 倍であった以外は、イギリスとの比較では 1.1 倍～3.3 倍、ドイツとの比較

では 1.2 倍～3.3 倍、フランスとの比較では 1.2 倍～3.4 倍と機構の優位性が顕著であった。 

・ 研究成果は、年報、研究実施報告書、評価報告書の形で機構ホームページ上でわかりやす

く公表した。特許出願件数等もホームページ等を通じて公表した。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

発表論文総数、口頭発表数、レベルの高い国際誌への発表割合、論文の被引用回

数等を参考に、研究成果の公表が研究者により適切に行われているか、及び研究

成果の公表を機構として効果的に支援できたかを総合的に評価する。 

また、研究成果としての特許件数等をホームページ等を通じて公表できたかにつ

いても考慮する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 平成 17 年度の研究論文発表総件数は、積極的な発表を行った結果 6,256 件となった。口

頭発表（18,902 件）やプレスリリース（56 件）も昨年度以上に積極的に進めた。 

・ また、研究成果のプレス発表に関し、機構は研究者による研究成果の公表を支援した。 

・ 日本全体の平均や主要外国と比較した機構の 1 論文当たりの被引用数は明らかに異なり、

機構の研究成果の特筆すべき質の高さが認められる。 

・ インパクトファクターの高い雑誌への投稿については、例えば平成 17 年度は「nature」

30 件（平成 16 年度：25 件）、「science」10 件（平成 16 年度：15 件）であった。 

・ なお、機構は研究進捗状況を的確に把握し、研究者が行う研究成果の公表を今後とも積極

的に支援していく。 

・ 研究成果は積極的に新聞発表を行うとともに、年報、研究実施報告書、評価報告書の形で

機構ホームページ上でわかりやすく公表した。特許出願件数等もホームページ等を通じて

公表した。 

 

 

中期計画 (A27) 

  成果の公表・普及のために報告会、シンポジウム等を開催する。シンポジウム等の開

催数は以下とする。 

    戦略的創造研究推進事業 

     研究成果報告会 2 回/年【平成 14 年度：2 回/年】 

  このほか、研究領域毎のシンポジウム等を開催する。 

● 年度計画 (17a35) 

  成果の公表・普及のために報告会、シンポジウム等を開催する。シンポジウム等の開

催数は以下とする。 

   戦略的創造研究推進事業 

    研究成果報告会 2回 

 このほか、研究領域毎のシンポジウム等を開催する。 
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【年度実績】 

・ 研究成果報告会（基礎研究報告会）を平成 17 年 2 回、平成 18 年 1 回、年度では 3 回開催

し、参加人数は 1,553 人であった。 

・ 昨年度に引き続き、さきがけライブ（70 課題についての合同研究成果報告会）を行った。 

・ 初めての試みとして、ICORP ライブ（現在進行中の 9 プロジェクトの合同シンポジウム）

を開催した。 

・ さきがけライブ、ICORP ライブ及び領域毎のシンポジウムは 43 回開催しており、延べ参

加人数は 9,347 人であった。  

・ 参加者に対して行ったアンケート結果を分析すると、シンポジウムの運営については、領

域により差異はあるが、報告内容及び報告時間、要旨集の内容等について 79%の方が「適

当」と回答した（主な意見は、「大変興味深い」、「より詳細に聞きたい」、「ビデオはわかり

やすいが、報告内容が難しい」、「報告時間・質疑応答時間が短い」等）。シンポジウム全体

を通じての感想は、概ね肯定的であり、来場目的と満足度についても、満足、普通の合計

が 9 割を超える評価を得ている。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

報告会、シンポジウム等について、開催回数、参加者数、参加者の反応（アンケ

ート調査等により把握）などを勘案し総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、研究成果報告会（基礎研究報告会）を 3 回、シンポジウムを合計

43 回開催し研究成果の公表・普及に努めた。参加人数も期待通りであった。 

・ 参加者に対して行ったアンケート結果を分析すると、シンポジウムの運営について、約 8

割の方から「適当」であるとの回答を得られた。シンポジウム全体を通じての感想につい

ても、概ね肯定的であった。 

・ アンケートにおいて指摘のあった事項（発表時間、内容の難易度等）については、今後個

別に検討の上対応していくこととする。 

 

 

中期計画 (A28) 

  研究成果のデータベース化を進めるとともに、知的財産に配慮しつつホームページ等

により公開する。研究成果のうち、ソフトウエアについては、ソフトウエアライブラリ

ーへの搭載を進め、広く公開・流通を図る。ソフトウエアライブラリーへの搭載件数は、

105 件【平成 14 年度時点の累積：61 件】とする。 

● 年度計画 (17a36) 

  研究成果については、研究成果展開総合データベース（J-STORE）に掲載すること等に
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よりデータベース化を進めるとともに、知的財産に配慮しつつホームページ等により公

開する。計算科学を活用した研究開発の研究成果のソフトウェアについてはソフトウェ

アライブラリを利用し、広く公開・流通を図る。ソフトウェアライブラリへの搭載件数

目標は累計で105件とする。 

 

【年度実績】 

・ 当該事業で得られた研究成果（特に特許）について、研究成果展開総合データベース

（J-STORE）に収録し、成果の公開に努めた。 

・ 平成 13 年度に採択した 21 課題（研究終了は平成 16 年 11 月末）について、平成 17 年度

も引き続きソフトウェアの搭載を進めた結果、ソフトウェアライブラリーへの累積搭載件

数は 121 件（平成 17 年度に 27 件を新規に搭載）となった。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 当該事業で得られた研究成果の DB 化は適切に行われているか 

指標β： ソフトウェアライブラリーへの累積搭載件数は目標（105 件）以上か 

また、データベース、ソフトウェア等の研究成果の公表状況も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、研究成果について積極的に研究成果展開総合データベース

（J-STORE）に収録した（指標α：○）。 

・ ソフトウェアライブラリーの累積搭載件数は 121 件となった（指標β：○）。なお、成果

としてのソフトウェアはホームページにて公開している。 

 

 

中期計画 (A29) 

 知的財産権の取得を奨励するとともに、研究成果については、機構が実施する技術移

転制度や技術移転機関等による社会還元を促進する。 

● 年度計画 (17a37) 

  委託研究により得られる研究成果は原則として研究実施機関の帰属とする。また、必

要に応じて知的財産権の権利化の支援を行う。 

 

【年度実績】 

・ 産業活力再生特別措置法第 30 条の適用により、知的財産権が委託研究契約に基づいて得
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られた場合、原則として研究実施機関の帰属とした。共同研究契約に基づいて得られた場

合、原則として発明者、研究機関・機構との共有とした。 

・ 領域会議等の場で、研究者に対し積極的に知的財産権の取得及び権利化を行うよう奨励した。 

・ また、社内外のセミナー等の開催情報を研究者に提供し、知的財産権に対する意識の高揚

を図った。 

・ 研究機関の帰属とならない特許に関する取扱い等についての相談に乗る等の支援を行った。 

・ 研究機関に対しても、戦略創造事業に係る研究成果が研究機関において権利化が促進され

るよう、機構として、様々な支援（特許マインドの啓発、特許シーズの掘り起こし活動、

特許アドバイス、その他）を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 委託研究により得られる研究成果は原則として研究実施機関の帰属としたか 

指標β： 知的財産権の権利化に関して必要に応じた支援を行ったか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 委託研究により得られる知的財産権は、原則として研究実施機関の帰属とした（指標α：○）。 

・ 実績に示したとおり、研究者に対して知的財産権に関する意識の高揚・奨励等を行った（指

標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17a38) 

  研究成果については機構が実施する技術移転制度や技術移転機関等による社会還元を

促進する。 

 

【年度実績】 

・ 基礎研究の成果は、社会への還元を図るべく機構が実施する技術移転制度等に引継いでいる。 

・ また、研究者からの知的財産権の取得に関する様々な相談に応じるとともに、ライセンス

契約に関して技術移転部門への事務取り次ぎや契約までのフォローを行う等の支援を行った。 

・ 平成 17 年度に、機構の技術移転部門に引き継いだ特許（実施状況：契約ベース）は 26

件であった（平成 16 年度：21 件）。 

・ 平成 17 年度に得た、基礎研究に係る特許の実施料収入は 59,645 千円であった（平成 16

年度：61,006 千円）。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

研究により得られた知的財産権の技術移転の進捗状況や、研究成果の権利化、社

会還元の促進に関してとった措置の内容・検討状況、及び知的財産権の取得を有

効に支援できたか等を総合的に評価する。 

また、当該事業からJST技術移転関連事業へ継承された特許権等の件数も参考とする。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 基礎研究事業で出た成果としての知的財産権（特許等）は、機構の技術移転部門に引き継

ぎ権利化を図っている。ライセンス契約件数は、平成 16 年度の 21 件に対し平成 17 年度は

26 件であった。 

・ 基礎研究に係る特許の実施料収入は、平成 16 年度の 61,006 千円に対し平成 17 年度は 59,645

千円であった。 

 

 

中期計画 (A30) 

  研究成果は、日本科学未来館等の活動への協力や計量的な手法を用いるなど国民に分

かりやすく紹介する。 

● 年度計画 (17a39) 

  日本科学未来館等国民が直接研究成果に接する機会を提供する活動に積極的に協力す

る。また、それらの活動を専門的に行う人材を配置し、研究成果の国民への情報発信を

行うための調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度も日本科学未来館内の研究実施施設へ見学者を案内する定期的なツアー実施

に協力し、未来館の中で行われているプロジェクトの研究実施場所及び研究内容の紹介を

積極的に行った。 

・ 日本科学未来館との連携により、機構の基礎研究事業の顕著な成果を専門家のみならず広

く国民一般にわかりやすい形で情報発信するための展示開発に協力した。例えば、CREST

「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」研究領域（櫻井芳雄研究代表者）の研究成果で

あるブレイン-マシン・インターフェイス、CREST「脳を創る」研究領域（石川正俊研究代

表者）の研究成果である高速キャッチングロボットを日本科学未来館と連携して館内に設

置した。企画展「恋愛物語展 － どうして一人ではいられないの？」、企画展「脳！－内な

る不思議の世界へ」、イベント「展示の前で研究者に会おう！」、イベント「ライブトーク

Science Edge」なども同様に協力した。 

・ 研究者の研究成果ビデオをホームページ上でストリーミング配信を行う他、未来館でも上

映し一般のお客様にもご覧いただいている。 
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・ また、サイエンスチャンネルの番組として研究成果ビデオを作成し、機構ホームページ上

でも公開している。 

・ 研究成果は新聞発表や年報、研究実施報告書、評価報告書の形で機構ホームページにて公

表した。 

・ 研究成果を広く普及するためには機構内の各事業の協力が必要なことから、機構内に検討

会を設け、具体的な業務方法について検討を行った。 

1. 「サイエンスコミュニケーションと PR ディレクタ（仮称）に関する検討会」8 月～

10 月 計 3 回開催 

2. 「科学技術コミュニケーション業務に関する検討会」12 月～3 月 計 3 回開催 

・ 本事業には関連各機関との連携が必要なことから、日本科学技術振興財団との意見交換の

場を設けた。（11 月に 1 回） 

・ 検討会での討議結果を踏まえ、第 4 四半期より先端的な研究開発の動きや成果を国民に知

ってもらう活動を専門的に行う人材 2 名を採用、国内外の科学技術コミュニケーション活

動及びアウトリーチ活動に係る調査、情報収集を行った。 

1. 国内での活動 

セミナー等への出席 6 回 

1 月 27 日 特別公開セミナー「科学への関与：1999-2006 年のニューカッスルに

おける経験から」（東京大学） 

2 月 13～14 日 科学コミュニケーターワークショップ（総合研究大学院大学） 

3 月 6 日 シンポジウム「社会と科学の幸せな出会い―サイエンスカフェの新し

い試み―」（東京工業大学） 

3 月 13～14 日 第 3 回社会技術フォーラム「社会に発し社会にかえる研究開発活

動」（科学技術振興機構） 

3 月 18～19 日 「科学技術コミュニケーター養成ユニット作品発表会・シンポジ

ウム・講演会」（北海道大学） 

3 月 22 日 丸の内おしゃれな科学プロジェクト―サイエンスとアートとの出会い

―（科学技術政策研究所、日本大学藝術学部） 

2. 海外での活動 

年次総会への出席 1 回   

2 月 16～20 日 AAAS 年次総会（米国セントルイス） 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究成果の公表状況や国民に研究成果等を分かりやすく公表するための活動への

協力・検討状況、また、これらの活動を専門的に行う人材の配置や調査の実施状

況などを勘案し総合的に評価する。 
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【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、当事業で得られた研究成果等を国民にわかりやすく公表するべく、

日本科学未来館における研究成果の展示やイベント等、様々な手法を用いて、数多くの活

動に参画、協力を行った。 

・ 研究成果は積極的に新聞発表を行うとともに、年報、研究実施報告書、評価報告書の形で

機構ホームページ上でわかりやすく公表した。 

・ 特に研究成果等を国民にわかりやすく伝えるアウトリーチ活動に関する具体的な方法につ

いて、機構にて検討を、さらに関連機関と意見交換を行い、専門に行う適切な人材を選考、

配置し、取組を行ったことは、特筆すべきことと言える。 

 

（２）社会技術研究の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 我が国社会が抱える様々な問題を解決し、社会における新たなシステム

の構築に寄与する技術(技術的根拠／知識体系)を確立することを目的とし

て、自然科学と人文・社会科学の複数領域の知識を統合し、個別分野を越

えた幅広い視点から研究開発を行い、現実の社会問題の解決に資する研究

成果を得る。 

中期計画 (B01) 

  社会技術研究の推進のため「社会技術研究フォーラム」、「ミッション・プログラム」、

「公募型プログラム」を実施する。 

● 年度計画 (17b01) 

 社会技術研究推進のため｢社会技術研究フォーラム｣、｢ミッション・プログラム｣、｢公

募型プログラム｣を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 社会技術研究推進のため、社会問題解決のために重要なミッションを設定し、研究チーム

を組織して研究を実施する「ミッション・プログラム」、社会問題解決のために重要な研究

領域を設定し、公募により研究を実施する「公募型プログラム」、社会における解決すべき

諸課題と、その解決を図るための研究のあり方についてオープンに議論を行う「社会技術

研究フォーラム」の 3 つのプログラムを引き続き実施した。機構は、これらプログラムの

運営、研究実施の支援を行い、事業を推進した。 

・ 平成 17 年 5 月に機構内で社会技術に係る事業を改組し、問題設定（研究開発領域）を中

心とした構造とすることで、研究開発領域の目標達成に向けてミッション・プログラムと

公募型プログラムを有機的に連携しながら研究開発を推進した。 
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・ 後述するような個々のプログラムの活動のみならず、プログラム間の連携した活動［ミッ

ション・プログラムと公募型プログラムの合同シンポジウムの開催（「脳科学と社会」国際

シンポジウム；平成 17 年 11 月 29 日）、社会技術研究フォーラムにおける新規研究テーマ

の探索（第 2 回フォーラム：平成 17 年 11 月 10 日）、フォーラムにおけるミッション・プ

ログラムと公募型プログラムの成果の発表や研究活動の紹介、パネルディスカッションに

よる社会技術の成果や評価のあり方についての検討（第 3 回フォーラム：平成 18 年 3 月 13、

14 日）など］を実施した。 

・ 社会技術研究フォーラムや、ミッション・プログラムや公募型プログラムにおけるシンポ

ジウム等において、広く一般の参加者やユーザーとなる参加者を集めたほか、ミッション・

プログラム及び公募型プログラムの推進において、自治体や関連機関等との連携があった。 

・ 機構は、センター長とともに社会技術研究開発の運営に関する重要事項を審議する、社会

の各セクターの代表からなる「運営協議会」を開催し（第 1 回：平成 17 年 7 月 11 日、第 2

回：平成 17 年 10 月 31 日）、社会技術研究を推進した。 

・ なお、研究開発領域間の連携・調整は、定期的にもたれる領域統括の間の連絡会により行

われている。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

各プログラム間の有機的な連携に留意して、適切に研究開発が行われたか総合的

に評価する。 

社会における関与者との関係を十分に確保しつつ研究開発が行われたかも参考とする。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、社会技術の研究開発にあたり、3 つのプログラムの有機的な連携を

図りながら推進した。 

・ また、各プログラムの研究開発等において、社会における関与者の連携や参加を得ながら

推進した。 

・ 運営協議会、ほか適宜場を設定して、各プログラムの進捗や今後の研究展開方策等につい

て検討を行うなど、機構は、実効的な事業運営を行った。 

 

 

中期計画 (B02) 

  「社会技術研究フォーラム」については、社会問題の本質を認識し、その解決を図る

研究のあり方を継続的に議論する。 

● 年度計画 (17b02) 

  ｢社会技術研究フォーラム｣については、社会問題の本質を認識し、その解決を図る研

究のあり方について継続的に議論する。 
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【年度実績】 

・ 機構は、社会技術研究フォーラムを効果的に運営した。 

・ 平成 17 年 7 月 16 日に「安寧な社会の実現に向けて～科学技術ができること、すべきこと」

をテーマに、改組後の社会技術の研究開発体制や研究開発の方向性等について、広く発信

する第 1 回フォーラムを開催し、191 名の参加者を得た。 

・ 平成 17 年 11 月 10 日「生命科学と社会の接点で社会技術に何ができるか～未来の最先端

医療に焦点をあわせて」をテーマに第 2 回フォーラムを開催し、255 名の参加者を集めた。

社会技術研究において今後新たに取組むべきテーマの候補の一つとして、その問題の所在

や解決に向けた研究開発の可能性について、広く議論を展開した。 

・ 平成 18 年 3 月 13、14 日に、「社会に発し社会にかえる研究開発活動」と題した第 3 回フ

ォーラムを開催し、2 日間でのべ 299 人の参加を得て、平成 17 年度に終了した課題の研究

成果等を広く発信するとともに、社会技術研究における研究のあり方や求められる成果、

またその評価のあり方等についてオープンに議論を展開した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

社会技術研究フォーラムにおいて、新しい研究開発体制や理念について、社会に

対して適切に発信できたか、また、社会において様々な解決すべき問題やそのニ

ーズを抽出できたか、総合的に評価する。 

フォーラム参加者の満足度等も参考とする。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、第 1 回フォーラムにて、新しい研究開発体制や理念について社会に向

けて発信するとともに、第 2 回フォーラムでは社会技術研究開発で取り上げるべき課題の一つ

について広く検討を行った。また、第 3 回フォーラムでは、成果の発信を行うとともに、社会

技術の研究開発の進め方、成果、その評価のあり方等について、広く総合的に意見を抽出した。 

・ フォーラム参加者より寄せられたアンケートから、テーマ選定や論点、ディスカッション

の進行などについては好意的な意見が多く寄せられた。開催曜日や時間帯などの運営に対

する指摘、あるいは、フォーラムの記録や配付資料の公開要請などについては、今後の運

営や当センターのアウトリーチ活動等へ反映することとした。 

 

 

中期計画 (B03) 

  「ミッション・プログラム」については、社会問題の解決を図るために重要と考えら

れるミッションを設定し、その目標達成に必要な研究チームを組織して研究を実施する。 

● 年度計画 (17b03) 

  ｢ミッション・プログラム｣については、社会問題の解決を図るために重要と考えられ
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て設定した既存のミッションに基づき、その目標達成に向け研究を推進する。 

 

【年度実績】 

・ ミッション・プログラム I「安全性に係わる社会問題解決のための知識体系の構築」につ

いて、化学プロセス安全、交通安全など、安全性に係わる領域をカバーする研究グループ

と、法システム、社会心理学など、横断的なグループ、さらに全体を取りまとめる総括研

究グループの全 12 グループにより研究を実施した。研究グループ毎に研究会やワークショ

ップを開催しつつ、ミッション I の最終年度として、シンポジウム「安全安心のための社会

技術：社会への実装」（平成 17 年 9 月 30 日）、「ミッション・プログラム I 最終成果報告シ

ンポジウム」（平成 18 年 1 月 17 日）を開催し、広く研究開発成果を発信した。 

   また、OECDとの共催によるワークショップ「OECD Global Science Forum Workshop on 

Science and Technology for a Safer Society」（平成 17 年 12 月 5、6 日）を開催し、ミッショ

ン・プログラム I の成果について発信し、国際的な視点で議論した。 

・ ミッション・プログラム II「高度情報社会の脆弱性の解明と解決」について、3 つのワー

キンググループ（多重リスクコミュニケータ WG、暗号リスク WG、ＤＲＭWG）に加え、

平成 17 年度に新たに非常時情報通信システム WG を加え、それぞれ調査・研究を行った。

また、平成 17 年 6 月 22 日に第 2 回公開シンポジウムを開催し、広く問題意識と成果を発

信するとともに、今後の研究の方向性について広く議論を行った。 

・ ミッション・プログラム III「日本における子供の認知・行動発達に影響を与える要因の

解明」では、大阪、三重、鳥取の 3 カ所の拠点において、地元医師会や教育委員会などと

の連携の下、短期研究として 4 ヶ月児及び 9 ヶ月児、また 5 歳児を対象に質問票調査、行

動観察調査などを行った。並行して、長期研究の計画策定、長期研究のスケジュールの積

極的な見直しなどを行い、準備を進めた。 

  また、平成 17 年 4 月 2 日に三重県津市において研究協力者への情報発信を目指した公開

シンポジウムを開催し、研究の狙いや内容の周知を図った。平成 17 年 11 月 29 日には、公

募型プログラムと合同の国際シンポジウムを開催し、国際的な視座での検討を行った。 

  加えて、平成 18 年 1 月 28 日に「脳神経科学と倫理」ワークショップ、同年 3 月 18 日に

情報統計ワークショップを開催し、研究に関連する新しいアプローチや手法について検討

を重ねた。 

・ 機構は、3 つのミッションに基づき、各研究統括との連携の下で研究を推進した。また、

研究の推進にあたっては、研究人材の雇用・委嘱、研究設備等の契約・調達、支払い等の

会計処理などにより、研究の実施を支援した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 研究グループは、柔軟で機動的に編成され、適正に機能しているか 

指標β： ミッションにおける、目標設定や研究計画・研究方法は進捗に見合った
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適切なものであるか 

指標γ： 社会における当該問題の関与者の参画を得つつ研究開発が推進されているか 

また、主な研究成果も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 研究グループの編成は、研究統括のイニシアティブの下、適切かつ柔軟に編成されている。

各ミッションとも、自然科学の研究者を中心としたグループに加え、法学、心理学、経済

学、教育学、統計学などの人文・社会科学の研究者を中心としたグループが組まれ、特徴

的な編成となっている。平成 17 年度は、特にミッション II において、研究の進捗と問題認

識の深化に伴いワーキンググループを一つ増設し、柔軟な編成を進めている（指標α：○）。 

・ ミッション・プログラムにおいて、研究当初の目標設定に向けて研究を進める中で、継続

的に研究計画の見直し等を行っている。特に、子供の発達に影響を与える環境・生活要因

等の解明を目指すミッション III において、当初構想の 0 歳児 5,000 人及び 5 歳児 5,000 人

を並行して追跡調査するという構想を統計学的視点から検討し、0 歳児 5,000 人を長期にわ

たって追跡する方向で長期研究の計画を見直すなど、当初目標を達成できるよう研究方法

や計画の見直しを行っている。当該研究計画については、平成 18 年度にかけて評価委員会

において長期研究の準備状況について評価を行うとともに、倫理審査委員会における審査

を受けるものであり、適切な推進を図っている（指標β：○）。 

・ ミッション I の研究成果を発表する 2 回のシンポジウムにおいて、過半数は自治体関係者

や民間企業などからの参加であり、社会技術の成果のユーザーの参加が得られたと言える。

また、ミッション II の公開シンポジウムにおいても、広くユーザーとなる参加者からの声

を研究開発に反映することに留意している。さらに、ミッション III においては、地域の乳

幼児（及びその親）に研究に協力してもらう観点からも、地元の医師会や看護師会、教育

委員会などとともに、ミッション III の研究の進め方や成果のフィードバックなどを検討す

る推進委員会を組織して、関与者の参画を得ながら研究を推進している（指標γ：○）。 

 

 

中期計画 (B04) 

  「公募型プログラム」については、社会問題の解決を図るために重要と考えられる着

眼点を踏まえて、研究領域を設定し、広範な層からの課題の発掘とその解決を目的とし

て、公募研究を実施する。 

● 年度計画 (17b04) 

  ｢公募型プログラム｣については、既存の3領域について、平成14、15、16年度採択課題の
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研究を推進する。また、平成17年度新規研究領域を設定し、採択課題の研究を開始する。 

 

【年度実績】 

・ 機構は、研究総括と連携して、公募型プログラムの既存 3 領域において全 34 課題の研究

を推進した。研究の推進にあたっては、研究総括により、各課題の研究計画作成時の助言、

研究内容や進捗に応じた予算配分調整、研究途中での研究実施に関する様々な評価や助言、

領域シンポジウムの主催による社会への発信等、実効的な領域運営を行った。 

・ また機構は、研究契約の締結や研究人材の雇用・派遣、研究設備等の契約・調達等、研究

推進のための支援を行った。 

・ 平成 17 年度は、新たに 2 つの研究領域（研究開発テーマ）「ユビキタス社会のガバナンス」

「21 世紀の科学技術リテラシー」で募集を行った。 

・ 課題は、研究総括が研究アドバイザーの協力を得て事前評価を行い、応募 74 件に対して、

9 課題を採択し（11 月 28 日）、研究代表者説明会や研究契約の締結を迅速に進め、速やか

に研究を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 既存の研究課題は、当初の目標・趣旨に沿って適切に研究が進められて

いるか 

指標β： 新規の公募型プログラムにおける研究領域は適切に設定されたか 

指標γ： 採択課題の研究は開始されたか 

また、主な研究成果も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 各研究課題は、研究総括のマネジメントの下、それぞれの研究領域の趣旨に沿って研究を

推進している（指標α：○）。 

・ 運営協議会における事前評価による 4 つの問題設定（研究開発領域；「安全安心」「情報と

社会」「脳科学と社会」「科学技術と人間」）に基づき、過年度の領域探索調査や社会技術研

究フォーラムにおけるオープンなディスカッション等を踏まえて、「情報と社会」、「科学技

術と人間」内で 2 つの新規研究領域「ユビキタス社会のガバナンス」「21 世紀の科学技術リ

テラシー」を適正に設定した（指標β：○）。 

・ 実績に示したとおり、平成 17 年度採択 9 課題について採択後速やかに研究を開始し、研

究契約手続き等も遺漏なく進めており、研究は着実に開始された（指標γ：○）。 

 

 - 113 - 
- 113 -



 

中期計画 (B05) 

  新規ミッション、新規研究課題、新規研究領域の設定に向け、必要な調査を実施する。 

● 年度計画 (17b05) 

  新規ミッション、新規研究領域等の調査・検討を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年 5 月の改組により、社会技術研究開発センター企画室が、昨年度までの諸調査

の蓄積に加え、総合的視点により問題の所在をサーベイするとともに、発見的に、焦点を

絞った検討を行った。 

・ 具体的には、新聞や雑誌のデータベース等による文献調査、OECD、ISE 等の Web によ

る海外事情の調査を行った。また、焦点を絞った検討としては、21 世紀は生命科学と人々

の生活との関わりがますます深くなるという認識の下、「生命科学と社会の接点で社会技術

に何ができるか」をテーマに、生命科学研究者、医療従事者、法律・行政・科学コミュニ

ケーション関係者等 8 名へのインタビュー調査を行った。 

・ また、第 2 回社会技術フォーラム「生命科学と社会の接点で社会技術に何ができるか～未

来の最先端医療に焦点をあわせて」（平成 17 年 11 月 10 日）において、当該テーマの泰斗

であるパネリストとともに、広く問題意識をもつ参加者とともにディスカッションを重ね、

問題の所在と解決の方法を探った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 新規研究開発領域等の設定に向けた調査は適切な体制と方法により行わ

れているか 

指標β： 計画に沿った調査が行われ、領域設定等に向けた明確な結果が得られて

いるか 

S A B F

（なし）  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 改組による新体制の下、昨年度までの調査手法（委員会形式、委託によるアンケート調査

等）ではなく、全体のサーベイと個別テーマの発見的調査とを並行して実施し、マクロ的

視点とミクロ的視点のバランスを取りながら進める調査方法を採り、適切に調査が進めら

れた（指標α：○）。 

・ 調査は計画的に進められ、第 2 回フォーラムのテーマにまで昇華し、広くオープンな場で

議論を行ったことにより、社会技術にて扱うべきか、扱うとしたらどのような課題設定と
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成果の見込みがあるかなど、実効的な検討に資する成果が得られた（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (B06) 

  研究課題については、外部専門家が、事前評価、中間評価を行い、評価の結果を研究チー

ム編成の見直しや資源配分に反映するとともに、事後評価を実施し、その結果を公表する。 

● 年度計画 (17b06) 

  「ミッション・プログラムⅡ」（高度情報社会の脆弱性の解明と解決）について中間

評価を実施し、評価の結果を当年度あるいは翌年度の研究チーム編成の見直しや資源配

分に必要に応じて反映する。 

 

【年度実績】 

・ 社会技術研究開発事業において、中間評価、及び事後評価に関する事項について審議する、

外部有識者からなる評価委員会を設置した。また、「情報と社会」研究開発領域の専門的事

項を調査するための分科会を設置した。 

・ ミッション・プログラム II の中間評価について、上記評価委員会及び分科会により、「ピ

アレビュー」と「アカウンタビリティの評価」の重層構造で評価をすることとした。第 1

回評価委員会（平成 17 年 11 月 25 日）、第 1 回分科会（平成 18 年 1 月 14 日）、第 2 回分科

会（1 月 16 日）、第 3 回分科会（2 月 1 日）、第 2 回評価委員会（2 月 23 日）、第 3 回評価委

員会（3 月 15 日）を経て、目標達成度、技術的・社会的貢献、今後の研究開発計画などに

ついて評価を行い、評価コメントと今後の進め方についての助言などについて、評価報告

書として 3 月 31 日に取りまとめた。 

・ 評価結果については、社会技術研究開発センター内の予算配賦に反映した。また、サブテー

マの重点化の提案や研究体制のグループ再編の指摘など、具体的な助言がなされており、今後

被評価者の意見聴取を踏まえた上で、平成 18 年度以降の研究運営に適切に反映する予定である。 

・ 加えて、ミッション・プログラム I について、当初平成 18 年度に事後評価を実施する予定の

ところ、研究成果のとりまとめを迅速に行うことにより、平成 17 年度中に事後評価を行った。

「安全安心」研究開発領域の専門的事項を調査するための分科会を設置し、先述の評価委員会

とともに、第 1 回評価委員会（平成 17 年 11 月 25 日）、第 1 回分科会（12 月 27 日）、第 2 回分

科会（平成 18 年 1 月 17 日）、第 3 回分科会（1 月 23 日）、第 2 回評価委員会（2 月 23 日）、第

3 回評価委員会（3 月 15 日）を経て、目標の達成度や技術的・社会的貢献、アカウンタビリテ

ィの評価を行った。今後の取組への提言を含め、評価報告書として 3 月 31 日に取りまとめた。 

・ 評価結果については、平成 18 年度以降の社会技術研究開発センターの今後の事業運営、

事前評価のあり方や研究運営などに反映する予定である。 

・ 以上、いずれの評価報告書も、被評価者の意見聴取を踏まえた上で、Web 上に公開する

方向で準備中である。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 「高度情報社会の脆弱性の解明と解決」の中間評価は適切に行われたか 

指標β： 中間評価の結果は、研究開発の運営の見直し等、次年度以降の計画への

反映が図られたか 

指標γ： 評価の結果は、まとまり次第分かりやすく公表、或いは公表に向けた準

備が適切にされたか 

また、研究成果等についても参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、評価の体制を適切に構築し、ピアレビューとアカウンタビリティの

評価の二層構造の評価は、必要十分な時間をかけながら実効的に実施できた（指標α：○）。 

・ 評価結果については、平成 18 年度の研究実施予算に速やかに反映した。また、ミッショ

ン・プログラム I の事後評価より得られた事業運営・研究運営上の指摘事項である計画段階

の充実、国際的な視点、社会への実装については、社会技術研究開発事業の事業運営に反

映し、引き続き事業の進め方やあり方等について、平成 19 年度以降の次期中期計画も見据

えて見直していくところである。ミッション・プログラム II の中間評価より得られた、重

点化や体制の指摘については、平成 18 年度研究計画に反映するとともに、研究終了時まで

含めた全体計画の見直しを行うこととした（指標β：○）。 

・ 評価の結果は、わかりやすい評価報告書の形式に取りまとめられている。今後、被評価者

の意見等を聴取した上で、速やかに評価結果を公表する予定である（指標γ：○）。 

・ 当初次年度に予定していたミッション・プログラム Iの事後評価を前倒して実施したのは、

研究成果の速やかな取りまとめとともに、評価に係る準備・事務の迅速な実施によるもの

で、特筆すべき実績と考える。 

・ また、約 4 ヶ月間に及ぶ評価委員会の密度の濃い議論は、個々の研究内容や成果の状況、

研究計画や研究体制などを厳正に評価しつつ、加えて、当該事業の事業運営に対し意義深

い指摘がなされており、今後の事業実施に向けて踏み込んだ評価が行われた。これは、評

価委員会と被評価者の評価に関する問題意識の高さや、事務局との協力関係などがきわめ

て有効に機能した、特筆すべき実績と考える。 

 

 

● 年度計画 (17b07) 

  ｢公募型プログラム｣の平成17年度採択課題の事前評価を研究総括が領域アドバイザー

の協力を得て行う。平成17年度に終了する平成14年度採択の9課題については、事後評価
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を実施あるいは開始する。事後評価については、結果がまとまり次第、当年度或いは翌

年度にホームページ等により公表する。 

 

【年度実績】 

・ 公募型プログラムの平成 17 年度採択課題については、研究領域（研究開発テーマ）ごと

に研究総括が領域アドバイザーの協力を得て、領域の趣旨に合致していること、社会問題

の分析にとどまらず解決に向けた手順が示されていること、個別の専門分野にとどまらず

分野横断的アプローチが計画されていること等の視点から事前評価を行った。 

・ 事前評価は、応募 74 件の研究提案について書類選考、面接選考の 2 段階の選考を行い、9

件の課題を採択した。評価結果については、速やかに応募者に通知した。 

・ 公募型プログラム・平成 14 年度採択研究課題については、平成 17 年 10 月末の研究終了

後、研究総括が領域アドバイザーの協力を得て、さらに外部評価者を加えて事後評価を行

った（「社会システム／社会技術論」領域：平成 18 年 3 月 10 日、「循環型社会」領域：3 月

15 日、「脳科学と教育」領域：3 月 3 日）。 

・ 上記事後評価で得られた事業運営の改善に資する事項（研究チームのマネジメント上の課

題等）については、次年度以降の研究推進等に反映させることとした。 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 公募型プログラムについて、新規採択課題の事前評価は適切に行われたか 

指標β： 終了課題の事後評価は適切に行われたか 

指標γ： 評価の結果は、まとまり次第分かりやすく公表、或いは公表に向けた準

備が適切にされたか 

また、研究成果等についても参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 公募型プログラムの平成 17 年度採択課題について、研究総括を中心とした適正な評価体

制にて、年内に研究開始できるように迅速な事前評価を実施した（指標α：○）。 

・ 平成 14 年度採択課題について、社会技術研究の観点（現実社会の諸問題の解決など）か

ら、研究総括と領域アドバイザーらに外部評価者を加えることで、客観的視点・ユーザー

視点からの事後評価を実施した。評価結果のうち、事業運営に係る事項については、次年

度以降の事業運営に反映させることとした（指標β：○）。 

・ 平成 17 年度採択課題の事前評価結果は、採択後速やかに評価結果を公表した。平成 14

年の採択課題の事後評価結果は、現在研究総括によるとりまとめを行うとともに、被評価

者の意見を聴取した上で公表するよう、準備を行っている（指標γ：○）。 

 - 117 - 
- 117 -



 

中期計画 (B07) 

  研究成果の公表や意見交換等を目的として、以下の活動を実施する。 

    国際シンポジウム  1 回/2～3 年【平成 14 年度： 0 回/年】 

    公開シンポジウム  2 回/年    【平成 14 年度： 4 回/年】 

    ワークショップ   12 回/年    【平成 14 年度：15 回/年】 

    学会発表等     20 件/年    【平成 14 年度：20 件/年】 

● 年度計画 (17b08) 

  研究成果の公表や意見交換等を目的として、以下の活動を実施する。 

    公開シンポジウム  2回 

    ワークショップ   12回 

    学会発表等       20件 

 

【年度実績】 

・ 研究成果の公表は意見交換等を目的として、以下の活動を実施した。機構はこれらの活動

について会議開催に係る事務など、必要な支援を行った。 

(1) 国際シンポジウム：2 回 

 - 国際シンポジウム「脳科学を基調としたコホート研究」（平成 17 年 11 月 29 日） 

 - 「バイオマスエタノール燃料国際シンポジウム in 胆沢」（平成 18 年 1 月 28 日；

公募型プログラム） 

(2) 公開シンポジウム：13 回 

 - ミッション・プログラム III 公開シンポジウム「すくすくコホート三重～21 世紀

を担う子どもの発達を探る」（平成 17 年 4 月 2 日） 

 - ミッション・プログラム II シンポジウム「高度情報社会の脆弱性の解明と解決」

（平成 17 年 6 月 22 日） 

 - 第 1 回社会技術フォーラム「安寧な社会の実現に向けて～科学技術ができること、

すべきこと」（平成 17 年 7 月 16 日） 

 - ミッション・プログラム I シンポジウム「安全安心のための社会技術：社会への

実装」（平成 17 年 9 月 30 日） 

ほか、9 回開催。 

(3) ワークショップ：24 回 

 - 第 1 回社会技術コロキウム「ささやかなブレークスルー4 話」（平成 17 年 7 月 29 日） 

 - 公募チーム WS「医療現場から学ぶ安全マネジメント」（平成 17 年 8 月 27 日） 

 - OECD との共催「OECD Global Science Forum Workshop on Science and 

Technology for a Safer Society」（平成 17 年 12 月 5、6 日） 

 - 公募チーム国際 WS「Ethics Crossroads の形成と科学技術論理の構築」（平成 17
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年 12 月 14 日） 

 - 「脳科学と社会」研究開発領域 「第 2 回脳神経科学と倫理ワークショップ」（平

成 18 年 1 月 28 日） 

 - 社会技術セミナー「サービス工学～サービス創出のための工学」（平成 18 年 2 月

6 日） 

ほか、18 回開催。 

(4) 学会発表等 

 - 内外における学会発表、論文発表は、それぞれ 414 件、226 件であった。 

・ また、特許出願が「化学構造の類似度を算出し化合物の安全性を評価する方法及びこれを

用いた医薬品安全性情報システム」、「乳児の情動を判定する方法、そのための装置とプロ

グラム」など、全体で 6 件あった。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究成果の公表、意見交換等のための活動として、公開シンポジウム（α）、ワー

クショップ（β）、学会発表等（γ）について目標と比較して評価する。 

また、国際シンポジウムの開催実績、及びシンポジウムの内容（参加者の満足度）

等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てを達成
 指標α～γのうち一つが未
 達

 指標α～γのうち複数が未
 達  

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、各指標とも平成 17 年度は昨年度同様すべて目標を大幅に上回った

（指標α～γ：○）。 

・ 特筆すべき点として、「脳科学と社会」研究開発領域における国際シンポジウムの開催は、

当該分野の日本における先導的な研究の発信と、国際的な視座での意見交換を実施した意

義深いシンポジウムとなった。 

・ また、OECD との共催による「Global Science Forum Workshop on Science and Technology 

for a Safer Society」では、俯瞰的な研究アプローチによる安全安心研究の可能性とミッシ

ョン・プログラム I の研究成果について、国際的に先駆けた発信を行う機会として大きな意

義があった。 

・ 社会技術研究フォーラム等への参加者からは、「現場の実態に基づいた野心的な試みだっ

たと思う」「フォーラムに参加することで研究と社会のつながりの重要性を痛感した」「パ

ネリストの選び方は適切だと思う」「すばらしい講演会だと思う。300 人の聴講者に絞るの

はもったいない」「将来に向けての検討の場、システム構築への足掛かりになる企画を続け

て欲しいと思う」など、肯定的な意見を多くいただいた。 
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・ さらに、社会問題の解決を目指す社会技術研究において、特許出願があったことは、研究

者の積極的な研究姿勢と機構の支援が両輪をなした成果として高く評価できる。 

 

 

● 年度計画 (17b09) 

  ｢公募型プログラム｣の平成17年度に終了する9課題について現実社会の諸問題の解決

や社会における新たなシステムの構築に資する研究成果について、終了シンポジウム等

を開催し公表する。 

 

【年度実績】 

・ 公募型プログラムの平成 17 年度に終了する 9 課題について、「社会システム／社会技術論」

「循環型社会」「脳科学と教育」のそれぞれの領域ごとに、終了シンポジウムを開催した（平

成 18 年 3 月 13 日）。参加者は産学官にわたり、当該領域に関心を持つ参加者を集め、それ

ぞれ、80 名、94 名、166 名の参加を得た。 

・ 終了シンポジウムは、成果の発表だけでなく、会場との質疑や研究総括による総括が行わ

れ、特に各成果の新規性や実装可能性などについて浮き彫りにされた、わかりやすいシン

ポジウムとなった。 

・ また、ミッション I の最終年度として研究成果のとりまとめを迅速に行うことにより、シ

ンポジウム「安全安心のための社会技術：社会への実装」（平成 17 年 9 月 30 日）、「ミッシ

ョン・プログラム I 最終成果報告シンポジウム」（平成 18 年 1 月 17 日）を開催し、広く研

究開発成果を発信した。参加者数はそれぞれ 165 名、292 名となり、過半数が自治体関係者

や民間企業などからの参加であり社会技術の成果のユーザーと考えられる参加者を得た。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 年度内に終了シンポジウムを開催、あるいは開催に向けた準備が行われたか 

指標β： 社会問題の解決に資する研究成果として、社会における成果のユーザー

に対し適切な広報がなされたか 

シンポジウム参加者の満足度等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 17 年度に終了する全 9 課題について、終了シンポジウムでも研究成果の公表が行わ

れた（指標α：○）。 

・ 参加者が研究者に偏ることなく、産学等、研究成果のユーザーと想定される参加を得てい
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る。また、研究成果は、現実の社会問題解決を目指すもので、参加者のアンケートからも

具体的でわかりやすい等の意見が多く得られ、終了シンポジウムの所期の目的を達成でき

た（指標β：○）。 

・ 参加者へのアンケート調査からは、「具体的な現場の問題解決に、多様な切り口で研究されてい

て発見的だ」「現場に立脚した、わかりやすい有意義な発表であった」「全体の定量感がつかめた」

「基礎研究がベースとなるので機序が明確であり議論が理解しやすい」「継続的に推進する必要

があると思う」「大変良い企画、研究だったと思う」など、肯定的な意見を多くいただいた。 

・ 一方で、発表時間の短さや開催曜日に対するコメントなどがあり、今後のシンポジウム運

営に反映することとした。 

 

 

中期計画 (B08) 

  研究終了後、現実社会の諸問題の解決や社会における新たなシステムの構築に資する

研究成果について公表するとともに、5 年後を目途に追跡調査を実施し、その結果を国

民に分かりやすい形で公表し、研究成果の実社会での適用・実践を推進する。 

 

（対応する年度計画なし） 

 

（３）対人地雷探知・除去技術の研究開発の推進 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 先端的な科学技術を駆使して人道的観点からの対人地雷探知・除去活動

を支援するための技術の研究開発を進め、平成１７年度及び平成１９年度

を目途とした地雷被埋設国等における実証試験に、開発した技術を供する。

中期計画 (C01) 

  人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、アクセス・

制御技術の研究開発を行う。 

● 年度計画 (17c01) 

  人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、アクセス・制

御技術について、短期的研究開発課題は実用化を目指した研究開発、中期的研究開発課題

では基盤的な研究開発に加えて、実用化を目指した研究開発を推進する。 

 

【年度実績】 

・ 短期的研究開発課題（平成 17 年度を目途に現地実証試験に供しうる技術）において、「地

雷と土壌の物性値の相対的な違いに着目し対人地雷を探知可能とするセンシング技術」、
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「地雷原に安全かつ効率的にセンサ、マニピュレータ等を持ち込むための遠隔操作可能な

アクセス機材」、「アクセス機材に装着するマニピュレータ及びその制御技術」といった、

実用化を目指した研究開発を推進した。 

・ 中期的研究開発課題（平成 19 年度を目途に現地実証試験に供しうる技術）において、NQR

（核四極共鳴）センサ〔電磁波を地中へ照射し、爆薬に含まれる元素にて生じる核四極共鳴を

利用して爆薬を検出する〕及び中性子センサ〔中性子を地中へ照射し、中性子捕獲反応により

爆薬から発生するガンマ線を検出する〕を対象として、爆薬または爆薬模擬物質とセンサとの

距離を離した原理実証試験を行った。原理実証試験を実験室レベルで実施し、実際の地雷原に

おける対人地雷の埋設位置や深さを意識することで実用化を目指した研究開発を推進した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 短期的研究開発課題（平成 17 年度を目途に実証試験に供しうる技術）に

おいて、地雷被埋設国等における実証試験に対応しうる試験機を試作したか 

指標β： 中期的研究開発課題（平成 19 年度を目途に実証試験に供しうる技術）にお

いて、実験室レベルにて地雷原を意識した定量的な原理実証試験を実施したか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方に問題有
 り  

 

【自己評価】  Ａ 
・ 短期的研究開発課題において、アレイ型地中レーダ、及び地中レーダと金属探知機を組み

合わせたハンドヘルド型複合センサの研究開発（センシング技術）を進めるとともに、最

大積載重量が大きなスカラアーム付き小型車両、長尺アームを持つクレーン車両、及び遠

隔操作可能なバギー車両の研究開発（アクセス・制御技術）も進めた。これらのセンシン

グ技術とアクセス・制御技術を融合することで、地雷被埋設国等における実証試験に対応

しうる地雷探知車両（試験機）を試作することができた（指標α：○）。 

・ 中期的研究開発課題において、NQR センサ及び中性子センサを対象として、実際の地雷

原における対人地雷の埋設位置や深さを考慮した場合に必要とされる検出感度を解析する

目的で、爆薬または爆薬模擬物質とセンサとの距離を離した定量的な原理実証試験を実験

室レベルで行うことができた（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (C02) 

  研究開発全体を統括する研究総括を置き、その下に産学官からなる研究開発チームを

組織して試作機の開発を実施する。なお、研究総括を技術面で補佐するスタッフを配置

するとともに、各研究チームへの支援スタッフの派遣、試験研究用材料等の購入等によ
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り、研究を支援する。 

● 年度計画 (17c02) 

  研究開発全体を統括する研究総括を置き、その下に産学官からなる研究開発チームを組織

して研究を推進する。研究総括を技術面で補佐するスタッフを配置するとともに、各研究チ

ームへの支援スタッフの派遣、試験研究用材料等の購入等により、研究を支援する。 

 

【年度実績】 

・ 研究開発全体を統括する研究総括の下に企業、大学、独立行政法人研究機関が参画する研

究開発チームを組織して研究を推進した。 

・ 研究総括を技術面で補佐するスタッフを配置するとともに、各研究チームへの支援スタッ

フの派遣、試験研究用材料等の購入等により研究を支援した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 研究総括、産学官からなる研究開発チームが適切に組織されているか 

指標β： 研究総括を補佐するスタッフの配置、各研究チームへの支援スタッフの

派遣、試験研究用材料等の購入により、研究を適切に支援したか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方に問題有
 り  

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、研究総括の下に産学官からなる研究開発チームが適切に組織できて

いる（指標α：○）。 

・ 研究総括を補佐するスタッフを配置するとともに、各研究チームへの支援スタッフの派遣、試

験研究用材料等の購入を行い、実績に示したとおり研究を適切に支援できている（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (C03) 

  研究開発期間が比較的短期的な技術（対人地雷の構成物と土壌の物性の違いに着目し

た探知技術等）は平成 17 年度を目途に、中期的な研究開発期間が必要となる技術（対人

地雷自体の物性に着目した探知技術等）は平成 19 年度を目途に地雷被埋設国等における

実証試験に供しうる技術を開発し、実証試験に技術を供する。 

● 年度計画 (17c03) 

  短期的研究開発課題では地雷被埋設国等における実証試験に供しうる技術を開発し、

実証試験に技術を供する。中期的研究開発課題では、実証試験に供しうる技術の開発を

目標に、引き続き研究開発を実施する。 
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【年度実績】 

・  短 期 的 研 究 開 発 課 題 に お い て 、 地 雷 被 埋 設 国 で あ る ク ロ ア チ ア の 評 価 機 関

CROMAC-CTDT（Croatia Mine Action Centre - Centre for Testing, Development and 

Training）が実施する実証試験に地雷探知技術を提供した。 

・ 中期的研究開発課題において、アクセス機材に搭載して屋外で使用するためのセンサ装置

の小型化や耐環境性を加味した搭載方法の検討を行い、実証試験に提供することのできる

技術の開発を目標に引き続き研究開発を実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 短期的研究開発課題（平成 17 年度を目途に実証試験に供しうる技術）

において、地雷被埋設国等における実証試験に供しうる技術を開発し、実

証試験に供したか 

指標β： 中期的研究開発課題（平成 19 年度を目途に実証試験に供しうる技術）

において、耐環境性などの検討がなされているか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方に問題有
 り  

 

【自己評価】  Ａ 
・ 短期的研究開発課題において、アレイ型地中レーダ及び地中レーダと金属探知機を組み合

わせたハンドヘルド型複合センサを開発し、クロアチアの評価機関である CROMAC-CTDT

の試験場にて平成18 年2 月 1 日から 3 月 9 日まで行われた実証試験に供した。本実証試験は、

土質の異なる複数のテストレーンと起爆剤を除いた対人地雷を用いて行われた（指標α：○）。 

・ 中期的研究開発課題において、NQR センサでは、短期的研究開発課題の成果である遠隔

操作可能なバギー車両に搭載するための軽量化や、温度変化や湿度変化などに耐えうる耐

環境性を考慮した搭載方法の検討を進めた。中性子センサでは、温度変化に影響を受ける

中性子発生を安定化させる制御方法等の検討を行うとともに、短期的研究開発課題の成果

である長尺アームを持つクレーン車両に搭載するための軽量化や、耐環境性を考慮した搭

載方法の検討を進めた（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (C04) 

  研究課題については、民間及び大学の研究者、地雷除去機関等の外部専門家による、中間

評価及び事後評価を行い、評価の結果を研究チーム編成の見直しや資源配分に反映する。 

● 年度計画 (17c04) 

  中期的研究開発課題については、中間評価を開始する。 
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【年度実績】 

   平成 17 年 6 月に国際シンポジウム（非公開）を開催し外部専門家の意見・評価を聴取し

た。また、平成 18 年 3 月 15 日及び 24 日に研究総括を中心とした課題評価会を実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

中期的研究開発課題（平成 19 年度を目途に実証試験に供しうる技術）において、

研究総括を中心に、民間および大学の研究者、地雷除去機関等の外部専門官によ

る中間評価を開始したか 

S A B F

（なし）  開始できた （なし）  開始できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
海外から 10 ヶ国 20 名が参加した国際シンポジウムを開催し、意見・感想を聴取するととも

に、参加者である海外の研究者や地雷除去機関等の外部専門家を対象として、中期的研究開

発課題それぞれに対する改善点等に関するアンケート調査を行った。また、課題評価会では

中期的研究開発課題の各研究代表者が、これまでの研究開発成果、研究開発進捗状況、今後

の研究開発計画などを説明し、研究総括及び領域アドバイザーとの質疑応答を行った。 

 

（４）革新技術開発研究の推進 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 民間等の有する革新性の高い独創的な技術を、実用的な技術へ育成する

ことを目的として、安全・安心で心豊かな社会の実現等に関連する技術開

発を実施する。 

中期計画 (C11) 

  民間等において研究活動に携わる者から公募を行い、安全・安心で心豊かな社会の実現等に

関連し、革新性の高い独創的な技術に関する技術開発を行う。また人文社会科学の知見も活用

して俯瞰的観点から関連する調査研究等を実施し、その成果を公募方針等に反映させる。 

● 年度計画 (17c11) 

  安全・安心で心豊かな社会の実現等に関連し、革新性の高い独創的な技術に関する平成17

年度採択課題を外部専門家・有識者による事前評価に基づき選定し、技術開発を開始する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度採択課題について、平成 17 年 2 月 7 日より課題提案の公募を開始した。平成
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17 年 4 月 8 日に申込を締め切り、325 件の応募があった。 

・ 東京、名古屋、大阪で計 7 回募集説明会を開催し、延べ 1,526 名の参加があった。 

・ 応募課題について、外部有識者 17 名で構成される評価委員会が、分科会（外部専門家 51

名で構成）が行った書類選考及び面接選考の結果を基に、課題の革新性・独創性、目標・

計画の妥当性、課題の社会性、課題の市場性、実施体制の妥当性などの観点から事前評価

を実施し、それに基づき 26 課題を選定した。 

・ 平成 17 年度の全採択課題について、平成 17 年 9 月 1 日より技術開発を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 選考は外部専門家・有識者により適正且つ迅速に行われたか（開発のタ

イミングを逸しない支援であったか） 

指標β： 技術開発は開始できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 公募については、実績に示したとおり約 2 ヵ月の公募期間を設け募集説明会を計 7 回開催

する等、適時適切に行われた。 

・ 事前評価に基づく選考については実績に示したとおり適正に実施し、平成 17 年 7 月 28

日に採択課題を選定した。当該課題の技術開発は平成 17 年 9 月 1 日より開始したことから

選考は適正かつ迅速に行われた（指標α：○）。 

・ 平成 17 年度採択課題の技術開発は 26 件全て開始済みである（指標β：○）。 

・ 今回得られた評価等の結果を今後の事業運営に反映させ、中期目標・計画の達成に向け引

き続き事業を推進していくこととしたい。 

 

 

● 年度計画 (17c12) 

  平成16年度採択課題の技術開発を継続する。 

 

【年度実績】 

   平成 16 年度採択の 28 課題について、本年度も平成 17 年 4 月 1 日より技術開発を継続した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

各課題の技術開発は順調に継続されているかについて定性的に評価する。 
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【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、昨年度に引き続いて本年度も切れ目無く技術開発を継続した。また、

プログラムオフィサーと評価委員等による実施場所訪問及び中間報告会を通じた指導・助

言、サポートの下、順調に技術開発は継続されている。 

 

 

● 年度計画 (17c13) 

  平成18年度課題の公募を開始する。 

 

【年度実績】 

   平成 18 年度の課題募集を平成 18 年 2 月 6 日より開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

平成 18 年度課題の公募を開始できたか。 

S A B F

（なし）  開始できた （なし）  開始できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、平成 18 年の課題募集を平成 17 年度中に開始できた。 

 

 

中期計画 (C12) 

  外部専門家・有識者による事前評価、事後評価において、厳正かつ客観的な評価を行

い、研究計画の見直しや資源配分に反映させる。 

● 年度計画 (17c14) 

  平成17年度採択課題の技術開発開始に当たっては、事前評価結果を研究計画の見直し

や資源配分に反映させる。 

 

【年度実績】 

   平成 17 年度の採択課題 26 件については、革新技術開発研究事業評価委員会における事前

評価結果に基づき各課題ごとに研究計画の見直し及び研究費の査定を行い、重要課題へ重

点的に予算を配分し資源配分を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

事前評価結果は研究計画の見直しや資源配分に適切に反映できたか、定性的に評価する。 
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【自己評価】  Ａ 
   事前評価結果については、実績に示したとおり各採択課題の研究計画や研究予算にフィー

ドバックされたことから、研究計画の見直しや資源配分に適切に反映できた。 

 

 

中期計画 (C13) 

  評価結果については、知的財産等に配慮しつつ公表する。 

● 年度計画 (17c15) 

  評価結果は知的財産等に配慮し公表する。 

 

【年度実績】 

・ 革新技術開発研究事業評価委員会における審査・面接審査による事前評価の結果は、決定

（平成 17 年 7 月 26 日）後速やかに知的財産等に配慮しつつプレス発表及び機構ホームペ

ージにおいて公表した（平成 17 年 7 月 28 日）。 

・ 事前評価結果は全ての応募者に通知した。不採択課題についてはその理由を明記した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

評価結果は知的財産権等に配慮しつつ、分かり易く適切に公表できたか。 

S A B F

（なし）  公表できた  不満足な点が認められる  公表できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、事前評価の結果を決定後速やかに知的財産等に配慮して公表した。 

・ 採択・不採択の結果を全ての応募者に通知した。特に不採択課題についてはその理由も併

せて通知したことから、評価結果の公表は適切に行われた。 

 

 

中期計画 (C14) 

  各研究について所期の目的が達成されるよう、外部専門家・有識者等による進捗状況

等の確認を行うとともに、適切な指導・助言等を行う。 

● 年度計画 (17c16) 

  プログラムオフィサーによる進捗状況等の確認、適切な指導・助言等を行う。 

 

【年度実績】 

・ 革新技術開発研究事業では、プログラムオフィサーは 

 - 128 - 
- 128 -



   1. 事業全般についての助言 

   2. 課題の技術開発の推進、進捗管理及び技術開発成果の取り纏め 

   3. その他事業の推進に必要な支援 

を行うことを業務としている。 

・ プログラムオフィサー10 名を配置し、プログラムオフィサーは必要に応じ担当課題について現

地調査を行い、進捗状況等を確認した。特に平成 16 年度採択課題については、中間報告対象課

題につき全課題の実施場所訪問を行った。また、年間を通して、採択企業より研究の進捗状況及

び支出を受けた研究費の執行状況についての報告を定期的又は随時に受け、指導・助言を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

プログラムオフィサーは適切に進捗を把握できているか、指導・助言は適切に行

われているかについて総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、プログラムオフィサーは必要に応じて採択企業に対する調査を行う

とともに、採択企業からの報告を通じて研究の進捗状況を確認した。 

・ 特に平成 16 年度採択課題については、中間報告対象課題につき全課題の実施場所訪問を

評価委員等と協力して行い、技術開発をサポートした。 

・ 採択企業に対して技術・事業の両面から研究を支援するべく適宜指導・助言等を行ったこ

とから、プログラムオフィサーによる進捗状況等の確認、指導・助言等は適切に行われた。 

 

 

中期計画 (C15) 

  研究終了後、成果利用の拡大を図るため、研究成果を公表するとともに、科学技術振

興機構の有する各種企業化開発制度との連携を図る。 

● 年度計画 (17c17) 

  人文社会科学等の知見を活用した安全・安心に係る俯瞰的な調査研究を実施し、その

成果を課題の公募方針等に反映する。 

 

【年度実績】 

・ 社会技術研究開発センターを中心に、「安全・安心で快適な社会の構築に資する科学技術」

の視点に基づく人文社会科学等の知見を活用した調査研究を実施した。 

・ 調査研究の成果は、社会技術研究開発センターからの報告等を受け、平成 18 年度公募要

領における技術例等に反映させた。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 安全・安心に係る調査研究は適切に実施されたか 

指標β： 調査研究の成果は課題の公募方針等へ適切に反映されたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり調査研究活動を推進したことから、安全・安心に係る調査研究は適切

に実施された（指標α：○）。 

・ 調査研究は、実績に示したとおり公募要領に反映された（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (C16) 

  研究成果の実用化状況を追跡調査する。 

 

（対応する年度計画なし） 

 

（５）先端計測分析技術・機器の研究開発の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及び

その周辺システムの開発を推進する。研究開発動向を踏まえて重点的な推

進が必要なものとして文部科学省が特定する各開発領域において先端計測

分析機器及び周辺システムを開発する。また、研究者の幅広い独創的なア

イデアが活かされる先端計測分析機器及び周辺システム、並びに新しい独

創的な発想に基づくこれまでに開発されていない計測分析技術・手法の実

現を目指した研究開発を推進する。なお、その推進にあたっては、研究の

ニーズが適切に反映される計画とする。また、機構における関連する研究

開発と連携して総合的な運用を図ることにより効率的な研究開発を進め

る。 

中期計画 (C21) 

  先端計測分析機器及びその周辺システムの研究開発に関する提案を公募により採択し、

産学官の密接な連携により、要素技術開発を実施し、更にその結果の評価に基づくプロ

トタイプ製作、プロトタイプによるデータ取得までを一貫して推進する。 
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中期計画 (C24) 

  上と並行して、独創的な計測分析技術・手法を確立する研究開発に関する提案を公募

により採択し、研究者又は複数の研究者グループによる研究開発を推進する。 

● 年度計画 (17c21) 

  先端計測分析機器及びその周辺システムの研究開発及び独創的な計測分析技術・手法

を確立する研究開発に関する課題を公募する。 

 

【年度実績】 

   平成 17 年 1 月 26 日に文部科学省研究振興局から先端計測分析技術・機器開発事業におけ

る開発領域の通知を受け、それを受けて平成 17 年 2 月 24 日から 4 月 15 日までの約 2 か月

間にわたり公募期間を設けた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 文部科学省より開発領域の通知を受けた後 1 か月以内に公募を開始できたか 

指標β： 十分な公募期間を設けられたか 

S A B F

（なし）  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、文部科学省から開発領域の通知を受け、速やかに公募を開始できた

（指標α：○）。 

・ 公募期間は、他の競争的資金制度では概ね 1.5 ヵ月～2.5 ヵ月で設定している。従って、

当事業の公募期間（2 ヵ月）は妥当なものと判断される（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (C22) 

  応募提案の選定に当たっては、ブレイクスルーが期待できること、研究ニーズが明確

であること、将来の研究開発に資すること、参加機関間の密接な連携が出来る計画とな

っていること等の観点から、外部専門家による事前評価を行う。 

中期計画 (C23) 

  機器開発については、研究開発開始後 3 年目を目途に、プロトタイプ製作段階に移行

できるものを開発する。プロトタイプ製作段階への移行に当たっては、研究ニーズ、実

現可能性、将来の市場性等の観点から、外部専門家による中間評価を実施し、特に優れ

た課題に絞込む。 
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● 年度計画 (17c22) 

  応募課題については、外部専門家による事前評価を行い、選定する。 

 

【年度実績】 

・ 提案された研究開発課題は、機構の諮問機関である科学技術振興審議会基礎研究部会の下

部組織として設置した先端計測技術評価委員会において事前評価を行った。 

・ 同委員会は、広範な分野の提案に対応すべくさまざまな専門分野の有識者 57 名（平成 16

年度は 47 名）から構成し、応募分野は多様であることが予想されたため、「物理的現象・

手法・用途」、「化学、物質、ナノテクノロジーに関する現象・手法・用途」、「生物的現象・

手法・用途」、「総合・環境・生体・その他」の 4 つの分科会を設け評価を行った。書類選

考は 1 提案当たり 4 名以上（平成 16 年度は 1 提案あたり 3 名以上）の委員が査読を行った。

また、面接選考では当該分野の専門性を持った 10 名程度の委員によるヒアリングを行った。

特に、提案者と利害関係を持つ委員は評価に関与しないよう配慮した。 

・ 文部科学省「科学技術･学術審議会 技術・研究基盤部会 知的基盤整備委員会 先端計測分

析技術・機器開発小委員会」との連携を図り、一貫した事業運営を行うため、本事業の評価委

員会に同小委員会委員がオブザーバーとして出席、意見交換を行い、事業運営に反映させた。 

・ 課題の新規性及び優位性、科学技術発展への貢献、研究開発計画の妥当性等の視点で選考

を行い、280 件の応募に対し 18 課題を採択した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

事前評価について、どのような手法・アプローチで行われたか、また、その時の

外部専門家の位置づけ、役割などを勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 本事業の趣旨である先端計測分析技術・機器の開発という観点から、応募分野は極めて広

範にわたり、それに対応するため予め 4 つの分科会を設けた上で、提案された研究開発課

題の事前評価を実施した。特に、より一層広範囲な分野の提案に対応するため、前年度よ

りも委員の数を大幅に増強した体制を構築した。 

・ 書類選考は 1 提案当たり 4 名以上の委員が査読を行い、より公正・厳正な審査を行った。 

・ 評価委員長並びに各分科会長は全分科会の面接選考に出席し、分科会間での評価内容やレ

ベルのバランスを図った。 

・ 評価委員会委員の氏名については評価の透明性を高めるため採択開発課題発表と同時に公

表している。 

・ また、文部科学省の上述小委員会と今年度より新たに連携を行ったことにより、事前評価

の段階において十分な事業趣旨の徹底が図られ、適切な課題選定及び評価体制の構築がな

された点は特筆すべきことと言える。 
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● 年度計画 (17c25)  

  開発を推進する開発課題のうち対象課題について中間評価を実施する。 

 

【年度実績】 

   中間評価を厳正に実施し、その結果を翌年度以降の開発計画に大きく反映させた。平成

16 年度中間評価実施対象課題（12 課題）のうち、特に成果が期待される 2 課題については

開発費を重点的に配分し、また特に成果が進んでいる 1 課題については開発期間を 1 年短

縮し早期の実用化を促進した。一方で、3 課題について計画の見直しが必要として開発費を

大幅削減し、また 1 課題について当初目標の達成が困難と判断し開発を中止した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

対象課題について中間評価を実施できたか。 

課題評価に携わった外部専門家の位置づけ及び役割、課題評価に用いた手法、並

びに評価結果についても参考とする。 

S A B F

（なし）  実施できた  不満足な点が認められる  実施できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、今年度中間評価実施対象課題について、「先端計測技術評価委員会」が

厳正な評価を行い、その評価結果を来年度以降の予算配分に反映させ、かつ当初目標の達成が

困難と判断された課題について中止を行った。開発総括は中間評価に同席し、質疑応答後の評

価委員との討論に加わり必要に応じて開発チームの発表に対しフォローアップを行った。 

 

 

中期計画 (C25) 

  応募提案の選定に当たっては、新規性、独創性、実現性等の観点から、外部専門家に

よる事前評価を行う。 

中期計画 (C26) 

  技術・手法については、研究開発開始後 3 年目を目途に、実現可能性の見通しがつく

ものを研究開発する。 

● 年度計画 (17c23) 

  採択する課題については、速やかに研究開発に着手するため研究開発実施計画の策定、

事業実施説明会、研究契約の締結等を進める。 
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【年度実績】 

・ 平成 17 年 8 月 25 日の採択研究開発課題新聞発表後、ただちに研究開発実施計画書の作成

依頼を行った。その後も手続きを迅速に進め、チームリーダー説明会（平成 17 年 9 月 6 日）、

事務処理説明会（平成 17 年 9 月 14 日と 16 日）を開催し、平成 17 年 10 月 1 日付けの委託

契約締結を行った。 

・ 研究機関と企業が連携して開発を進める本事業において、企業に対しても一般管理費に業

務間接費を加える等適切な間接経費を支出し、企業のインセンティブの向上を図った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

10 月以降の研究開発への着手状況、および研究開発課題が採択されてから研究開

発開始に至るまでの各プロセスが無駄なく手順を踏んで行っているか等を勘案し

て総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 平成 17 年 10 月 1 日の研究開発開始に向け、研究開発課題が採択されてから研究開発開始

に至るまでの各プロセスが無駄なく手順を踏んで行われた。 

・ 参画機関の企業について、平成 16 年度においては間接経費積算プロセスが複雑等の理由

により間接経費（一般管理費及び業務間接費）を辞退する機関が少なくなかった。平成 17

年度以降、企業の参画機関について、業務間接費の考え方を変更したこと等により間接経

費を計上しやすくことにより、企業のインセンティブの向上を図るなど、大きな事業の改

善を図った。具体的には、平成 16 年度の業務間接費辞退企業は 30 社中 25 社であったが、

平成 17 年度当初時点において 32 社中 7 社にまで減少した。 

 

 

● 年度計画 (17c24) 

  平成16年度に採択した開発課題（29課題）について、開発を推進する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 16 年度内から委託契約の申し込みを行い、平成 17 年 4 月 1 日の契約締結を実現した。 

・ 開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、顕著な研究開発実績を有し、専門的な立場

から開発チームを支援・アドバイスできる有識者を開発総括（プログラムオフィサーに相

当）として委嘱し、各開発チームに対するフォローアップを行うこととした。 

・ 研究開発現場の訪問について、開発総括は開発チームの代表者が所属する機関のみならず、

分担者が所属する機関についても積極的に訪れ、必要なアドバイス・意見交換等を行った

（平成 17 年度実績延べ 87 機関）。 

 

 - 134 - 
- 134 -



 → 評価視点・指標、基準： 

前年度からの研究開発が引き続き円滑に遂行できるよう早期の研究契約の締結が

出来たか、また、当初の目標達成に向けプログラムオフィサー（開発総括）によ

るフォローアップが効果的に行われたか等を勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、平成 16 年度内から委託契約の申し込みを開始し、早期の契約締結

を実現した。 

・ 開発総括は開発チームの代表者が所属する機関のみならず、分担者が所属する機関につい

ても積極的に訪問し、本事業の目的である計測分析機器及びその周辺システムの開発に向

けて、責任ある立場で開発チームとの意見交換や指導・助言を行い、円滑な研究開発の推

進並びに取りまとめを行った。具体的には、昨年度から開発総括の人的体制を強化し、訪

問回数を増加するなど積極的に開発推進を行っており、本事業はユニークな取組として特

筆すべきことと言える。 

 

 

中期計画 (C27) 

  事業運営においては、複数の外部専門家により、課題選考、研究開発全体の総括、技

術動向の把握、優れた技術の発掘等を柔軟かつ機動的に行う。 

  また、戦略的な基礎研究、企業化開発等の各事業の運営部署と密接に連携するための

場を設ける等により、計画の調整等を行い、全体として整合性のある効果的な先端計測

分析技術・機器の研究開発を推進する。 

● 年度計画 (17c26) 

  事業運営に当たっては、外部専門家の協力を得て、研究開発全体の総括、技術動向の

把握、優れた技術の発掘等を積極的に推進する。 

 

【年度実績】 

・ 開発の効率的かつ効果的な運営を図るために、顕著な研究開発実績を有し、専門的な立場

から開発チームを支援・アドバイスできる有識者 6 名（うち 2 名は 10 月より新規委嘱）を

開発総括（プログラムオフィサーに相当）として委嘱し、事業全体に対するマネジメント

を行った。 

・ 開発総括は、先端計測分析技術関連の調査等を実施しつつ、研究開発実施計画の査定と提

言、研究開発現場訪問、並びに 3 回の連絡会議及び 2 回の意見交換会開催により事業全体

のフォローアップを行った。機構本部においては開発総括と緊密な連携体制を構築し各課

題の研究開発推進のために必要な支援を行った。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

事業運営が効果的かつ適切であったか、外部専門家の協力を得ながら、研究開発

推進のために有効な支援ができたか等を勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 外部専門家は本事業のプログラムオフィサー（PO）として位置づけ、今年度より新たに

2 名を委嘱して事業全体及び開発課題のマネジメントの更なる強化を図った。また、プログ

ラムディレクター（PD）を含めた連絡会議を 3 回、またプログラムオフィサー間の意見交

換会を 2 回開催することにより事業運営を積極的に行った。 

・ 先端計測関係分野の国際学会（米国）に開発総括 2 名を派遣し、研究開発動向の調査を実

施するとともに、機器開発の課題等については、大学等研究者と企業開発者が連携するた

めの役割分担や推進方法について適切な指導・助言を行った。本事業の目的である計測分

析機器を開発する上で産と学・官の密接な連携・協力体制は必要不可欠なものであり、開

発総括の 1 つの役割としてこれらに大いに寄与したことは特筆すべき実績であると言える。 

 

 

● 年度計画 (17c27) 

  機構内の関連各部署と連携を密にし、整合性のある効果的な研究開発を推進する。 

 

【年度実績】 

   研究開発課題の選考過程において、基礎研究部門及び技術移転部門の担当部署と相互に連

絡を取り合い、重複調整等を行った。また、研究開発推進中の課題について、公表可能な

情報を逐次かつ速やかに連絡・周知した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

機構内の関係各部室間において、研究開発課題の選考、実施等について必要な連

携をとり、本事業の効率的・効果的な運営に資することができたか等を勘案して

総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
   文部科学省を通じ他省庁所管の研究開発課題との重複調整を行った他、機構内で推進して

いる研究開発課題との重複調整を遅滞なく行った。 

 

 

中期計画 (C28) 

  研究開発終了後には、民間及び大学等の複数の外部有識者により事後評価を行い、当
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初の研究開発目標の達成状況を明らかにする。 

 

（対応する年度計画なし） 

 

 

中期計画 (C29) 

  研究開発成果については、知的財産権の取得を奨励するとともに、積極的に社会還元

を行うことを推奨する。 

● 年度計画 (17c28) 

  各研究開発課題においては研究開発期間中における知的財産権の取得を奨励する。 

 

【年度実績】 

・ チームリーダー説明会でチームリーダーを一堂に会し知的財産権の取得を奨励した他、サ

イトビジット等の際にチームリーダー・分担開発者等に知的財産権の取得を奨励した。 

・ 知的財産権については産業活力再生特別措置法第 30 条（日本版バイドール法）により発

明者の所属する研究開発実施機関に帰属するが、チームリーダー等から特許出願に関する

相談を受けた際には必要なアドバイスを行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究開発により得られた成果の権利化、社会還元の促進に関してとった措置の内

容・検討状況、及び知的財産権の取得を有効に支援できたか等を勘案して総合的

に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
   実績に示したとおり、機会を見つけてチームリーダーや開発者等に知的財産権の取得を奨

励した。また、特許出願についてのチームリーダー等からの相談にも対応することができた。 

 

 

● 年度計画 (17c29) 

  研究開発成果については必要に応じて論文等の発表を行うことによって積極的な社会

還元を推奨する。 

 

【年度実績】 

・ チームリーダー説明会でチームリーダーを一堂に会し、論文・国内外の学会・新聞発表等

を通じ研究開発成果の積極的な社会還元を促した。 

・ 機構は、開発者等が積極的に学会等で成果発表できるよう、学会参加のための旅費や出張
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費を研究開発費から支出することを認める等、開発者が研究成果をより公表しやすい環境

作りに努めている。 

・ 一方、プレス発表や取材を受けた際の対応について、上記説明会等で周知・徹底した。  

・ 日本の各方面で進められている計測分析技術開発のうち、光計測分野に焦点を当てた第 1

回の公開シンポジウム「先端バイオオプティクス技術」を平成 18 年 3 月 14 日に開催し、

当事業のチームリーダー4 名並びに招待講演者 1 名による講演と質疑応答を行った。大学・

企業等から合計 335 名の参加者があり多大な注目と関心を集めた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

本事業の趣旨に基づき研究開発成果の効果的かつ積極的な社会還元の意義、必要

性について、十分な説明が出来たか等を勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 実績に示したとおり、機会を見つけて、チームリーダーや開発者等に研究成果の積極的な

公表を促した。その結果、論文発表件数が 130 件、特許出願件数が 51 件と、昨年度から比

べて論文発表件数は約 3 倍、特許出願件数は約 5 倍とそれぞれ大幅に増加した。 

・ 開発成果に対する中間評価では、特に大きな成果が期待されるもの 2 課題、また特に成果

が進んだ 1 課題については早急に実用化を図るため開発期間を 1 年短縮する等、大きな成

果の見通しが得られている。 

・ 開発成果の積極的な社会還元を推奨することとし、まだ開発実施途中ではあるが年度当初

には予定していなかった公開シンポジウムを開催した。 

・ 公開シンポジウムは、当事業として初めての試みながら、各方面から多くの参加者を集め、

今回のテーマ「先端バイオオプティクス技術」は、計測・分析技術分野における新たな切

り口として注目された。また、第 2 回目以降の開催に向けて、関係者への広報活動を含め

開催にあたっての一連の事務手続き体系を構築するなど、大きな実績が得られた。 

・ まだ途中の段階ではあるが既に一部で市場化を見据えた動きが見え始めている。開発課題

「生体計測用超高速フーリエ光レーダー顕微鏡」では医療機器メーカーや化粧品メーカー

が技術導入を検討している。また、開発課題「4 探針 STM の制御系及び多機能ナノチュー

ブ探針の開発」では、参画機関の企業において 4 探針 STM 制御装置と多機能ナノチューブ

について製品化の目途が立ってきている等、開発開始 1 年半でこのような成果が得られて

いることは、今後さらに多くの成果が見込まれ極めて特筆すべきことと言える。 
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（６）研究開発戦略の立案 
 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

  研究開発戦略の立案、同戦略に基づく事業の推進を的確に行うため、国

内外の研究開発動向等を調査・分析する機能を強化し、これらの情報の提

供、社会的･経済的ニーズの分析による今後必要となる研究開発課題の体系

的抽出等を行う。 

 得られた成果については、機構の事業全般において活用する。 

中期計画 (D01) 

  大学、民間等において、研究開発やその企画・運営の経験のある者等を任期付きで雇

用し、体制を整備する。 

● 年度計画： （平成 16 年度で終了） 

 

 

中期計画 (D02) 

  内外の研究開発動向及び社会的・経済的ニーズ等を調査・分析し、今後必要となる研

究開発領域や課題等を体系的に抽出する。 

● 年度計画 (17d01) 

  様々なデータベースの活用や研究者へのインタビュー等により、内外の研究開発動向

及び社会的・経済的ニーズ等を調査・分析し、今後必要となる研究開発領域や課題等を

体系的に抽出する。 

 

【年度実績】 

・ 研究開発戦略動向及び社会的・経済的ニーズの調査・分析に資するため、データベース・

文献による調査、主要な研究者等へのアンケート・インタビュー、学会への参加等を行った。 

・ データベース・文献による調査においては、論文の引用回数によるランキングを提供する

ISI データベースや科学技術文献データベース JOIS 等を利用し、論文の引用件数等を利用

しての研究分野のクラスタ化等を行った。 

・ また、主要な研究者等へのアンケート・インタビュー調査や学会への積極的な参加により、

優れた研究を行っている先導的研究者の知見を収集し、研究開発動向を把握した。 

・ 社会的・経済的ニーズについては、経済社会グループを設置し、「科学技術イノベーショ

ン創出に必要な経済社会環境」等に関して調査を実施するとともに、各グループにおいて

も社会ビジョン・社会ニーズの実現を意識しながら調査分析を進めた。 

・ 総合科学技術会議のライフサイエンス分野別推進戦略プロジェクトチームで戦略重点科学

技術として検討されている臨床研究について、臨床研究グループを設置し、有識者からの
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ヒアリング調査等を進めた。 

・ 分野単独ではとらえにくい新興領域・融合領域についても留意し、センター全体での討議・

意見交換を行うとともに、横断グループを設置し、多角的な視点から研究開発動向を分析

することに努めた。 

・ 上記の結果、電子情報通信、ナノテクノロジー・材料、環境・エネルギー、ライフサイエ

ンスの各分野における「研究領域マップ」を作成し、その中から重要研究領域を抽出した。

「研究領域マップ」及び領域は適宜見直し、改訂を行う。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研究開発戦略動向及び社会的・経済的ニーズについて調査・分析を行ったか、今

後必要となる研究開発領域や課題等を体系的に抽出したか等を勘案して総合的に

評価する。 

研究開発動向の調査・分析に当たっては、ブレークスルーが期待できるような芽

の発掘に留意したかも参考とする。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 各種データベース・文献による調査や研究者へのインタビュー等により研究動向把握及び

社会的・経済的ニーズを調査分析し、今後必要となる研究開発領域や課題等を体系的に抽

出し、前年度に作成した「研究領域マップ」の改訂や新たな重要研究領域を抽出すること

ができた。 

・ 体系的に抽出された研究開発領域や課題等については、第 3 期科学技術基本計画策定に向

けた文部科学省の「安全・安心科学技術に関する検討会」においてセンターのフェローが

委員として委嘱され、また「地球環境科学技術委員会」においてセンターのフェローが有

識者として出席を依頼され、それぞれの成果の報告を通じて、各委員会における具体的な

施策の検討に活用された。 

・ 社会的・経済的ニーズに関しては、本年度新たに経済社会グループを設置し体制を整備す

るとともに、科学技術イノベーション創出と経済社会環境との関係についてアンケート調

査の実施や研究会の開催、さらに日本学術会議や経済社会総合研究所等と連携したシンポ

ジウムの開催等を実施し、産学官・文理連携によりイノベーションを巡る経済社会的条件

に関する課題を抽出した。特に、調査・分析において、機構の社会技術研究開発センター

のみならず、日本学術会議や経済社会総合研究所との連携を深めたことにより、センター

の活動の視点が広がるのみならず、その内容の深化という点からも評価される。 

・ 第 3 期科学技術基本計画の分野別推進戦略のライフサイエンス分野で取り上げられている

臨床研究については、臨床研究グループを設置し、井村裕夫京都大学名誉教授を首席フェ

ローに迎え、専門家による委員会を発足させるとともに、有識者へのインタビューを行い

今後推進すべきテーマにつき大きな方向性を抽出することができた。 
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・ 研究開発領域や課題等の抽出にあたっては、各分野グループ内の検討のみならず、他分野

のグループのフェロー等が参加するセンターフェロー会議等においても検討を行い、新興

領域・融合領域等、今後注目すべき研究開発の視点からも検討を行った。 

・ 横断グループにおいては「イノベーションを誘発するファンディングの在り方」や「安全・

安心に資する研究開発分野」について検討し、特に安全・安心領域については、文部科学省や

社会技術研究開発センターとも連携して取組み重要研究開発分野を抽出することができた。 

 

 

● 年度計画 (17d02) 

  北米、欧州、中国を中心としたアジアの研究開発動向や科学技術政策動向の把握をお

こなう人材を配置し、海外の科学技術活動の調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 海外動向グループにおいて、北米、欧州、中国を中心としたアジアの研究開発動向や科学

技術政策動向の把握を行うための定常的な調査分析活動を実施した。特に中国に関しては、

来年度発足予定の中国総合研究センターの設立準備のため、科学技術文献情報の調査や科

学技術関係機関の把握等を実施した。 

・ 活動にあたっては、 

1) 海外各国（地域）の科学技術政策に係る動向の網羅的把握 

2) 北米、欧州、中国を中心としたアジアの各地域について、個別の研究開発動向や科学

技術政策動向を把握 

3) センター内の他のグループと連携した特定課題（テーマ）の把握 

の 3 つのカテゴリを設け、体制整備や活動内容の充実を図った。 

・ 活動 1) については、国内外の科学技術関係機関等からホームページ等で公開される科学

技術政策等に関するニュース・情報を定期的にウォッチするとともに、翻訳・抄訳して「科

学技術政策ウォッチャー」としてまとめ、機構及び科学技術政策関係者に配付した（平成

17 年度実績：42 号配信、約 1,400 件）。また、文部科学省の科学技術ジャーナルにおいても、

記事が掲載された。なお、本年 8 月からはホームページにおいて一般公開を開始した。 

・ 活動 2) として、海外のファンディング制度、研究課題、その他の重要政策動向に関する

調査を行うとともに、各地域を担当する協力要員として海外コンサルタントを 1 名ずつ委

嘱した。海外コンサルタントの調査能力を活用し、センターの活動に関連する特定のテー

マに関する調査を実施し、調査活動結果を定期的（毎月 1 回）に取りまとめた。 

・ 活動 3) については、米国や欧州の分野融合研究を調査する他、「安心・安全」に関する研

究動向についても調査を実施した。 

・ 上記活動については、機構の海外駐在員事務所とも連携強化し、効率的・効果的に海外情

報を把握し、政策立案に資する仕組みをつくることができた。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 北米、欧州、中国を中心としたアジアの研究開発動向や科学技術政策動

向の調査を実施したか 

指標β：調査により、有益な知見が得られたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 実績に示したとおり、海外の研究開発動向等を調査するとともに、海外各地域を担当する

海外コンサルタントを委嘱し目標を達成した。なお、機構の海外駐在員事務所との連携に

より、事務所による情報収集機能を活用した迅速な海外動向の把握とその情報を科学技術

政策ウォッチャーによるニュース・情報発信に活用し、海外の科学技術活動の調査の充実

を図った。このことにより、戦略立案機能の強化や文部科学省等における政策立案のため

の情報提供が一層迅速で、現地の実情を直接反映したものとなるなど実効性がある新たな

枠組みを構築することが出来た（指標α：○）。 

・ 特に第 3 期科学技術基本計画において、中心的な柱であるイノベーションに関する米国大

統領教書演説やそれに関連した法案等に関する動向分析、第 7 次フレームワークプログラ

ムやリスボン宣言の改訂等新たな研究投資の検討やその強化に関する EU における最新の

取組に関する動向分析等は、文部科学省や内閣府において注目され、センターから情報提

供や説明を通じて、政策の検討に役立てられた。 

・ また、中国の科学技術政策、研究開発成果の調査分析等を通じて、日中の相互理解を図る

ための中国総合研究センターの設立準備作業を通じて、データベースを用いた中国におけ

る動向の調査分析に関して、機構の情報事業本部との連携関係を構築・強化した点は、機

構内における他の部署との連携を拡大し、両事業を戦略的に推進するための基礎とした点

で評価される。 

・ 各種調査により、海外における基本的な研究開発戦略、ファンディングと予算配分のメカ

ニズム、ファンディングの特徴等を把握することができた。さらに、英国科学技術局や EU

の局長クラスとの直接の意見交換も実施し、新たなネットワークの構築やより深い知見を

得ることができた。 

・ 特に米国におけるイノベーション創出につながる新たなファンディング制度としての「ハ

イリスク・ハイインパクト研究の推進」や米国科学技術の競争力の源泉を確保する「分野融

合研究システム」への取組等の新たな動き、EU 第 7 次フレームワークプログラムや中国の「国

家中長期科学技術発展計画」等、機構におけるファンディングの検討や文部科学省における

第 3 期科学技術基本計画の検討に関連する有用な調査を行うことができた(指標β：○）。 

・ なお、得られた成果に関して、文部科学省の「国際情勢月例報告会」での報告や内閣府等
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からの要請に応じて海外情報を提供するなど、文部科学省や内閣府等の政策検討に活用され

たことは特筆すべき実績と考える。また、機構の理事会議での報告等を実施し、さらに機構

の海外駐在員事務所との連携により入手された海外情報は科学技術政策ウォッチャーのトピ

ックスとして活用しホームページにより、内外に対して広く情報を提供することができた。 

 

 

中期計画 (D03) 

  今後の研究開発戦略の形成を目的として、ワークショップ、シンポジウム等の開催に

より、広範な関係者の参加を得て、オピニオンの形成と集約を行う。 

● 年度計画 (17d03) 

 今後の研究開発戦略の形成を目的として、「科学技術未来戦略ワークショップ」等の

開催により、広範な関係者の参加を得て、オピニオンの形成と集約を行う。 

 

【年度実績】 

・ 研究分野の俯瞰、重要研究領域等の抽出を行う「科学技術未来戦略ワークショップ」を開

催した。平成 17 年度は、分野やテーマ毎のワークショップを延べ 16 回開催し、毎回数十

名の参加者を得て討議を重ねた。参加者は、テーマに応じて大学研究者にとどまらず、民

間企業や政策立案者、ファンディング機関も含んだ。特に、政策立案者側として、文部科

学省のみならず経済産業省等からの参加を得、府省横断による議論の場を設定した。 

・ 科学技術未来戦略ワークショップの他に、日本農芸化学会や日本化学会といった学会や米

国 NSF との共催により、「戦略セッション」「特別セッション」等として発表と討議の場を

設け、ワークショップを通じて抽出された重要課題の精査等、オピニオンの集約・形成を

深めた。米国 NSF とのジョイントワークショップについては、日米の第一線研究者を招聘

し討議を行った。 

・ また、科学技術政策研究所等との共催による「第 1 回アジア科学技術フォーラム」を実施

し、研究開発戦略策定に向けた合意形成、情報発信に努めた。 

・ このようなプロセスを経て得られたオピニオンの例は、「情報セキュリティ」、「システム

バイオロジー」等の戦略プロポーザルの検討やその他の研究開発戦略の検討に活用すると

ともに、報告書として取りまとめた。 

・ また、科学技術と社会との関わりについてのワークショップを開催し、「科学技術と社会 

20 世紀から 21 世紀への変容」として出版した。さらに、イノベーションの経済社会的条件

について、日本学術会議や経済社会総合研究所等との共催によりシンポジウムを開催し、

今後のイノベーションの経済社会的条件の総合的整備、産学官・文理連携による政策研究

の強化等について大会決議として取りまとめた。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

指標α：広範な関係者の参加を得つつ「科学技術未来戦略ワークショップ」等を

開催できたか 

指標β：有益なオピニオンの形成と集約ができたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α：○、指標β：不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 各研究分野において科学技術未来戦略ワークショップ等の開催し、毎回、大学研究者にと

どまらず、民間企業や府省にまたがる政策立案者も含んだ広範な関係者から数十名規模の

参加を得ることができ、目標を達成することができた。府省を横断し更には他のファンデ

ィング機関を含む、従来に無い議論の場を形成できたことは、研究開発戦略立案において

極めて有意義であったと考える（指標α：○）。 

・ センターにおける検討結果は、報告書に取りまとめ、機構内のみならず、文部科学省、内

閣府等へ提供し、政策の立案に役立てられるように努めてきた。さらに、これらの成果を

もとに、次のように政策決定に貢献した。分野別推進戦略プロジェクトチームによる検討

において、情報通信分野、ナノテクノロジー・材料分野においてセンターから委員として

参加し、またライフサイエンス分野において有識者としてセンターから参加し、センター

におけるこれまでの検討結果等につき説明等を行い、分野別推進戦略の策定に貢献した。

また、分野別推進戦略の検討に先立ち総合科学技術会議において検討が進められた重点分

野推進戦略専門調査会ナノテクノロジー研究開発ワーキンググループへセンターから委員

として参加し、同様の貢献を行った。 

・ また、分野融合分野において今後実施すべき研究開発課題に関する検討を行い、医工連携、

農工連携等を含む重要な分野融合研究領域をとりまとめ、文部科学省における先端融合領

域イノベーション創出拠点形成に関する会議において発表を行い、新たなファンディング

制度の検討の参考として活用された。 

・ 以上のように、ワークショップ等を通じて、行政ニーズ・社会ニーズも踏まえて、医工連

携・農工連携等の領域においてこれまでに十分な検討がなされていなかった切り口から、

新しい概念が創出される等、オピニオンの集約・形成に資することができた（指標β：○）。 

・ 実績に例示した特別シンポジウム「イノベーションの経済社会的条件」は、科学技術イノ

ベーション創出に必要な経済社会的条件について問題点の抽出と今後の施策等について広

く各界の関係者（柘植総合科学技術議員、黒川日本学術会議会長、生駒センター長ほか）

が集まり討議し、その内容を大会決議として取りまとめたものであり、マスメディアにお

いても取り上げられた。この成果は第 3 期科学技術基本計画の取りまとめにあたり、その

中心的な課題である「イノベーション」に関する有用なオピニオンの形成に資することが
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できたことは特筆すべき実績と考えている。 

・ また、平成 18 年度の戦略的創造研究推進事業の研究領域の設定等や戦略的国際科学技術

協力推進事業等への提案の中で活かされており、科学技術未来戦略ワークショップ等の開

催によるオピニオン集約・形成は極めて有意義であった。 

・ さらに、ワークショップ等により得られたオピニオンは、文部科学省の戦略目標策定や先

に述べたとおり、科学技術振興調整費の「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」の

立案に係る検討に用いられた。さらに第 3 期科学技術基本計画の分野別推進戦略の策定に際

して、機構が提供した「科学技術における重要研究領域の国際比較（ベンチマーク）」を参考

にして活用され、有用な情報を提供することができたことは、特筆すべき実績と考えている。 

 

 

中期計画 (D04) 

  上記をもとに、機構の基礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等の企画・

立案を行う。 

● 年度計画 (17d04) 

  上記をもとに、機構の基礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等の企画・

立案を行う。 

 

【年度実績】 

・ 上記の調査・分析活動を基に、今後重点的に推進すべき研究領域等を 11 の「戦略プロポ

ーザル」としてまとめた。 

・ この戦略プロポーザル等に基づき、機構の戦略的創造事業本部の事業推進に対して、平成

18 年度の研究領域案として「実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブルオペレーテ

ィングシステム」等、計 8 領域を研究総括案とともに提示した。また、国際室の戦略的国際

科学技術協力推進事業についても、研究協力国や研究テーマについての情報を提供した。 

・ 戦略プロポーザル及びその他調査分析活動から得られた成果については、機構内だけでは

なく、文部科学省へも情報提供等を行った。例えば、文部科学省における平成 18 年度の戦

略目標の策定の参考として、電子情報通信分野において「高セキュリティ等次世代基盤技

術」、ナノテクノロジー・材料分野において「革新的ナノ界面技術」、「ナノ材料製造技術」、

ライフサイエンス分野において「システムバイオロジー」等に関し、センターでとりまと

めた戦略プロポーザル等の情報を提供した。 

・ 特に、ナノテクノロジー・材料分野においては米国 NSF とのジョイントワークショップ

を開催し日米の第一線研究者と議論するとともに、経済産業省等との意見交換も踏まえて

研究領域等の立案を行った。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

機構の基礎研究事業において重点的に推進すべき研究領域等の企画・立案できたか。 

調査・分析の体制や手法、外部との連携状況等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  企画・立案できた  不満足な点が認められる  企画・立案できなかった
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 機構の戦略的創造研究推進事業については、戦略的創造事業本部に対して研究領域案・研

究総括案を提示し活用され、同事業の推進機能強化に貢献した。その際には、事業本部及

びセンターのトップとの事前検討会を開催するとともに適宜事務的な打合せを行い、研究

領域案・研究総括案を効率的に検討することができた。また、戦略的国際科学技術協力推

進事業についても、国際室に対して協力研究国・研究テーマ案等を提示し、同事業の推進

に貢献した。さらに、次世代ロボット、バイオマス利活用、水素利用／燃料電池等の科学

技術連携施策群支援業務室に対して、業務遂行の参考として、この施策に関連するセンタ

ーの成果を提供した。 

・ 文部科学省による戦略目標の策定に際しても、戦略プロポーザルとしてまとめた資料等の

情報を参考として提供し、適切な戦略目標の設定への貢献に努めた。 

・ 上述のように、当該年度においては、事業本部との連携を強化し、重点的に推進すべき研

究領域等の提案等を本格的に行い、各事業に対する貢献を行ってきた。特に、戦略的創造

研究推進事業の研究領域案・研究総括案の提案については、科学技術イノベーション創出

の観点からこれまでセンターで検討していた「プランド・イノベーション・アプローチ」

と呼ばれる従来にない新たな領域運営方式（産学からそれぞれ 1 名研究総括を配置し、研

究総括の強力な指揮により個別の研究成果を統合して実用システムとして利用可能なこと

を実証する研究を推進）を提案したことは特筆すべき実績と考える。 

・ また、研究開発戦略の立案という、従来にない機能・活動について、研究分野全体の俯瞰

からワークショップ等による多数の意見に基づいた重要領域等の抽出、学会等との共催に

よる戦略セッションによる精査、海外動向比較による国際的ポジションの明確化、社会ビ

ジョンの実現の観点からの再考という一連の独自のプロセスにおいて、米国 NSF とのジョ

イントワークショップの実施や経済産業省等との意見交換等を通じて、実際に具体的な戦

略として立案することができたことは特筆すべき実績と考える。 

 

 

中期計画 (D05) 

  機構は、上記の活動を通じて得られた成果を事業全般において活用する。 
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● 年度計画 (17d05) 

  上記の活動を通じて得られた成果が機構の事業全般において広く活用されるよう、関

連部署に得られた成果を提供する。 また、科学技術政策研究所を含む政府関連諸機関等

との有機的連携を図り、成果の活用等を推進する。 

 

【年度実績】 

・ センターの活動やその活動を通して得られた成果については、機構の事業において活用さ

れるよう、次の通り提供を行った。 

1) 戦略的創造研究推進事業等への提案 

戦略的創造研究推進事業のチーム型研究、個人型研究における研究領域案・研究総

括案の提案、及び総括実施型研究における研究総括候補者の推薦、さらに戦略的国際

科学技術協力推進事業における研究協力国・研究テーマ案等の参考情報の提供を的確

に行った。 

2) 関連事業との情報共有 

科学技術連携施策群のプログラムにおいては、戦略プロポーザル「IRT」「バイオマ

ス」が国家的・社会的に重要であって関係府省の連携の下に推進すべきテーマ案とし

て採用されることとなった。 

また、戦略的創造事業本部をはじめ、その他関連する事業担当部署において参考と

なる「米国イノベーションの次なる仕掛け：新たなファンディング制度によるハイリ

スク・ハイインパクト研究の推進」「科学技術イノベーション推進のためのナショナ

ルイノベーションエコシステム政策提言の検討」等の調査結果を提供した。 

さらに、「安心・安全研究領域」の調査結果は、社会技術研究開発センターへ情報

提供した。 

なお、上記調査結果については、文部科学省、内閣府等、機構外への提供も随時行った。 

3) 海外動向調査結果の定期配付 

「科学技術政策ウォッチャー」及び外部コンサルタントによる「海外レポート」に

ついては、業務を推進する上での参考として、機構内関係部署及び関係政府機関へ定

期的に提供した。なお、「科学技術政策ウォッチャー」については、平成 17 年 8 月か

らホームページにて一般公開を開始するとともに、文部科学省の広報誌「科学技術ジ

ャーナル」への転載等を行った。 

4) 「研究者セミナー」を通じた情報の共有 

国内外の研究者を招いて最新の研究内容や科学技術動向等の講演を行い、最新の研

究動向等の情報収集に努めているが、機構関係部署、政府関係機関等からの出席によ

り、情報を共有した（5 回開催）。 

5) センターフェロー会議による成果の共有 

同会議を開催し、各分野の調査分析結果として定期的に報告し、議論を通じた検討
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を行っている（原則週 1 回）。同会議には、センターフェローのみならず、機構内関

係部署（研究企画調整室、社会技術研究開発センター、科学技術振興調整費業務室）、

経済社会総合研究所や科学技術政策研究所からの参加を得て、調査分析結果の共有を

行うとともに活発な討議を行った。 

・ 機構内への提供に加え、文部科学省をはじめとする政府関係機関に対しても政策立案に資

するよう成果を提供し成果の有効活用に努めている。 

6) 戦略目標策定への参考資料の提供等 

文部科学省における、平成 18 年度戦略目標の策定に際して、重点 4 分野それぞれ

において戦略プロポーザル等の参考情報を提供した。 

7) 第 3 期科学技術基本計画策定に向けた参考資料の提供 

総合科学技術会議に対して、分野別推進戦略の検討に資する「科学技術における重

要研究領域の国際比較（ベンチマーク）」資料、「ナショナルイノベーションエコシス

テム」についての説明等、第 3 期科学技術基本計画策定に関する参考情報の提供等を

行い、活用された。 

8) 文部科学省 研究開発動向セミナー等における調査発表 

文部科学省が主催する同セミナーにおいて「ナショナルイノベーションエコシステ

ムについて」と題してセンター長が報告した。また、文部科学省（科学技術・学術政

策局長、審議官、担当課室）との活動成果報告・意見交換会等において、重点 4 分野

の研究開発動向や海外動向の調査結果を報告した。 

9) その他 

自由民主党科学技術創造立国調査会において米国のパルミサーノレポートの説明、

日本経済団体連合会との先端融合領域に関する意見交換の実施等を行った。 

・ 上述のとおり、得られた成果が機構及び政府機関においても活用されるよう、適切に情報

提供を行った。さらに、パンフレットの作成、ホームページの開設・運用の開始により、

情報をより迅速に発信する環境を整備した。なお、戦略プロポーザルが広く浸透するよう

ホームページにおいて全文を掲載し、情報の発信に努めた。そのほか、適宜、新聞・雑誌

等の取材、記者懇談会、レクチャー会等を通じて、センターの活動状況の広報に努めた。 

・ なお、科学技術政策研究所とは、センターフェロー会議や研究開発動向セミナーを通じた

成果等の共有や双方で開催するセミナー等への参加、センターからの科学技術政策ウォッ

チャー配信、センター長の科学技術政策研究所顧問としての参画等により、相互に連携を

深めてきている。また、日本学術会議や経済社会総合研究所、さらには日本化学会、日本

物理学会、日本経済学会、研究・技術計画学会等との共催により特別シンポジウム「イノ

ベーションの経済社会的条件」を平成 17 年 11 月に開催し、イノベーションの経済社会的

条件について問題点の抽出と政策研究の方向性（産学官・文理連携他）等について知見を

得ることができたほか、経済社会総合研究所、科学技術政策研究所との研究会の開催等を

通じて連携を深めた。 
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 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 得られた成果が機構の事業全般において広く活用されるよう、関連部署

に適切に提供できたか 

指標β： 科学技術政策研究所を含む政府関連諸機関等との有機的連携を図り、成

果の活用等を推進したか 

機構の事業運営や政府関連諸機関等における政策立案等への貢献度も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α：○、指標β：不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ センターにおける検討結果は、報告書に取りまとめ、機構内のみならず、文部科学省、内

閣府等へ提供し、政策の立案に役立てられるように努めてきたことは特筆すべきことと考

えている。 

・ 実績に示したとおり、得られた成果については、様々な機会を設けて機構の関連部署に数

多く提供し、特に研究領域案等については活用され、戦略的創造事業本部との充分な連携

を進めることができた（指標α：○）。なお、これまでにない新たな領域運営等を提案しイ

ノベーション創出のためのファンディングの方法が実施される見込みとなったことは特筆

すべきことと考えている。 

・ また、同様に実績に示したとおり、政府関係機関等に対しても参考情報として成果を随時提

供し、政策立案等に資するよう活用を図った（指標β：○）。特に、総合科学技術会議の第 3

期科学技術基本計画策定に向けた検討にあたり、「科学技術の戦略的重点化」、「イノベーション

を生み出すシステムの強化」、「国際活動の戦略的推進」に関連して適宜情報を提供するととも

に提言等を行い、計画策定に大きな影響を及ぼしたことは特筆すべきことと考えている。 

・ 具体的には、分野別推進戦略プロジェクトチームによる検討において、情報通信分野、ナ

ノテクノロジー・材料分野においてセンターから委員として参加し、またライフサイエンス

分野において有識者としてセンターから参加し、センターにおけるこれまでの検討結果等に

つき説明等を行い、分野別推進戦略の策定に貢献した。また、医工連携、農工連携等を含む

重要な分野融合研究領域をとりまとめ、文部科学省における先端融合領域イノベーション創

出拠点形成に関する新たなファンディング制度の検討の参考として活用された。さらに、第

3 期科学技術基本計画の中核となるイノベーションの具体化に向けた検討を行う「イノベー

タ日本勉強会」において「ナショナルイノベーションエコシステム」の講演等を行い、また

分野別推進戦略策定の参考資料として「科学技術における重要研究領域の国際比較（ベンチ

マーク）」資料の提供等を実施し、政策立案への多大なる貢献を行うことができた。 
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中期計画 (D06) 

  研究領域等の評価を推進する。 

● 年度計画 (17d06) 

  機構の基礎研究事業において設定された研究領域等の評価について検討する。 

 

【年度実績】 

・ これまでに得た知見等を基に研究領域等の評価に関して検討を行うとともに、センター運

営会議において領域等の評価の基本的な考え方を確認し、今後の進め方を決定した。 

・ 具体的には、センターの活動とその成果について、外部有識者によるレビューを実施する

こととした。 

・ また、イノベーション創出に向けた制度等の検討に資するため、基礎研究事業における研

究成果について実用化にあたっての問題点を、事業本部と連携しワーキンググループを設

置し、具体的な事例により調査することとした（総合科学技術会議からの依頼）。 

・ なお、評価の参考に供するため、文部科学省による「平成 17 年度研究開発評価シンポジ

ウム」や「政策評価相互研修会」に参加した。 

・ さらに、米国科学技術マネジメントアソシエイツ会長ガモタ氏を招いた勉強会を開催し、

米国の評価についてレビューを行うとともに意見交換を実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

機構の基礎研究事業において設定された研究領域等の評価の検討状況を定性的に

評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 昨年度までに得た知見等により、センターの活動とその成果について、具体的な評価時期

や評価の進め方や評価の視点について、一定の方向性を見いだすことができた。今後は、具

体的な評価方法（評価基準、評価者等）を決定し、次年度中に評価を実施することとする。 

・ また、基礎研究事業における研究成果についてイノベーション創出の観点から具体的な事

例調査を実施することとし、準備を開始した。今後、研究者へのヒアリング等を実施し、

引き続き調査を進めることとする。 
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ⅠⅠ－－２２．．新新技技術術のの企企業業化化開開発発  

 

 

 

 

 

［中期目標］ 

    社会経済や科学技術の発展、国民生活の向上に資するため、大学、公的研

究機関等の優れた研究開発成果の企業等への技術移転に係る事業を行う。 

● 年度計画 (17e00) 

  「(1)委託による企業化開発の推進」、「(2) ① ロ 成果育成プログラムの実施」、「(3)

大学発ベンチャー創出の推進」については、新たに競争的研究資金として整理し、一体

的な事業の運営を行う。事業の実施にあたっては、プログラムディレクター、プログラ

ムオフィサーの配置及び間接経費の措置を行う。 

 

【年度実績】 

・ 第 2 期科学技術基本計画等において競争的資金制度の拡充が求められていたことなどから、

これまで非競争的資金制度であった委託開発事業、研究成果最適移転事業（成果育成プログラ

ム（権利化試験、独創モデル化））及び既存の競争的資金制度であった大学発ベンチャー創出推

進事業を整理・統合し、新たな競争的資金制度である独創的シーズ展開事業を発足させた。 

・ 課題の募集にあたっては、独創的シーズ展開事業として平成 17 年 2 月 7 日に一斉に公募

を開始し、一括した説明会等を行うなど、より利用者にわかりやすい公募活動に努めた。 

・ 事業の実施においては、研究開発経験に富んだ有識者の中からプログラムディレクター、

プログラムオフィサーの委嘱を行い、両者による課題の評価体制を整えた。 

・ 間接経費については平成 17 年度採択課題において 30%を上限として措置を行っている。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

新たに競争的資金制度として整理された独創的シーズ展開事業において一体的な

運営が行われたか、プログラムディレクター及びプログラムオフィサーの配置や間

接経費の措置状況等も勘案して総合的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 事業運営については、初年度の運営としては特段大きな問題となるような点は見当たらず、

競争的資金制度へのスムーズな移行が図れたものと考えられる。 

・ プログラムディレクター、プログラムオフィサーについては、機構内各部署との調整の上、

委嘱に至ることができた。 

・ 間接経費については委託機関との調整を行った上で、採択課題については 30%を上限とし

て措置を行った。 
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（１）委託による企業化開発の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

    大学、公的研究機関等の研究開発成果のうち、国民経済上重要な成果で

あって特に開発リスクの大きなものについて、企業の持つポテンシャルを

最大限に活用して企業化開発を的確かつ効果的に実施することを目標とす

る。 

  平成５年度以降の開発終了課題に対する中期目標期間終了時の成果実施

率が、開始時より上回ることを目標とする。【開始時の成果実施率：２５％】

中期計画 (E01) 

  開発課題は、科学技術基本計画に示された重点分野に関する大学、公的研究機関等の

研究成果で、開発リスクが大きいものを積極的に取り上げるとともに、経済的、社会的

に大きな波及効果が期待できるものを対象とし、技術開発力、経営基盤等を有する企業

等に開発を委託する。 

● 年度計画 (17e01) 

  大学、公的研究機関等に対して課題を広く募集し、外部専門家・有識者による事前評価を

行い、開発リスクが大きく、経済的、社会的に大きな波及効果が期待できる課題を選定して

開発課題とし、技術開発力、経営基盤等を有する企業等に開発を委託する。 

 

【年度実績】 

・ 4 月と 10 月前後の公募説明会だけでなく、新たに 7 月に制度説明会を行うなど計 15 回の

説明会を開催し、参加者合計約 1000 名に対し広く課題の募集を行った。 

・ 平成 17 年度は 2 回募集（平成 17 年 2 月 7 日～5 月 9 日・平成 17 年 9 月 1 日～10 月 31

日）を行い、 

 - 第 1 回募集では、6 課題/応募 31 件（一般企業 1 件、中堅中小企業 4 件、新規企業 1 件） 

 - 第 2 回募集では、12 課題/応募 65 件（一般企業 7 件、中堅中小企業 4 件、新規企業 1 件） 

を事前評価等を踏まえて選定した。 

・ 開発課題に関する事前評価が、科学技術振興審議会技術移転部会委託開発評価委員会で実

施された。（第 1 回募集は平成 17 年 7 月 27 日開催、第 2 回募集は平成 18 年 1 月 18 日開催） 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 大学、公的研究機関、企業等に対して、広く課題の募集を行ったか 

指標β： 委託対象とする研究成果の選定は適切であるか（開発リスク、波及効果） 

指標γ： 委託先企業の選定に問題は無いか 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 学術誌や新聞等に掲載された研究成果の情報等を基に、研究機関、研究者、共同研究企業等

を訪問し、本事業の趣旨を説明するとともに、随時相談を受け付け、企業に制度をよく理解し

てもらい、委託開発に適した課題にはフォローなどを行うことで、幅広く課題募集を行った。 

・ 平成 17 年度の応募課題は、第 1 回及び第 2 回を併せて 96 件で、平成 16 年度（107 件）

と比べてやや減少したものの、ほぼ同程度の実績であった。現在、更なる制度の見直しを

行っており、研究者や研究機関、企業が、より利用しやすくメリットのある事業とし応募

数の拡大を図っていく（指標α：○）。 

・ 採択課題の選定に関して、科学技術振興審議会技術移転部会委託開発評価委員会において、

技術の新規性、国民経済上の重要性、開発リスク等について適切な事前評価を実施した（指

標β：○）。 

・ また、同委員会で課題の開発を希望する企業について、その技術的、財務的能力等を調査

し、委託企業を選定した（指標γ：○）。 

 

 

中期計画 (E02) 

  大学、公的研究機関等に対して開発課題を広く募集し、外部専門家・有識者により事

前評価を行い、優れた開発課題を選定して開発を委託する。開発が 5 年を越える課題に

ついては中間評価を行う。開発終了後は事後評価を行い、開発目標の達成度等の評価を

行う。さらに、成果の実施状況等につき追跡調査を実施する。評価結果については知的

財産等に配慮しつつ公表する。 

● 年度計画 (17e02) 

  開発期間が5年を越える課題については中間評価を行う。開発終了した課題は事後評価

により、開発結果の評価を行う。評価結果については知的財産等に配慮しつつ公表する。

さらに、成果の実施状況等につき追跡調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 開発期間が 5 年を超える開発課題 2 件について、科学技術振興審議会技術移転部会委託開

発評価委員会（平成 17 年 5 月 25 日、11 月 30 日）において、中間評価を実施し、開発継続

すべきとの評価を得た。 

・ 開発が終了した課題については、科学技術振興審議会技術移転部会委託開発評価委員会（平

成 17 年 5 月 25 日、11 月 30 日、平成 18 年 3 月 27 日）において事後評価を実施し、その評
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価結果を踏まえて機構は、平成 17 年度に、成功認定（19 件）をするとともに、委託企業の

申し出等により開発を中止した 6 件を併せて、25 件の終了手続きを行った。なお、平成 17

年度の不成功認定課題は 0 件であった。 

・ 評価結果については、知的財産等に配慮して公表した。 

・ 過去に成功認定した課題のうち、昨年までの調査で可能性があると判断された 19 件と昨

年度成功終了してまだ成果実施していない 10 件について、開発成果実施に向けた状況を、

開発企業に対して調査したところ、(1) 10 件は成果実施契約を締結 (2) 3 件は契約締結の準

備・打ち合わせを開始、(3) 現在は成果実施に移行が出来ないが環境の変化によっては可能

性がある課題が 12 件、(4) その他 4 件は実施困難である、との結果を得た。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 中間評価、事後評価は適切に行われたか 

指標β： 評価結果は分かり易く公表されているか 

指標γ： 成果の実施状況等について、追跡調査は適切に行われたか 

S A B F

（なし）  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 中間評価及び事後評価は科学技術振興審議会技術移転部会委託開発評価委員会において、

研究者、開発企業、機構の三者で開発状況や開発結果の確認をした上で、適切に実施した

（指標α：○）。 

・ 評価結果は、知的財産等に配慮しつつ、課題毎に文部科学省の記者クラブを通じて発表す

るとともに、機構のホームページに掲載する等により広く公表した（指標β：○）。 

・ 開発は成功で終了したものの開発成果が未実施の企業に対しては、開発成果実施に向けた取

り組み状況について定期的に問い合わせを行う等、適切に追跡調査を実施した（指標γ：○）。 

 

 

中期計画 (E03) 

  開発が成功した場合には、開発実施企業に支出した開発費の返済を求めるが、不成功の場合に

は開発費の返済を求めないことで開発リスクを負担し、新たな開発への取り組みを推進する。 

● 年度計画 (17e03) 

  開発が成功した課題は、開発実施企業に対し支出した開発費の返済を求める。 

 

【年度実績】 

・ 平成 16 年度に成功認定した課題のうち、未契約の 5 課題について返済契約を締結した。 
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・ 平成 17 年度に成功認定し返済契約が必要な課題 18 件に関し、7 件について返済契約を締

結した。残り 11 件については、成功認定日以降 1 年以内に第 1 回が開始できるように手続

きを進めており、返済契約が締結できる見通しである。 

・ 平成 17 年度の開発費の返済契約に基づく開発費回収金は、ほぼ予定どおりに返済が行われ、

返済所要額 3,024 百万円に対し、回収額は 2,722 百万円であった。回収率は 90.0%である。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

成功課題について、適切に開発費の返済が行われているかについて定性的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 開発費の返済契約に基づく返済は、一部の企業において財務状況の悪化による返済の遅れ

が見受けられたが、ほぼ順調に返済が行われている。また、返済が遅れている企業に対し

ては、返済計画の提示を求める等回収に努めている。 

 

 

中期計画 (E04) 

  実施料、優先実施期間、開発費の返済条件等については研究者や開発企業のインセンテ

ィブを配慮して調整を行うとともに、開発期間や開発費等を柔軟且つ弾力的に運用する。 

● 年度計画 (17e04) 

 実施料、優先実施期間、開発費の返済条件等については研究者や開発企業のインセン

ティブを配慮し、開発期間や開発費等を柔軟且つ弾力的に運用する。 

 

【年度実績】 

・ 採択課題のうち、実施料、原権利の設定等について、研究者と企業の意向を踏まえながら

柔軟に対応し、課題を採択した。 

・ 平成 17 年度当初の開発中の課題 72 件について、開発の進捗状況について、四半期報告を

受け、必要に応じて新技術の研究者、開発企業、機構による三者会議を開催し、開発計画

の進捗状況を確認しあうとともに、今後の開発計画の調整を行い、当初開発期間内では開

発が終わらなかった 4 件について、半年～2 年程度の開発期間の延長を行った。また、開発

期間満了前に成功の見通しが立った 3 件については、早期に開発を終了した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

成果実施条件等の実施方針の事業運営への反映は適切であったか、柔軟で弾力的

な運営がなされているかについて定性的に評価する。 
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【自己評価】  Ａ 
・ 平成 16 年度からの制度変更により、実施料や原権利の扱いについては、研究課題毎に柔

軟に対応でき、研究者や企業のインセンティブ向上へ繋がっているものと考えられる。な

お、よりインセンティブが向上するように検討すべき点などについて、有識者による委託

開発変革検討委員会を設置し、引き続き検討を行っている。 

・ また、開発中の課題について、技術面・財務面の担当者が綿密に連絡を取り合って、開発

が効率良く進むように弾力的かつ、きめの細かい支援を行っている。 

 

 

中期計画 (E05) 

  開発終了課題について、成果を普及するため、企業において成果を実施するように促

すほか、技術交流会等により広く開発成果を紹介する。 

● 年度計画 (17e05) 

  開発終了課題について、開発成果の実施・普及に向け、企業に対し成果を実施するよ

うに促すほか、技術説明会等により広く開発成果を紹介する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度の成果実施契約は 15 件であった。なお、成功認定年度別の内訳は、平成 14 年

度課題 1 件、平成 15 年度課題 1 件、平成 16 年度課題 8 件、平成 17 年度課題 5 件であった。 

・ 開始時の成果実施率 25%に対して、終了 25 件、成果実施 15 件を追加した平成 17 年度ま

での成果実施率は、78/212×100=36.8%となった。 

・ 開発課題の募集説明会等の機会に、11 件について委託開発成功企業による技術説明を行

い、企業等に広く開発成果の概要を紹介した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

成果実施率について、累積で目標（25%）と比較して評価する。 

実施率向上のための具体的措置や成果普及活動としての実績も参考とする。 

S A B F

30%以上 25%以上30%未満 20%以上25%未満 20%未満
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 過去に成功した課題の追跡調査等により成果実施を促してきた課題が契約に至ったことに

より成果実施の件数が増え、成果実施率が目標を上回る 36.8%となった。 

・ 開発が成功したが、開発成果の未実施の企業に対して、定期的に状況を問い合わせる等の

活動をしている。また、新技術の市場や用途開拓の可能性に結びつく説明会の開催や第三
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の企業等への普及についても積極的な取組を検討している。 

 

（２）研究成果の移転に向けた効率的な技術開発等の推進 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

   新技術の実用化を目的として、大学、公的研究機関等の研究開発成果の

移転に向けた、効率的な技術開発の推進、あっせん・実施許諾等を行う。

① 研究成果の実用化に向けた技術開発 
 

 
 
 
 

 

［中期目標］ 

    大学、公的研究機関等の研究開発成果のうち、その実用化が望めるもの

を選定し、効率的な技術開発を実施することにより、その後の企業化につ

ながる開発成果を増加させる。 

イ．研究成果の実用化プランの作成、育成手段の助言 
 

中期計画 (F01) 

  有望な研究成果をビジネスラインまで載せることの出来るスキルと実績を有する人材

を技術移転プランナーとして配置し、育成候補課題を対象に、研究者等との面接、種々

の調査を参考に、実施すべき試験研究内容や企業探索等の技術移転方策（実用化プラン）

を策定し、最適な育成手段を研究者に助言する。また、実用化が有望であるがデータが

不足している研究成果については、研究者又は企業の協力を得て追加の調査研究を行う。 

● 年度計画 (17f01) 

  技術移転プランナーを配置し、実用化に向けた展開が期待できる課題を対象に実用化プ

ランを作成し、プランの一部を企業に紹介することやプランを用いて研究者への最適な育

成手段の助言を行う。また、実用化が有望であるがデータが不足している研究成果につい

ては、研究者又は企業の協力を得て追加の調査研究（データ補完、技術加工）を行う。 

 

【年度実績】 

・ 技術移転プランナー10 名により、収集課題（平成 15 年度残分及び平成 16 年度分）の中

から技術移転の推進という観点で 618 件の評価・選別（委託開発候補、あっせん候補、育

成候補）を行った。 

・ 育成候補課題として選別した課題の中から 42 件について、実用化プランの作成を行い最

適な育成手段を研究者に助言するとともに、J-STORE にて公開を行うことにより企業に対

する紹介も行った。 
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・ 育成候補課題の中で実用化が有望であるがデータが不足している課題については、追加の

調査研究（データ補完（30 件）、技術加工（22 件））を行い、実用化に向けた技術開発を進

めた。その課題選定に際しては、新規収集課題に加え過去の収集課題を現在の技術進捗状

況及び技術環境を踏まえ再評価する等、より有望な課題の選定に努めた。 

・ 技術移転活動をより効率的に進めるために、技術移転プランナーによるライセンス成立等

に向けた部門横断的な活動を強化した。調査研究終了課題については継続してフォローし、

ライセンス支援活動を行った（平成 17 年度ライセンス成立 17 件）。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 実用化プランは適切に作成され活用されたか 

指標β： 調査研究（データ補完、技術加工）は適切に実施されたか 

開発あっせん・実施許諾等につながった実績も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 企業動向や関連開発状況を分析しながら最新のマーケット情報に基づく将来予測をすると

ともに、研究者や様々な企業の開発担当者との面談等を通じて、研究成果と企業ニーズと

の最適なマッチングを目指した実用化プランを作成し、調査研究の実施や公募事業への提

案を勧める等の育成手段を研究者に助言した（指標α：○）。 

・ J-STORE 上にて実用化プランの公開を行い、技術移転活動ツールとしての有効活用を行った。 

・ 技術移転の目利きとして収集課題の中から育成候補課題を選別し、その中から特に事

業化の可能性の高い課題に対して調査研究（データ補完、技術加工）を実施した。調査

研究実施後も研究者や企業担当者と緊密な連携をとりながら継続してフォローしてい

る（指標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17f02) 

  技術移転プランナーによる技術評価など大学、公的研究機関等の支援に関するノウハ

ウの蓄積を図る。 

 

【年度実績】 

・ 新技術説明会の開催分野、各分野の講演課題の選定プロセスにおいて、各技術移転プラン

ナーの専門性を活かし、企業の潜在ニーズが高く、集客力のある開催分野、講演課題の選

定するシステム構築に寄与した。 
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・ また、大学見本市における大学等の研究成果の出展に関して、大学等からの申込内容の評

価を行う等、課題選定への支援・助言等を行い、事業の企画・計画策定に貢献した。 

・ 日頃より収集している専門分野の情報、経験上熟知している情報等を、機構のライセンス

交渉担当者に提供し、ライセンス交渉成立に向けたフォローを行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

技術移転プランナーによる大学、公的研究機関等の支援に関するノウハウの蓄積

に向けた取り組みについて定性的に評価する。 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 様々な専門性を持つ技術移転プランナーは、機構が収集した課題の評価を担っているが、

それのみに留まらず、その経験を活かす取組を行った。 

・ また技術移転プランナーが、各種制度内のプロセスに関与することで、機構としてそのノ

ウハウ共有・蓄積を図ることができたと考えている。 

 

ロ．成果育成プログラムの実施 
 

中期計画 (F02) 

  大学、公的研究機関の研究者や企業等から成果育成のための試験研究を行うプログラム

の課題提案を公募し、外部専門家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。実施

期間終了後、新産業創出の期待度等について外部専門家・有識者による事後評価を行い、

引き続き追跡調査を実施する。評価結果については知的財産等に配慮しつつ公表する。 

中期計画 (F03) 

  事業終了後の企業化に向けた研究開発継続率を 85%【平成 14年度：85%】以上とする。 

  ※研究開発継続率：事業終了後 1 年後に調査を行い、企業が実用化に向けて当該研究

開発を継続している比率 

● 年度計画 (17f03) 

  戦略的な特許化のための試験研究の推進 

   平成18年度採択課題について、課題提案を公募する。 

   平成17年度課題を選定し、試験を実施する。 

   平成16年度採択課題について引き続き試験を実施する。 

   平成15年度採択課題について平成17年9月まで引き続き試験を実施し、成果報告を取

りまとめたうえで事後評価を実施する。 

   平成14年度採択課題の事後評価、追跡調査の結果を取りまとめる。 
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【年度実績】 

・ 平成 18 年度の事業継続の予算措置が行われないことから、平成 18 年度の新規課題の公募

は行わなかった。 

・ 平成 17 年度採択課題については、応募課題 121 件を外部有識者 20 名からなる評価委員会

において、研究成果の独創性、権利化の必要性、試験計画の妥当性、波及効果、新産業の

創出の可能性の観点から事前評価を実施し、平成 17 年 7 月に 5 課題を選定して、平成 17

年 9 月より試験研究を開始した。 

・ 平成 16 年度採択の 5 課題については、平成 17 年 4 月 1 日より試験研究を継続して実施した。 

・ 平成 15 年度採択課題については、平成 17 年 9 月末で試験研究を終了し、平成 18 年 3 月

に評価委員会において事後評価を実施した。当初の計画に対して概ね予定通り試験を実施

し、5 課題で国内 14 件、海外（PCT）11 件の特許出願を行った。 

・ 平成14 年度採択課題の事後評価結果を取りまとめて平成17 年7 月にホームページで公開した。 

・ 平成 14 年度採択課題については、研究活動の継続状況、追加の特許出願状況、権利化試

験において購入した設備の活用状況等を追跡調査した。その結果、全課題において実用化

に向けた取組を継続していることを確認した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 選考は適正且つ迅速に行われたか（開発のタイミングを逸しない支援で

あったか） 

指標β： 各課題の試験研究は順調に行われているか 

指標γ： 事業終了 1年後の研究開発継続率は 85%以上であるか 

事業終了後の追跡調査は適切に行われているかも参考とする。 

※当項目は従前の「成果育成プログラムＡ（権利化試験）」に相当する。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 選考については、実績に示した通り適正かつ迅速に実施した（指標α：○）。 

・ 「研究リーダー」が作成した計画書及び本権利化マップを基に試験研究は推進され、特許

出願も行われている （指標β：○）。 

・ 平成 14 年度採択課題の試験終了 1 年後の実用化に向けた研究開発継続率は 100%であり、

目標の 85%以上を達成した（指標γ：○）。 

・ 「研究リーダー」は「参画企業」とともに権利化マップを作成し、実用化へ繋げるための

取組を行っている。 

・ 実用化のノウハウを有する企業とチームを組み、実用化に向けた試験研究を適切に実施す
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ることで、研究リーダーにとっては産業界で価値の高い知的財産についての理解を深める

機会となっている。 

 

 

● 年度計画 (17f04) 

  新技術コンセプトのモデル化の推進 

   平成18年度採択課題について、課題提案を公募する。 

   平成17年度課題を選定し、モデル化を実施し、成果報告を取りまとめる。 

   平成16年度終了課題について事後評価及び追跡調査を実施する。 

   平成13年度終了課題について追跡調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 18 年度採択課題について、平成 18 年 1 月より課題提案の公募を開始した。平成 18

年 3 月に申込みを締め切り、95 件の応募があった。 

・ 平成 17 年度採択課題については、応募課題 143 件を外部有識者からなる評価委員会にお

いて、課題の新規性、新産業創出の効果、モデル化目標の妥当性の観点から事前評価を実

施し、平成 17 年 6 月に 16 課題を選定した。申請時の実施計画を精査して実施計画書を作

成し、平成 17 年 7 月 1 日よりモデル化を開始した。平成 18 年 3 月 10 日をもってモデル化

を終了し、成果報告（完了報告書等）を取りまとめた。 

・ 平成 16 年度終了課題（平成 16 年度採択課題 15 件）については、評価委員会にて平成 16

年 6 月から 8 月までに事後評価を実施し、9 月に事後評価報告書として取りまとめを行い、

10 月に機構ホームページへ掲載した。また、評価委員会にて継続すべき課題とされた 4 件

を継続課題として選定し、平成 17 年 7 月 1 日よりモデル化を継続した。平成 18 年 3 月 10

日をもってモデル化を終了し、成果報告（完了報告書等）を取りまとめた。 

・ モデル化実施の追跡調査を実施した結果、平成 16 年度終了課題については、実用化に向

けた研究開発継続率は 100%であった。また、平成 13 年度終了課題において実用化に結び

ついたと見なされる課題は 12 件であった。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 選考は適正且つ迅速に行われたか（開発のタイミングを逸しない支援で

あったか） 

指標β： 各課題の試験研究は順調に行われているか 

指標β： 事業終了 1年後の研究開発継続率は 85%以上であるか  

事業終了後の追跡調査は適切に行われているかも参考とする。 

※当項目は従前の「成果育成プログラムＢ（独創モデル化）」に相当する。 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 17 年度採択課題の選考は適正かつ迅速に行われ、モデル化は順調に行われたと考え

られる（指標α、β：○）。 

・ 平成 16 年度終了課題の終了後 1 年後の実用化に向けた研究開発継続率は追跡調査の結果

100%であった（指標γ：○）。 

・ 今回得られた評価等の結果を今後の事業運営に反映させ、中期目標・計画の達成に向け引

き続き事業を推進していくこととしたい。 

 
② 研究成果のあっせん・実施許諾 

 

 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

     大学、公的研究機関等の研究開発成果及び機構における基礎研究事業等

の成果について、大学、公的研究機関及び技術移転機関等と連携すること、

研究開発成果の情報提供機能の強化すること等により、企業等に対してあ

っせん・実施許諾を行い、新技術を実用化する。 

イ．研究成果の収集・公開業務の推進 
 

中期計画 (F04) 

  大学、公的研究機関等から提案のあった研究成果の収集件数の増加を図り、公開可能

なものについては特許出願公開前でも概略等を研究成果展開総合データベース

(J-STORE)等に掲載し、技術移転に関して経験を有する専門家による企業への紹介を行

う。特許公開後は、詳細情報の J-STOREへの掲載、新技術説明会等での公開、技術移転

に関して経験を有する専門家による企業への情報提供等を行い、企業が関心を示したも

のは、あっせん・実施許諾等の段階に移行させる。 

● 年度計画 (17f05) 

  研究成果を収集し、研究成果展開総合データベース（J-STORE）に掲載するとともに、

専門家等により企業への紹介を行う。 

 

【年度実績】 

・ 研究成果として新たに 580 件の特許を収集し、そのうち 517 件（残り 63 件は研究者・機

関等の意向により非公開とする研究成果）について J-STORE で情報公開した。 
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・ 大学知財本部や TLO との連携により機関所有特許 215 件（7 機関）を収集課題として新

たに受け入れるなどの取り組みを行った。 

・ 従来実施依頼のなかった大学・公的研究機関との共同出願特許について共有者への意向確認

に着手し、205 件について J-STORE への掲載・JST によるライセンス活動への同意が得られた。 

・ 新技術説明会において、技術移転に関して経験を有する専門家によるプレゼンテーション

や発明者自身によるプレゼンテーションを実施し、企業への情報提供並びに企業の開発担

当者等との意見交換、フォローアップに努めた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 研究成果の収集活動を適切に行ったか 

指標β： J-STOREや専門家による企業への研究成果の紹介は適切に行われたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 日本版バイドール法の適用などの周辺状況の変化に対応するため、大学・TLO 等機関と

の連携により、これら機関の所有する特許を収集課題として受け入れるとともに、これま

で実施依頼のなかった大学・公的研究機関等との共同出願特許について共有者の意向確認

に着手するなど、収集対象の拡大を図った。また収集した課題については速やかに J-STORE

で情報公開を行った（指標α：○）。 

・ J-STORE や新技術説明会等を通じて、企業が関心を示したものは速やかにあっせん・実

施許諾等の段階に移行させた。その際、研究者と企業担当者との面談の場を設け、経験を

有する専門家等が企業での研究開発経験者という専門的な立場から助言、仲介を行うなど、

両者の意向に配慮した支援を継続的に行った（指標β：○）。 

・ 引き続き、技術移転に関する機構内外の専門家等のネットワークを効果的に活用し、大学

等機関の技術移転活動の支援を軸とした活動を行っていく。 

 

 

● 年度計画 (17f06) 

  新技術説明会及び技術移転支援フェア（大学見本市と連携）等を開催し、企業が関心

を示したものは、あっせん・実施許諾等の段階に移行させる。 

 

【年度実績】 

・ 新技術説明会を計 14 回（分野別開催 12 回、地方開催 2 回）開催し、大学等の研究成果延

べ 106 件を企業等に紹介した。 
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・ イノベーション・ジャパン 2005（大学見本市）に出展し、同イベントの新技術説明会に

おいて、技術移転に関して経験を有する専門家である技術移転プランナーや特許主任調査

員の選定した 22 件の大学等の研究成果の紹介を行った。 

・ 新技術説明会では 95 社が、大学見本市では 42 社が関心を示した。あっせん・実施許諾へ

の移行については現在、企業等において検討を行っている。 

・ 各説明会来場者を対象に行ったアンケート調査（約 1,200 件）の結果、要望の多かった説明

会当日配付資料のホームページ上への掲載を行い、参加できなかった者への便宜を図った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 新技術説明会や新技術フェア等を開催し、大学等の研究成果を公開したか  

指標β： 公開した研究成果に対し、企業等から情報を収集できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 新技術説明会の開催、大学見本市への出展を予定通り行い、新技術説明会では発明者によ

り、大学見本市では技術移転に関して経験を有する専門家により、大学等の研究成果の公

開を行った（指標α：○）。 

・ 公開した研究成果に対し、新技術説明会・大学見本市にて関心を示した企業から情報を収

集し、あっせん・実施許諾への移行に向けたフォローを継続的に行った（指標β：○）。 

・ 平成 18 年度もここで得られた知見を活かし、さらに効果的な情報提供法を模索し、あっ

せん・実施許諾等への移行を推進する。 

 

ロ．開発あっせん・実施許諾業務の推進 
 

中期計画 (F05) 

  大学、公的研究機関及び機構の研究成果について、技術移転に関して経験を有する専

門家等を活用して企業等への紹介、企業化開発のあっせん・実施許諾を行う。なお、大

学等の研究成果については、当該大学等及び当該大学等が有する技術移転機関等との相

互補完的な連携を図りつつ、我が国全体として研究成果の社会還元を促進するように配

慮する。また、技術移転に関して経験を有する専門家によるあっせんの成功報酬などの

仲介者のインセンティブを向上させるとともに、仲介者ネットワークの拡充に努めるこ

とにより、あっせん件数を増加させる。 

● 年度計画 (17f07) 

  技術移転に関して経験を有する専門家等を活用して企業等への紹介、企業化開発のあ
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っせん・実施許諾を行う。また、専門家、機関等の連携促進により仲介者ネットワーク

の拡充に努める。 

 

【年度実績】 

・ 新技術説明会において技術移転プランナー（10 名）が課題の選考を行うとともに、大学

見本市の説明会においては技術移転プランナー（10 名）、特許主任調査員（12 名）が、大

学等の研究成果の紹介を行った。 

・ これまでの実用化促進委員によるライセンス企業候補探索に代わり、ライセンス候補企業

訪問調査（東日本地区）、及びライセンス候補企業訪問調査（西日本地区）を外部二機関（東

京、大阪）に新たに委託した。 

・ ライセンス候補探索及び侵害調査の外部機関への委託を、成功報酬ベースで行うことがで

きるよう制度を見直した。また、実際に種々の外部技術移転業者へのヒアリングを行い、

実施可能性の調査を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 技術移転専門家等を活用して企業等への紹介、企業化開発のあっせん・

実施許諾が行われたか 

指標β： 専門家、機関等の連携促進により仲介者ネットワークの拡充ができたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 技術移転プランナーや特許主任調査員の協力の下、企業的な視点を踏まえ、新技術説明会

及び大学見本市において研究成果の紹介を行った。これら目利きの継続的な活動の効果は、

平成 17 年度における 18 課題のあっせん・実施許諾の実施に繋がっている（指標α：○）。 

・ 外部二機関を通じて、各分野の専門家にライセンス候補企業訪問調査を依頼した。その結

果、主に各機関の会員企業に機構保有特許の紹介をすることができ、有用な情報を得るこ

とができた。各企業が関心を示した技術に関しては、これら専門家をさらに活用し、ライ

センスに結びつけてゆく予定である（指標β：○）。 

・ 今後も各専門家のスキルを生かしつつ、企業への効果的な紹介が行えるよう、仲介者ネッ

トワークの拡充に努めたい。 

 

 

中期計画 (F06) 

  開発あっせん・実施許諾の件数は特許ベース 120件/年【平成 14年度：121件/年】、企
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業ベース 60件/年【平成 14年度：64件/年】以上を実施する。 

  ※件数には技術移転機関による機構所有特許のライセンス件数、機構所有特許の発明

者への返還の後にライセンスにつながった件数、大学、公的研究機関及び技術移転機関

に対して機構が行った特許化支援の後に当該機関が行ったライセンス件数を含む。 

● 年度計画 (17f08) 

  平成17年度通期の開発あっせん・実施許諾の件数として、特許ベース120件以上、企業

ベース60件以上を目指す。 

 

【年度実績】 

・ 開発あっせん・実施許諾として特許ベースで 233 件、企業ベースで 71 件のライセンスを

行った。 

・ 交渉中の課題や既契約課題の研究者や企業などから情報収集を行い、更なるライセンスに

繋がるよう努めた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 特許ベースで 120件/年以上をライセンスできたか 

指標β： 企業ベースで 60件/年以上をライセンスできたか 

S A B F
 指標α：150件/年以上、

指標β：90件/年以上
 指標α：120件/年以上、

指標β：60件/年以上

指標α：100件/年以上、

指標β：50件/年以上

指標α：100件/年未満、

指標β：50件/年未満  

 

【自己評価】  Ａ 
・ 開発あっせん・実施許諾について、特許ベース（233 件）、企業ベース（71 件）ともに目

標件数を上回った（指標α、β：○）。 

・ 大学知財本部や TLO の設置、日本版バイドール法適用等、機構内外の情勢を考慮しつつ、

有用特許の発明者への返還、TLO を経由したライセンスなど機関支援を引き続き進めた。 

 

（３）大学発ベンチャー創出の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

     大学、公的研究機関等の研究成果のうち、ベンチャー企業の創出が期待

されるものを選定し、新産業創出を目指した研究開発を推進することによ

り、ベンチャー企業の創出及び事業展開に大きく貢献する。中期目標期間

中に終了した研究開発課題に関する起業率が中期目標開始前の起業率の実

績を上回ることを目標とする。【開始前の起業率：６０％】 
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中期計画 (F07) 

  大学、公的研究機関等の研究成果のうち、大学発ベンチャーの創出が期待される研究課

題を公募し、外部専門家・有識者による事前評価を行って選定、実施する。実施に当たっ

ては、ベンチャー企業の設立が促進されるよう適切な研究開発等マネジメントのもと実施

計画を策定し、研究開発を進める。また、実施期間終了後には事後評価を行い、研究開発

計画の達成度等の評価を行う。さらに、研究成果に基づく起業化及び事業展開の状況につ

き追跡調査を実施する。評価結果については知的財産等に配慮しつつ公表する。 

● 年度計画 (17f09) 

  プレベンチャー継続分 

   平成15年度採択課題について研究開発を継続する。 

   平成14年度採択課題について研究成果報告会、事後評価を実施する。 

   平成13年度採択課題（終了）について追跡調査を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 15 年度採択課題については、研究開発事務所等のサポートの下、引き続き研究開発

を順調に実施している。研究開発期間を短縮して、平成 18 年 3 月迄に終了し起業したもの

が 1 課題となっている。 

・ 平成 14 年度採択課題については、10 課題中 5 課題について起業化が行われており、さら

に 2 課題についても平成 18 年度 4 月の起業が決定している。研究開発の終了に伴い、平成

17 年 11 月に研究成果報告会を開催するとともに、平成 18 年 1 月に評価委員会において事

後評価を実施し、「本事業が大学等発ベンチャー創出に対して非常に有効であると言うこと

ができる。」との評価を得た。 

・ 平成 13 年度採択課題（終了）については、起業化及び事業展開の状況について追跡調査

を実施し、10 課題中 10 課題 11 社について既に起業し概ね順調に事業を進めていることが

確認できた。 

・ なお、これまでの全採択課題に対する起業化率は 80%である。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 研究成果報告会、事後評価、追跡調査は適切に実施されたか 

指標β： 継続課題の研究開発は順調に行われているか 

指標γ： 平成 14 年度採択課題の起業率は中期目標開始前の実績（60%）を上回

ったか 

起業した課題がどの程度事業を継続しているか、その活動状況についても参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
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【自己評価】  Ａ 
・ 中間報告会、研究成果報告会、事後評価、追跡調査については、実績に示した通り適時適

切に実施し、事業の進捗状況、実施結果、終了後の展開状況等について把握することによ

り、今後の事業運営に資する情報・評価等を蓄積することができた（指標α：○）。 

・ 継続課題である平成 15 年度採択課題については、順調に研究開発を実施している（指標

β：○）。 

・ 平成 14 年度採択課題の起業率は平成 18 年 3 月末時点で 50%であるが、加えて 2 社の 4

月の起業が決定しており、中期目標開始前の実績（60%）を上回る（指標γ：○）。 

・ 既に起業した課題について、起業後 1 年以上が経過した企業の活動状況の調査を行ったと

ころ、設立から 2 年以下の企業がほとんどであるものの、自社製品等の販売・提供してい

る企業が全体の 4 割、研究開発を継続している企業が 8 割あり企業活動は概ね順調に進捗

していると考える。 

・ 今回得られた情報・評価等の蓄積を今後の事業運営に反映させ、中期目標・計画の達成に

向けベンチャー企業設立及び事業展開の一層の促進に資するため、引き続き積極的にサポ

ートし研究開発を推進していくこととしたい。 

 

 

● 年度計画 (17f10) 

  大学発ベンチャーの創出推進 

   平成17年度採択課題を選定し、研究開発を開始する。 

   平成15、16年度採択課題について研究開発を継続する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度は、大学等から公募した課題を外部有識者による評価委員会において課題の

新規性及び優位性、研究開発計画の妥当性、起業の可能性・起業までの事業計画の妥当性、

新規事業創出の効果の観点から事前評価を行い、平成 17 年 7 月に 30 課題を採択し、大学

等との委託研究契約締結を経て課題毎に順次研究開発が開始された。事前評価の結果につ

いては機構ホームページ等で公表を行った。 

・ 平成 15 年度採択の 12 課題については、平成 18 年度上期に行う事後評価に向けての評価委員に

よる実施場所訪問を行った。また、平成 16 年度採択の 11 課題については、評価委員の面接によ

る評価・助言及びプログラムオフィサー等のサポートの下、概ね順調に研究開発を継続した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 選考は適正且つ迅速に行われたか（開発のタイミングを逸しない支援で

あったか） 

指標β： 継続課題の研究開発は順調に行われているか 
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S A B F

（なし）  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 17 年度採択課題については、外部専門家等の評価を経て平成 17 年 7 月までに課題の

選考を終了し、8 月以降順次研究開発を開始している（指標α：○）。 

・ 平成 16 年度採択の継続課題については、17 年度末に評価委員により各課題の面接を実施

し、今後の研究開発に対する助言等を行うとともに、平成 15 年度採択の継続課題について

は、17 年度末に評価委員による実施場所訪問を行い、プログラムオフィサー等によるサポ

ートを行う等により、4 課題については既に起業化を達成する等、概ね順調に研究開発を実

施している（指標β：○）。 

 

（４）技術移転の支援の推進 
 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 大学、公的研究機関及び技術移転機関等における研究開発成果の特許化

をはじめとした技術移転活動を積極的に支援するとともに、これらの活動

の基盤となる人材を育成する。さらに他の技術移転支援制度との連携の下、

我が国における産学官連携及び技術移転基盤を確立する。 

① 研究成果特許化支援業務の推進 
 

中期計画 (F08)  

  大学、公的研究機関、技術移転機関、企業、一般等からの技術移転に関する問い合わ

せに対し、各種技術移転制度等の紹介や、個別の技術相談を実施する。このため年間 300

件以上の相談件数に対応できるように体制を強化する。 

● 年度計画 (17f11) 

  大学、公的研究機関、技術移転機関、企業、一般等からの技術移転に関する相談に対

し、フリーダイヤル、専用メール及び個別面談等により対応する。平成17年度は400件以

上の相談件数に対応する。適宜、相談後の追跡調査および相談者へのフォローを行う。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度の相談件数総数は、457 件であった。目標（400 件）に対する達成率は、114%

である。 

・ フリーダイヤル、専用メール、一般電話及び面談等により、大学や TLO、公的研究機関、
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企業等からの技術移転に関する問い合わせや技術相談に対応し、相談内容に応じてフォロ

ー（機構の事業紹介など）を行った。 

・ 平成 14 年度から平成 16 年度にかけて対応した相談案件（1,096 件）のうち、相談内容に

応じて追跡調査（301 件）を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 平成 17年度に対応した相談件数は目標（400件）以上であるか 

指標β： 相談後の追跡調査および相談者に対するフォローが適切に実施されているか 

また、相談後のフォローにおける成果（JST 公募事業への応募やライセンス契約

締結等、相談者の技術移転活動における進展状況）も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 平成 17 年度の相談（457 件）は目標件数（400 件）を上回るとともに、昨年度を超える相

談に対応した（指標α：○）。 

・ 平成 14～16 年度に対応した相談について、必要と思われる案件について行った追跡調査

の結果、「ライセンス契約に至った」、「機構諸制度に採択された」、「継続して開発中」等、

順調に進展していた案件が 38 件（13%）あった。現時点で進展のない案件については、今

後も継続的にフォローを行うことで、機構の公募制度への応募やライセンス契約等につな

げたい（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (F09) 

  大学、公的研究機関や研究者個人等から情報を収集し、実用化が期待される研究成果

について、大学・技術移転機関等において適正な評価が行われていることを確認のうえ、

当該機関からの要請に十分応えられるような特許化支援の体制を整備する。特に国際特

許出願に重点を置く。 

● 年度計画 (17f12) 

  国立大学の法人化等に伴う新たな特許出願の増大に対応し、特に国際特許出願に重点を

置いて、的確な目利きと迅速な処理を実施し、特許化支援を推進する。このために、大学

知的財産本部との連携、各地の特許化支援事務所の活用を念頭に、支援体制の拡充を図る。 

 

【年度実績】 

・ 特許出願支援制度の申請件数は、月平均約 145 件／発明に達し、前年度（月平均約 46 件
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／発明）の 3 倍強の大幅な申請増であった。 

・ 1 月から 2 月にかけて申請実績が比較的多い 27 大学知的財産本部等を訪問し、支援制度

の現状及び制度に対する感想・要望等について意見交換を実施した。 

・ 申請件数の増加に対応するため、目利きの人員を拡充するとともに、知的財産委員会の分

科会を増設するなど体制の見直しを行い、処理の迅速化、審議件数の増加を図った。 

・ 大学知的財産本部と連携し、特許相談、発明の評価、知的財産セミナー等の開催支援等、

大学知的財産本部のニーズに応じた人的支援を各地の特許化支援事務所を中心に行った

（定期的且つ継続的に支援を行っている 78 の機関を含め延べ 110 の機関に対し人的支援を

実施）。また、大学知財本部整備事業関連の研修会等において、審議結果から特許出願時に

おける検討のポイントについてフィードバックした。 

・ 知的財産本部の支援にあたっては、大学からの要請に対応するため、特許化支援事務所の

特許主任調査員の拡充を行うほか、必要に応じて別の地区の特許主任調査員を派遣する等、

柔軟な支援を実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 大学・TLO等の申請に対し、的確な目利きと迅速な処理が実施されたか 

指標β： 大学知的財産本部との連携等による支援体制の拡充が図られたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 各地の特許化支援事務所による、大学知的財産本部への支援等を通じた連携から、外国出

願についての意識が高まり、特許出願支援制度の申請件数が前年度に対し 3 倍強の申請件

数となった。 

・ 特許出願支援制度への申請実績が比較的多い 27 大学知的財産本部等との意見交換では、

機構の調査能力の高さ、全ての大学から審議結果に対する高い評価を受けた。また、審議

結果に対し機構に寄せられた個々の疑問についても説明を追加し、了承された。 

・ 申請件数の増加に対応するため、目利きの人員を 10 名から 17 名に拡充するとともに、知

的財産委員会の分科会を 7 分科会から 9 分科会に増設するなど体制の見直しを行い、処理

体制の増強とともに効率化を図った（指標α：○）。 

・ 大学知的財産本部と連携し、特許相談、発明の評価、知的財産セミナー等の開催支援など、

「知的財産推進計画 2005」に沿った大学知的財産本部のニーズに応じた人的支援を各地の

特許化支援事務所を中心に行った。 

・ これまでの特許化支援事務所を中心とした人的支援に加え、特許出願支援制度の審議を通

じて得られた大学共通の改善点について助言を出す等により大学知財本部との連携の拡充
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を図った。 

・ 知的財産本部の支援にあたっては、大学からの要請に対応するため、特許化支援事務所の

特許主任調査員を 4 名拡充したほか、必要に応じて別の地区の特許主任調査員を派遣する

等、柔軟な支援を実施した（指標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17f13) 

  大学等の研究開発成果とニーズのマッチング機会を充実させるため、全国レベルの大

学見本市を開催する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年 9 月 27 日（火）～9 月 29 日（木）の 3 日間、東京国際フォーラムにおいて「イ

ノベーション・ジャパン 2005‐大学見本市」として開催した。 

・ 機構、NEDO が主催、文部科学省、経済産業省、日経 BP 社の共催として実施し、機構が主

体的立場で大学の研究成果の展示や新技術説明会を企画、運営するなど、大学の支援を行った。 

・ 出展規模は、展示数 384（275）、新技術説明会件数 165（145）、大学の研究成果数は 270

件（232 件）、参加大学は 118 大学（116 大学）であり、いずれも前年度実績を上回った。 

（（ ）内は前年度実績） 

・ 3 日間の総来場者数は、約 35､800 名（約 34,500 名）を数え、前年度実績を上回った。 

・ 来場者に対する満足度調査及び出展者（大学・TLO）に対するアンケート調査を実施した。

また、出展者（大学・TLO）に対して、成果に関する事後調査（追跡調査）を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

全国レベルの大学見本市は、大学等の研究開発成果とニーズのマッチングの場と

して有効であったか。 

来場者や出展者（大学）の満足度・期待度、実際の成果（出展数、マッチング件

数）等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  有効であった  不満足な点が認められる  有効ではなかった
 

 

【自己評価】  Ｓ 
・ 出展規模として、前年度実績を上回った。 

・ 来場者数については当初の計画である 30,000 人並びに、前年度実績を上回った。 

・ 来場者に対するアンケート調査の結果（1,000 部を抽出・集計）、77%（78%）の人が満足

と回答。さらに、今後の同イベントに対する期待度（参加意識）については、84%（84%）
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が期待する（来場したい）と回答するなど、前年度実績に引き続き高い評価を得ている。

また、来場者のプロフィールとしては、81%（79%）が企業関連であり、シーズ・ニーズの

マッチングの機会を提供している。（（  ）内は前年度実績） 

・ 出展者（大学・TLO）に対するアンケートでは、満足度が 94%（95%）、期待度（参加の

希望）95%（97%）と非常に高い評価を得ている。また、出展目的に対する成果については、

71%（77%）の出展者（大学・TLO）が、成果があったと回答した。なお、出展者アンケー

トは、出展について大学及び TLO の連帯感を出して実施したため対象も大学及び TLO と

した。また、出展者アンケートは回収数 228 部（160 部）を集計した。（（  ）内は前年度実

績。前年度は大学のみの集計値） 

・ 会期終了 1 ヶ月後に行った大学・TLO に対する事後調査では、調査対象 350 テーマ（研

究成果 270、知財本部 53、TLO23）に対して 324 テーマから回答があった（回収率 93%）。

その内、249（77%）のテーマにおいては、問い合わせがあったと回答し、総数は 1632 件に

のぼった。さらに、125 のテーマにおいて 426 件の具体的な進展があった。前年度の事後調

査結果では出展規模や回収率が異なるとはいえ、何らかの問い合わせ総数 757 件、具体的

な進展のあったテーマは 50、件数は 139 件であり、本年度の結果は前年度のそれを大幅に

上回るものである。また、本年度の具体的な進展のあった回答のうち、技術指導、サンプ

ル提供、共同研究開発、研究会発足、特許の実施契約等の成約済みとなった件数が 125 件

あった。このように本年度の「大学見本市」では、具体的な進展 125 件を含む、426 件のマ

ッチングが成されたと判断できる。 

・ 以上、企業関係者が多数来場した来場者規模、多数の大学・TLO・研究成果が集結した出

展者規模、来場者と出展者（大学・TLO）における満足度、期待度の高さ、さらにマッチ

ング成果の数より、「大学見本市」は昨年度を上回る大きな実績を果たし、大学等の研究開

発成果とニーズのマッチングの場として非常に有効であったと判断できる。 

 

② 技術移転のための人材育成業務の推進 
 

中期計画 (F10) 

  知的財産活用等に係る人材を対象に、技術移転のための人材育成プログラム研修を行う。 

● 年度計画 (17f14) 

  技術移転のための目利き人材育成プログラム研修を実施する。東京開催の他、地域に

おいて大学知的財産本部等との連携を図り研修を実施する（基礎研修6回、実務応用研修

8回、地域基礎研修6回）。また、研修対象に技術移転に関係する中小企業の対象者を加

えると共に、中小企業向け内容を取り入れる。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度は基礎研修 6 回、実務応用研修 8 回、地域基礎研修 6 回、技術開発型中小企
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業対象研修 4 回の合計 24 回を実施した。 

・ 基礎研修・実務応用研修において、民間企業関係者の参加について、産学連携に従事して

いる（今後予定している）ことを条件に、受け入れを開始した。 

・ 地域基礎研修は上期に東北大学研究推進・知的財産本部、北海道大学知的財産本部、静岡

大学知的財産本部とそれぞれ共同開催により実施した。下期には、四国 5 大学（香川・愛

媛・徳島・高知・高知工科）および四国 TLO、北陸先端大・金沢大、北関東 4 大学（群馬・

埼玉・茨城・宇都宮）とそれぞれ共同開催により実施した。 

・ 技術開発型中小企業対象研修を、従来コースとは別個のコースとして今年度より新たに開

設し、京都大学国際イノベーション機構との共同開催により実施した。 

・ 各研修終了後に行った受講者アンケートの結果によると、本研修の業務への貢献度が 3

以上（5 段階評価）との回答が 94%、4 以上との回答が 71%であった。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 技術移転のための目利き人材育成プログラム研修（基礎研修、実務応用

研修、地域基礎研修）の実施回数は目標（20回）通りであるか 

指標β： 研修対象者に技術移転に関係する中小企業を対象者に加えると共に、中

小企業向け内容を取り入れたか 

地域基礎研修については、大学の知的財産本部等との連携を図って研修を実施で

きたかも参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 基礎研修、実務応用研修、地域基礎研修については目標通り、年 20 回の開催を行った（指

標α：○）。 

・ 企業関係者の研修参加については、従来研修への条件付参加の受け入れを進めた。 

・ さらに、中小企業関係者が必要とする研修内容について、面談調査を行った上で新たなカ

リキュラム設計を行い、技術開発型中小企業対象研修として京都大学国際イノベーション

機構との連携により実施した（指標β：○）。 

・ 地域基礎研修については、単独大学のみならず、TLO も含めた地域の複数大学の知的財

産本部等との連携を行い実施した。 

・ 次年度における地域での開催については、連携先との調整を密にし、それぞれの地域の実

情に応じたカリキュラム編成を行い、より多くの参加者にとって充実した研修としたい。 

・ 研修の募集方法についても、研修内容の概要を記したシラバスを作成するなど、応募者が

研修内容を事前に把握しやすいよう工夫を行っていく。 
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● 年度計画 (17f15) 

  新規に若手人材（ポスドク等）を対象とした研修を1コース（4回）実施する。 

 

【年度実績】 

・ 若手研究者を対象に、キャリアパス多様化・技術移転活動に対する啓蒙を目的とした研修

を、京都大学国際イノベーション機構との共同開催により 1 コース（4 回）実施した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

新規の若手人材を対象とした研修について、計画通り（4回）開催したか。 

研修参加者数や研修内容、参加者の意見等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  開催した
 開催したが、不満足な点が
見られる

 開催できなかった
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 若手研究者向け研修を新規に開設するにあたり、20 名程度のポスドク研究者に面談調査

を行った上で、キャリアパスの多様化や技術移転活動に関する啓蒙を目的としたカリキュ

ラム設計を行った。 

・ 研修の実施にあたっては、中小企業向け研修との並行開催により企業と若手研究者との交

流などの副次的な効果を狙い、中小・ベンチャー企業創業の気風の高い地域である京都に

おいて、多くのポスドク研究者が在籍する京都大学との連携を行った。 

・ 想定参加者数 10～15 名に対し、実参加者数は 9 名であったが、産学連携・技術移転に高

い関心を持つ参加者が集まり、研修終了後のアンケート調査によると、研修を通して産学

連携・技術移転に関する理解と関心が一層深まったとする回答が 70%を超えた。 

・ 次年度の開催においては、募集案内にシラバスを添えるなど応募者の関心を高める工夫に

より、事前の広報を充実させたい。 

 

 

● 年度計画 (17f16) 

  研修参加者のインセンティブ向上を図るため、人的ネットワークの構築支援および既

研修参加者による成果報告会等を開催する。 

 

【年度実績】 

・ 研修におけるグループ別の事例研修においては、参加者の所属に偏りのないようにグルー

プ分けを行い、様々な立場の参加者によるネットワーク作りに配慮した。また、参加者同
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士や講師とのネットワーク作りができるよう交流会を設け、積極的参加を促した。 

・ 研修受講後の継続的なネットワーク構築の一助となるよう昨年度開発した「目利きフォー

ラム」（インターネット上の掲示板システム）を引き続き運用した（参加登録者総数 145 名、

発言数 39 件、閲覧数 176 件）。 

・ 既研修参加者の同窓会的な位置付けとして、実務応用研修の受講者を対象に受講後の技術

移転活動の進展などを紹介する「技術移転活動成果報告会」を 1 回開催し、19 名の参加を

得た（定員 20 名）。 

・ 技術移転に関する先進的な取組を行っている国内外の機関の講師を招聘し、活動内容を紹

介する「技術移転セミナー」を開催し、129 名の参加を得た（定員 100 名）。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 人的ネットワークの構築支援が適切に実施されたか 

指標β： 既研修参加者による成果報告会は開催されたか 

参加者数や参加者の意見（満足度等）も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 受講者の年齢構成は 40 代以下が 60%を占めるなど昨年度にも増して若年受講者の割合が

増える中、グループ別の事例研修は、様々な立場の参加者によるネットワーク構築の場の

みならず、経験者から未経験者への知の移転の場としても機能しており、受講者アンケー

トでもグループ別研修の有効性を指摘する声が多い（指標α：○）。 

・ 研修受講後の継続的なネットワーク構築に寄与すべく開催した技術移転活動成果報告会、

技術移転セミナーについては、想定通りあるいはそれを上回る参加者を得た（指標β：○）。 

・ 目利きフォーラムについては引き続き参加登録者の増加を図り、より活発な情報交換が行われる

よう適宜運営側からも情報提供を行うなど、システムの有効活用を図り、具体的な成果に繋げたい。 

 

 

中期計画 (F11) 

  人材研修は、200人/年【平成 14年度：105人/年】以上に対し実施する。 

● 年度計画 (17f17) 

  平成17年度は、延べ400人以上の参加者に対して実施する。 

 

【年度実績】 

・ 平成 17 年度の人材研修参加者は、基礎研修 157 人、実務応用研修 88 人、地域基礎研修
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175 人、若手研究者向け研修 33 人、中小企業向け研修 35 人の合計 488 人であった。 

・ 上記のほか、既研修参加者を対象とした技術移転活動成果報告会、技術移転セミナーを開

催し、参加者はそれぞれ 19 人、129 人であった。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

研修への延べ参加者数について、目標（400人）と比較して評価する。 

但し、基礎研修と実務応用研修のそれぞれに対する個別の参加状況も考慮する。

また、研修内容や参加者の意見等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り 400人以上 360人以上400人未満 360人未満
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 研修の延べ参加者数は 488 人と目標を大きく超えている。 

・ 技術移転成果報告会、技術移転セミナーの参加者（148 人）を加えると 636 人に上る。 

・ 研修受講者を対象としたアンケートでは、本研修は技術移転活動の一連の流れを把握する

ことができる他に類を見ない研修として高い評価を得ている。 

・ 研修参加者の年齢分布の若年齢層へのシフトを受け、次年度以降、経験年数が乏しく自身

の事例を持たない参加者についても有効な事例研修が行えるよう、グループ研修の運営方

法の改善を行うとともに、事例をもった参加者にも効果的な研修となるよう、具体的な事

例演習が行えるような新たなカリキュラム構築を図っていく。 

 
（５）研究成果活用プラザを拠点とした事業の展開 

 
 
 
 
 
 
 

［中期目標］ 

 大学、公的研究機関等の研究開発成果の社会還元を目的として、研究開

発ポテンシャルの高い地域における機構の地域活動拠点として研究成果活

用プラザを活用し、地域の産学官の研究機関との連携を図ることを通じて、

当該研究成果の企業化に向けた育成を行う。 

中期計画 (G01) 

  平成 16年 3月までに研究成果活用プラザを 8館とする。 

● 年度計画： （平成 15年度で終了） 
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中期計画 (G02) 

  各地域の自治体や関係機関との連携を図り、地域の現状を考慮し策定した運営方針の

下に各プラザの運営を行う。 

● 年度計画 (17g01) 

  各地域の自治体や関係機関との連携を図り、地域の現状を考慮し策定した運営方針の

下に各プラザの運営を行う。 

 

【年度実績】 

・ 内閣府が主催して設置された「地域科学技術に係る関係府省連絡会議」の下、国の地域科学

技術振興施策をより効果的かつ地域のニーズに応じて実施するため府省横断的に全国 10 ブロ

ックに設置された「ブロック地域科学技術振興協議会」に、プラザ館長が文部科学省の出先機

関として出席し、機構のみならず、文部科学省における地域科学技術振興事業の説明を行った。 

・ 各自治体の産業振興部署、大学産学官連携部署、国公立試験研究機関、各地域経済産業局、

各地域の科学技術振興等を目的とする関係機関等と定期的及び必要に応じて意見交換・情

報交換を行った。 

・ 地域における各種産学官連携、技術移転等に関わる協議会等に、メンバーとして積極的に

加わった。 

・ 各プラザにおいて、地域の自治体、研究機関、産業界の有識者による運営委員会を開催し、

意見、アドバイスをいただくことにより運営方針を策定し、地域の実情を反映したプラザ

運営を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 自治体や関係機関との連携の方法は適切であるか 

指標β： 地域の現状を考慮した運営がなされているか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 国の施策活用を目的に全国各地に新設されたブロック協議会では、プラザ館長が文部科学

省の出先機関として、役割を果たしている。また、その他各地域の産学官連携にかかわる

活動に、委員等として積極的に参加している。また、各プラザとも、定期的に自治体、関

係機関と意見交換を行う場を設けている（指標α：○）。 

・ 定期的にプラザ運営委員会を開催し、自治体、研究機関の要望を反映した運営方針の下に

プラザを運営した（指標β：○）。 
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● 年度計画 (17g02) 

  地域の要望を反映し、研究成果活用プラザのサテライトを選定し、設置する。 

 

【年度実績】  
・ 外部有識者により構成された委員会において、各地域からの提案内容について選考を行い、

岩手、新潟、高知、宮崎の 4 地域にサテライトを設置した。 

・ 第 2 四半期以降各サテライトに館長、事務局長、技術参事、事務参事、事務員、コーディ

ネータ及びコーディネートスタッフを配置した。 

・ 第 3 四半期以降各サテライトの開館式を行い、地域の大学、企業及び自治体等に周知する

とともに、コーディネート活動及び共同研究等を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 地域の要望を基に、サテライトの設置地域を選定したか 

指標β： 設置地域選定結果を基に、体制を整備してサテライトの運用を開始したか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 地域の要望に基づく提案内容について審査し、サテライト設置地域を選考・選定した（指

標α：○）。 

・ 設置地域の選定後速やかに人員等の体制を整備し、地域における活動を開始した（指標β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17g03) 

  各省庁、地方自治体等のコーディネート活動を支援するための「シーズ育成制度」を創設

する。課題応募、選定のプロセスを確立し、平成17年度から課題の募集・選定を実施する。 

 

【年度実績】 

・ 各省庁、地方自治体、独立行政法人、TLO 等に配置されている各種コーディネータ等が

発掘した大学等の研究シーズを実用化に向け育成するとともに、コーディネータ等の活動

を支援することを目的とした「シーズ育成試験」を創設した。 

・ 申請は研究者とコーディネータ等の連名とし、コーディネータ等の主体的な参加を促す制

度設計とした。また、外部有識者により構成された委員会において申請書の内容を評価し、

510 課題の採択を決定した。 
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・ 第 3 四半期以降、各機関と委託研究契約を締結し、試験研究を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 制度の運営、課題の選定等について検討を行い、募集方針を策定したか 

指標β： 課題の募集を実施し、募集方針に従って課題の選定を行ったか 

指標γ： 選定した課題について、委託研究契約を行い、研究を開始できたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 大学等の研究シーズ育成及びコーディネート活動支援という趣旨に基づき、新規に策定し

た運営・募集方針の下、課題を募集し、選定した（指標α、β：○）。 

・ 課題採択後速やかに委託研究契約の手続きに着手し、試験研究を開始した（指標γ：○）。 

 

 

中期計画 (G03) 

  科学技術コーディネータを各プラザに原則として 4 人配置する。【平成 14 年度：各プ

ラザに 4人】 

 

● 年度計画 (17g04) 

  科学技術コーディネータを各プラザならびにサテライトの状況に応じて、適切に配置する。 

 

【年度実績】 

・ プラザ・サテライトの活動範囲及び各地域の事情を考慮の上、科学技術コーディネータを

プラザ・サテライトに計 35 名配置した。 

・ 配置にあたっては、各プラザの活動範囲、カバーできる専門分野等を考慮した。 

・ コーディネータの採用にあたっては、必要に応じ公募を行い、必要な人材確保を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 各プラザ等に配置したコーディネータの人数は適切であるか 

指標β： 各プラザ等に配置したコーディネータの専門分野は適切であるか 

各プラザにおける育成研究等の課題の状況、訪問調査等の活動実績も参考とする。 

S A B F

 （なし）  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
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【自己評価】  Ａ 
・ 実績のとおり、プラザの活動範囲やカバーできる専門分野等を考慮して科学技術コーディ

ネータを配置した（指標α：○）。 

・ コーディネータの採用にあたっては、必要に応じ公募を行い、カバーすべき技術範囲等を

考慮した人選を行った（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (G04) 

  科学技術コーディネータは、技術動向調査等を通して、地域の大学、企業等における

研究ニーズ、シーズを探索するとともに、研究開発促進拠点支援事業の成果等を活用し

て、大学等の独創的な研究者を中心とした研究会、セミナーをプラザにおいて開催する。 

● 年度計画 (17g05) 

  科学技術コーディネータは、技術動向調査等を通して、地域の大学、企業等における研

究ニーズ、シーズを探索するとともに、シーズの応用可能性を探る実用化検討につなげる

ほか、地域研究開発促進拠点支援事業の成果等を活用して、大学等の独創的な研究者を中

心とした研究会、セミナーをプラザにおいて開催し、コーディネート活動を推進する。 

 

【年度実績】 

・ 科学技術コーディネータは、育成研究課題の研究計画策定、特許戦略立案、ライセンス支

援等に分担して参加した。また、育成研究終了後の実用化方向性についても研究者、共同

研究企業との協議に参加した。その結果、プロジェクトの円滑な推進に貢献し、終了後の

他制度への早期申請や、終了後の事業化等につなげた。 

・ 日常の業務として、大学、試験研究機関、企業等への訪問、定期的な技術移転相談会の開

催等により、大学等の研究シーズ、企業ニーズの探索活動を積極的に実施し、収集した大

学等のシーズを、研究成果実用化検討、育成研究または技術移転各事業へつなげた。大学・

企業等への訪問調査等実績は各プラザ当たり年間延べ 300 回程度であった。 

・ 各プラザ単独で複数回のセミナー、研究会等を企画・開催したほか、関係各機関と共同で、

大学等の研究者を中心としたセミナーも開催した。 

・ 育成研究の計画、進捗状況について、随時コーディネータによる相談・アドバイスを行っ

たほか、新権利の活用についても事業化に向けて積極的に支援した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 科学技術コーディネータは研究ニーズ、シーズ探索活動を適切に行って

いるか 

指標β： 大学等の独創的な研究者を中心とした研究会、セミナー等が開催できたか 

指標γ： 科学技術コーディネータは、育成研究等の活動に関与し、成果の実用化
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に向けた働きかけを行っているか 

育成研究終了後の実用化実績等も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 科学技術コーディネータは、育成研究課題の遂行や、終了後の実用化に関する諸活動に参

画し、課題の円滑な推進、他制度への展開や、ライセンス活動の円滑化に寄与した。また、

大学等研究機関や企業への積極的な訪問、調査を展開するとともに、研究成果実用化検討

を活用してテーマ発掘を進め、育成研究へつなげるべく活動を行った（指標α：○）。 

・ 科学技術コーディネータが立案、開催する研究会等はもとより、地域における技術移転等

の協議会が行う事業の一環として開催される研究会等の運営にも積極的に参加するととも

に、プラザも会場を提供する等の支援を行った（指標β：○）。 

・ 育成研究の進捗管理や成果活用にあたり、積極的に関与した（指標γ：○）。 

 

 

中期計画 (G05) 

  プラザにおけるコーディネート活動を通じて、次世代の人材育成に努めるとともに、より効

果をあげるために、他の制度におけるコーディネート活動従事者との連携を図る。 

● 年度計画 (17g06) 

  各種制度コーディネータの連携方策等について、新たに発足した連絡会において検討

を実施し、他の制度におけるコーディネート活動従事者との連携を図る。 

 

【年度実績】 

・ 各プラザのコーディネータ等は、地域における大学等、各府省、自治体等のコーディネー

ト活動従事者との連絡会等を定期的または必要に応じ開催・参加した。 

・ 他機関のコーディネート活動従事者との連絡会等において、機構の事業紹介や情報交換を

積極的に行った。 

 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： コーディネータ活動等の連携に関する府省横断的な連絡会等を開催、または

参加したか 

指標β： これらの連絡会等を通じて、他の制度におけるコーディネータ活動従事

者との連携を図ったか 
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S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ プラザの活動として連絡会等の開催・参加を定着させつつある（実績α：○）。 

・ 連絡会等を通じ、他機関のコーディネート活動従事者との情報交換を行う等、連携を図っ

ている（実績β：○）。 

 

 

● 年度計画 (17g07) 

  産学官連携ジャーナル、産学官連携支援データベースや、これらを含む産学官連携に関

する情報を網羅的に提供するポータルサイトについて、その内容を充実しながら運用し、

各種コーディネータをはじめとする産学官連携に係わる者の活動を支援する。 

 

【年度実績】 

・ 産学官連携ジャーナルに関して、毎月 1 号及び増刊号の刊行を行った。 

・ 産学官連携支援データベースに関して、地方自治体の事業・制度情報の提供を開始した。 

・ ポータルサイトに関して、各種リンク集、関連ニュース、政策・提言・報告書等の関連情

報の提供を開始した。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 産学官連携ジャーナルに関して、定期的に刊行を行ったか 

指標β： 産学官連携支援データベースに関して、内容（事業・制度等）の充実を

行ったか 

指標γ： ポータルサイトに関して、掲載情報の充実を行ったか 

コーディネータ等、産学官連携に係わる者の意見や評価も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 産学官連携ジャーナルに関して、定期的な刊行を確実に行った（指標α：○）。 

・ 産学官連携支援データベースに関して、内容の充実を行うとともに、掲載情報の更新を行

った（指標β：○）。 

・ ポータルサイトに関して、産学官連携に関する掲載情報の充実を行った（指標γ：○）。 
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中期計画 (G06) 

  機構の各事業を紹介する機能を強化する。 

● 年度計画 (17g08) 

  各プラザに、機構各事業のパンフレット、パネル等の展示を行うとともに、科学技術

コーディネータの活動を通じ、事業紹介を図る。 

 

【年度実績】 

・ 全プラザに展示コーナーを設けて、機構各事業のパンフレットを展示し、来館者が閲覧、

持ち帰ることができるようにした。さらに、育成研究課題に関するパネルや試作品の掲出

等を通じて、事業紹介を図った。また、各プラザが運営しているホームページにおいても、

機構各事業を公募する際には、募集案内等を掲載することにより、事業紹介等を行った。 

・ 公募情報は、地域の他機関のホームページやメールマガジン等も活用して、周知を図った。

その他、各種展示会等に参加し、広く事業の PR を行った。 

・ 機構の他制度の担当部門からの協力要請に対し、事業の公募説明会等の会場を提供し、説

明の補助等を行った。 

・ 科学技術コーディネータは、大学、国公立試験研究機関、企業等を訪問した際には、機構

のパンフレットを持参等し、配布、説明等を行い、機構各事業の紹介活動を行った。 

・ プラザにおいて、情報提供部と協力して JDreamⅡ説明会を開催したほか、理解増進部と連

携して科学技術理解増進イベントを開催するなど、機構各事業との連携を図ることに努めた。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 機構各事業のパンフレット、パネル等の展示を行ったか 

指標β： 科学技術コーディネータの活動を通じて、機構の事業紹介を図っているか 

機構の各事業との連携状況も参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○ （なし）  指標α、βの一方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ プラザ内での常設展示に加えて、機構の他制度の公募説明会の開催や展示会等のイベント

参加等、積極的な広報活動を行った。また、情報提供事業や理解増進事業等と連携し、機

構の各種事業の紹介・普及を図った（指標α：○）。 

・ 科学技術コーディネータは、研究機関、企業等の訪問時には機構の事業紹介をするととも

に、本部からプラザに対し、公募情報を積極的に発信し、コーディネート活動への活用を

促した（指標β：○）。 
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中期計画 (G07) 

  各プラザにおいて大学、企業及び機構が共同して育成研究を実施する。共同育成研究課

題の選定は、各プラザ地域の産学官の有識者を含む委員会を組織して評価を行う。また、

成果の有効活用のために、文部科学省及びその他関係行政機関等と有機的連携を行う。 

● 年度計画 (17g09) 

  各プラザにおいて大学、企業及び機構が共同して育成研究を実施するとともに、文部

科学省及びその他関係行政機関等と有機的連携を行い、成果の有効活用を図る。 

 

【年度実績】 

・ 下期に平成 17 年度の新規の育成研究課題を募集し、各プラザ 2 課題（石川及び東海は 3

課題）各サテライト 4 課題を採択した。 

・ 募集にあたっては、機構ホームページへの掲載、大学やその他の対象機関に対して募集案

内を送付する等に加えて、周辺自治体、研究機関等のホームページやメールマガジンに掲

載する等、他機関等との連絡・連携を活用して広く周知を図った。 

・ 各プラザに設置した地域の産学官の有識者等で構成する技術評価委員会で、大学、国公立

試験研究機関等の独創的な研究成果で、地域における技術革新により新規事業創出が見込

まれる課題を選定した。評価結果は機構ホームページ等で公表した。 

・ 継続実施している育成研究課題について、雇用研究員には研究ノート等で、研究管理を実

施させた。各プロジェクトには、月報、四半期報告等を求め、定期的に進捗を確認するとと

もに、企業、研究者、機構担当者出席の検討会を開催し、進捗状況、今後の計画、事業化イ

メージ（製品）および事業計画等について確認・議論を行った。ここで出された問題点につ

いては、各実施者が分担して解決にあたる等、相互に協力し、共同研究推進にあたった。 

・ 機構は、育成研究が一定期間経過後、各プラザに設置した技術評価委員会での中間報告会を実

施し、報告会での指摘事項等に基づいて各課題の研究費増減等を図るとともに、代表研究者と技

術参事その他プラザ担当者と随時、意見交換等を行い、事業化に向けた研究開発をフォローした。 

・ 育成研究の成果については新聞・学会等の外部発表を行った。また、育成研究の終了後、

他機関の実用化開発事業等に橋渡しを行い、成果の有効活用を図った。 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 育成研究について適切に募集、選定を行い、課題を実施できたか 

指標β： 育成研究の成果について、学会や新聞等での発表や、他事業への継承な

ど適切に有効活用されたか 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
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【自己評価】  Ａ 
・ 育成研究課題募集にあたっては、ホームページ等への掲載はもとより、周辺研究機関等と

のネットワークも積極的に活用し、周知した。また、課題の選定にあたっては、技術評価

委員会による書類審査及び面接審査等の厳正な課題評価を行い、必要に応じて 3 課題採択

する等、地域の事情にあわせて選定した。課題の進捗状況については定期的に確認し、必

要に応じて関係者が議論を行う体制を構築するなど、実用化に向けた研究実施管理に関し

て積極的な役割を果たした（指標α：○）。 

・ 育成研究の成果について、外部発表を行ったほか、他事業へつなげる等の有効活用を図っ

た（指標β：○）。 

 

 

中期計画 (G08) 

  研究終了後 3年以内に共同育成研究課題の 20%【新規事業につき、平成 14年度実績な

し】程度を企業化開発又は企業化へつなげる。 

● 年度計画 (17g10) 

  事業の実施にあたっては、プログラムディレクター、プログラムオフィサーの配置及

び間接経費の措置を行う。 

 

【年度実績】 

・ 産学連携事業本部にプログラムディレクター(PD)を配置した。 

・ プラザ及びサテライトの館長 12 名をプログラムオフィサー(PO)として配置した。これにより、

育成研究の進捗管理や資金の配分・執行においてより具体的かつ柔軟な対応が可能となった。 

・ 大学等への委託研究においては、研究費の 30%を上限として間接経費の措置を行った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 実施にあたって、プログラムディレクター（PD）、プログラムオフィサ

ー（PO）を配置したか 

指標β： 委託研究に関し、間接経費の措置を行ったか 

当事業における PD、POの位置づけ、役割等についても参考とする。 

S A B F

 （なし）  指標α、βの両方が○
 指標α、βの一方に不満足
 な点が認められる

 指標α、βの両方が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ PD 及び PO を適切に配置した（指標α：○）。 

・ 大学等への委託研究において間接経費を措置した（指標β：○）。 
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● 年度計画 (17g11) 

  終了する共同育成研究課題について、事後評価を実施し、既終了課題と共に、企業化

開発または企業化へつなげるための活動を行う。 

 

【年度実績】 

・ 平成 14 年度（一部平成 15 年度）に採択した育成研究 21 課題が、平成 17 年 9 月末をもって

終了した。うち、商品化、ベンチャー設立、ライセンス等の企業化、あるいは委託開発制度へ

の採用等、企業化開発につながったものが 5 課題（24%）であった。これにより、既に終了し

た課題とあわせ、46 課題のうち 11 課題（24%）が企業化または企業化開発につながった。 

・ 終了にあたっては、科学技術コーディネータを中心として、終了後の実用化計画の立案や、

ライセンス等の契約に関する調整等の役割を果たしたことから、他制度への早期移行や、

スムーズな契約締結につながった。 

・ 終了課題については、各プラザに設けられた技術評価委員会において「実施計画の達成度」、

「事業化・起業化の期待度」、「知的財産権の確保」の 3 つの視点により事後評価が実施された。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

指標α： 平成 17年度終了課題について、事後評価を適切に実施したか 

指標β： 評価結果は分かり易く公表されたか 

指標γ： 既終了課題も含めて、企業化開発または企業化へ繋げる活動を行ったか 

終了課題について、企業化開発または企業化へ繋げた共同育成研究課題の割合も

考慮する。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  指標α～γの全てが○
 指標α～γのうち一つに不
 満足な点が認められる

 指標α～γのうち複数が×
 

 

【自己評価】  Ａ 
・ 全ての終了課題について、技術評価委員会による事後評価を統一的な視点に基づき実施し

たほか、一般向けの成果報告会を開催し、研究成果の周知を図った（指標α、β：○）。 

・ 平成 17 年度に終了した 21 課題のうち、5 課題（24%）が年度内に企業化または企業化開

発につながった。これにより、平成 17 年度までに終了した 46 課題のうち、11 課題（24%）

が企業化または企業化開発につながった（指標γ：○）。 

・ 科学技術コーディネータ等が終了後の事業化計画の検討やライセンス契約にあたり、調整

役として関与し、円滑、迅速なとりまとめを行った。 
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中期計画 (G09) 

  機構の他の制度と連携するなど、プラザ内の研究室について有効活用する。 

● 年度計画 (17g12) 

  機構の他の制度と連携するなど、プラザ内の研究室について有効活用する。 

 

【年度実績】 

・ プラザ内の研究室について、各育成研究課題の研究室としての利用はもとより、研究遂行に

おいて共通して使用する電子顕微鏡等を置くスペースとして使用し、研究者の利便を図った。 

・ 育成研究及び共通スペース以外の研究室についても、機構の他事業である地域結集型共同

研究事業や戦略的創造研究事業、さらには、文部科学省の知的クラスター創成事業による

利用等、研究室の有効活用を図った。 

 

 → 評価視点・指標、基準： 

プラザにおける全研究室は適切に利活用されているか。 

機構の他の制度との連携など、全研究室の有効利用への見通しも参考とする。 

S A B F

 特筆すべき実績有り  利活用されている  不満足な点が認められる  利活用されていない
 

 

【自己評価】  Ｂ 
・ 機構や文部科学省の他制度による利用や、共通設備の導入等、研究室の有効活用を図っている。 

・ 他制度からの利用希望に対しては、プラザ施設の取扱等について十分協議し、プラザ事業

との関係も含めて調整の上で活用を図っている。 

・ プラザ東海においては、採択された課題の一部を、分担型（三重、岐阜）にて実施してい

る関係上、他プラザと比較して空室が多く、不満足な点が認められることから、今後、利

用策を検討していく予定である。 
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〔一般勘定〕 （単位：百万円）
区分 予算額 決算額 差額 備考

Ⅰ　収入
　　運営費交付金 99,611 99,611 0
　  業務収入 3,449 4,311 △ 862 ※１　　
　  その他の収入 53 171 △ 118 ※２　　
　　受託収入 190 3,102 △ 2,912 ※３　　

計 103,303 107,195 △ 3,892

Ⅱ　支出
一般管理費 3,972 3,663 309
　　（公租公課を除いた一般管理費） 3,145 2,904 241
　　　うち人件費（管理系） 1,598 1,357 241 ※４　　
　　　うち物件費（公租公課を除く） 1,547 1,547 0
　　　うち公租公課 828 759 68 ※５　　
事業費 99,140 100,820 △ 1,679
　　　新技術創出研究関係経費 58,894 60,090 △ 1,196 ※６　　
　　　企業化開発関係経費 17,726 18,085 △ 359 ※６　　
　　　科学技術情報流通関係経費 5,775 5,768 7 ※６　　
　　　研究開発交流支援関係経費 7,006 7,104 △ 98 ※６　　
　　　科学技術理解増進関係経費 6,533 6,476 57 ※６　　
　　　人件費（業務系） 3,207 3,297 △ 91 ※４　　
受託経費 190 3,024 △ 2,834 ※３　　

計 103,303 107,507 △ 4,204

（注）
１．各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
２．「予算額」と「決算額」の差額の主な理由は以下のとおり。
※１　　開発費回収金等による増
※２　　研究機器売却等による増
※３　　国からの受託業務件数の拡大による増
※４　　管理系職員の減、業務系職員の増、なお、非常勤職員等は含まれていない
　　　　人件費（業務系）の不足額は、人件費（管理系）から充当
※５　　固定資産税の減
※６　　前期よりの繰越金6,052百万円及び次期への繰越金4,487百万円等

決　算　報　告　書
（自平成１７年４月１日　至平成１８年３月３１日）

（資料１）
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〔文献情報提供勘定〕 （単位：百万円）
区分 予算額 決算額 差額 備考

Ⅰ　収入
　　政府その他出資金等 1,030 1,020 10 ※１
　　業務収入 7,604 7,146 459 ※２
　　その他の収入 88 187 △ 99 ※３
　　繰越金 107 219 △ 112 ※４
　　受託収入 352 352 0

計 9,182 8,924 257

Ⅱ　支出
一般管理費 191 164 27
　　（公租公課を除いた一般管理費） 158 134 23
　　　うち物件費（公租公課を除く） 158 134 23 ※５
　　　うち公租公課 33 29 4
事業費 8,639 8,350 289
　　　科学技術情報流通関係経費 7,968 7,758 209 ※６
　　　人件費（業務系） 671 591 80 ※７
受託経費 352 352 0

計 9,182 8,865 316

（注）
１．各欄と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
２．「予算額」と「決算額」の差額の主な理由は以下のとおり。
※１　　寄付金の減
※２　　オンライン情報サービスの売上減
※３　　有価証券売却等による増
※４　　前期よりの繰越金
※５　　経費節減による不用
※６　　経費節減による不用及び契約済繰越
※７　　退職金等の減、なお、非常勤職員等は含まれていない

（自平成１７年４月１日　至平成１８年３月３１日）
決　算　報　告　書
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（資料２） 

 

自己評価委員会 委員一覧 
平成 18 年 6 月 1 日現在 

 
 
自己評価委員会 
 
 委員長     北澤 宏一   理事 
 委員      藤原 正博   理事 
         細江 孝雄   理事 
         永野 博    理事 
         臼井 勲    審議役 
         小原 満穂   審議役 
         森田 歌子   審議役 
         齋藤 公彦   審議役 
         佐藤 友記   審議役 
         漆原 英二   審議役 
         毛利 衛    日本科学未来館館長 
 
組織運営・財務状況評価部会 
 
 部会長     藤原 正博   理事 
 外部部会委員  大森 俊一   社団法人企業情報化協会 理事 事務局長 
         森 俊哉    あずさ監査法人 代表社員／公認会計士 
         柳沢 信一郎  日本経営システム株式会社 
                  公企業体グループ 主席コンサルタント 
 部会委員    鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
         下平 一晴   システム・施設管理室長 
         横尾 憲三   監査室長 
         門田 博文   情報提供部長 
         佐藤 明生   科学技術振興調整費業務室長 
 
新技術創出研究事業評価部会 
 
 部会長     臼井 勲    審議役 
 外部部会委員  柴田 鉄治   国際基督教大学 客員教授 
         豊玉 英樹   スタンレー電気株式会社 執行役員 
         平野 千博   政策研究大学院大学 教授 
         船津 高志   東京大学 大学院薬学系研究科 教授 
 部会委員    島田 昌    研究企画調整室長 
         小原 英雄   研究推進部長 
         佐藤 雅之   特別プロジェクト推進室長 
         相馬 融    先端計測技術推進室長 
         伊藤 洋一   研究支援部長 
         日夏 健一   社会技術研究開発センター運営室長 
         鈴木 隆    研究開発戦略センター事務局長 
         山口 和雄   技術展開部長 
         鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
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企業化開発事業評価部会 
 
 部会長     小原 満穂   審議役 
 外部部会委員  太田 光一   豊田合成株式会社 取締役 オプトＥ事業部 事業部長 
         小林 健    日本政策投資銀行 新産業創造部 部長 
         高橋 清    東京工業大学 名誉教授 
         樋口 俊郎   東京大学大学院 工学系研究科 教授 
 部会委員    鴨野 則昭   産学連携推進部長 
         山口 和雄   技術展開部長 
         服部 博美   開発部長 
         齊藤 仁志   地域事業推進部長 
         神田 基    知的財産戦略室長 
         鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
 
情報流通促進事業評価部会 
 
 部会長     細江 孝雄   理事 
 外部部会委員  太田 暉人   社団法人日本化学会 常務理事 
         酒井 満    武田薬品工業株式会社 医薬研究本部 研究推進部 
                             研究戦略グループ 主席部員 
         能城 秀雄   株式会社帝国データバンク 産業調査部 部長 兼 情報部 部長 
 部会委員    森田 歌子   審議役 
         大倉 克美   研究基盤情報部長 
         曽根 由紀子  文献情報部長 
         門田 博文   情報提供部長 
         鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
 
研究開発交流・支援事業評価部会 
 
 部会長     小原 満穂   審議役 
 外部部会委員  近藤 正幸   横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授 
         松井 好    社団法人科学技術と経済の会 常務理事 
         松原 秀彰   財団法人ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 主幹研究員 
         山内 薫    東京大学大学院 理学系研究科 教授 
 部会委員    齊藤 仁志   地域事業推進部長 
         黒木 慎一   国際室長 
         小原 英雄   研究推進部長 
         鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
 
科学技術理解増進事業評価部会 
 
 部会長     北澤 宏一   理事 
 外部部会委員  赤堀 侃司   東京工業大学 教育工学開発センター 教授 
         高柳 雄一   多摩六都科学館 館長 
 部会委員    安部 元泰   科学技術理解増進部長 
         古賀 明嗣   日本科学未来館事務局長 
         鈴木 貴    企画評価室長 
         菅谷 行宏   総務部長 
         佐藤 薫    経理部長 
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（資料３） 

 

平成 17 年度業務実績報告及び自己評価に係る審議経過 
 
 

【自己評価委員会】 
 
  第 1 回 平成 17 年 7 月 22 日（金） 開催 
    ・平成 16 年度の独法評価に係る総括 
    ・平成 17 年度評価に係る評価視点・指標、基準の審議及び承認 
 
  第 2 回 平成 18 年 6 月 6 日（火） 開催 
    ・平成 17 年度業務実績報告及び自己評価の審議及び承認 
 
 

【各評価部会】 
 
  各部会をそれぞれ 2 回開催した。審議内容は以下のとおりである。 
    －第 1 回： 平成 17 年度評価視点・指標、基準の審議及び承認 
    －第 2 回： 平成 17 年度業務実績報告及び自己評価の審議及び承認 
 

［新技術創出研究事業評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 6 月 28 日（火） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 5 月 19 日（金） 開催 
 
［企業化開発事業評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 7 月 1 日（金） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 4 月 18 日（火） 開催 
 
［情報流通促進事業評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 6 月 29 日（水） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 5 月 23 日（火） 開催 
 
［研究開発交流・支援事業評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 6 月 27 日（月） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 5 月 12 日（金） 開催 
 
［科学技術理解増進事業評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 7 月 6 日（水） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 4 月 28 日（金） 開催 
 
［組織運営・財務状況評価部会］ 
  第 1 回 平成 17 年 7 月 5 日（火） 開催 
  第 2 回 平成 18 年 5 月 29 日（月） 開催 
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